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平成３０年第１回定例会予算審査特別委員会（文教福祉委員会所管）会議録 

 

         平成30年３月９日 

         10時00分～18時36分 

         全員協議会室 

 

出 席 者 氏 名 

   坂本 隆司 委員長      札野 章俊 副委員長 

   金剛寺 博 委 員      伊藤 悦子 委  員 

   岡部 賢士 委 員      石引 礼穂 委  員 

   久米原孝子 委 員      山宮留美子 委  員 

   深沢 幸子 委 員      福島 正明 委  員 

   山﨑 孝一 委 員      後藤 光秀 委  員 

   滝沢 健一 委 員      糸賀  淳 委  員 

   椎塚 俊裕 委 員      油原 信義 委  員 

   大竹  昇 委 員      後藤 敦志 委  員 

   寺田 寿夫 委 員      杉野 五郎 委  員 

   鴻巣 義則 委 員      大野誠一郎 委  員 

 

 

執行部説明者 

   市    長  中山 一生   副 市 長  川村 光男 

   教 育 長  平塚 和宏   健康福祉部長  足立  裕 

   教 育 部 長   松尾 健治   保険年金課長  吉田 宜浩 

   健康増進課長  宮田 研二   社会福祉課長  下沼  恵 

   こども課長   服部 一郎   高齢福祉課長  中嶋 正幸 

   教育総務課長  飯田 光也   生涯学習課長  大野 雅之 

   スポーツ・国体推進課長  北澤 昌雄   指 導 課 長   小林孝太郎 

   学校給食センター所長  神永  健   教育センター所長  辻井 浩一 

   健康増進課長補佐  沼尻 典子（連絡員）生涯学習課長補佐  木村 幸司（連絡員） 

 

 

 

事 務 局 

局    長  黒田智恵子   主    査  仲村 真一 

係    長  矢野 美穂 

 

議  題 

    議案第２８号 平成３０年度龍ケ崎市一般会計予算（文教福祉委員会所管事項） 

    議案第２９号 平成３０年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算 

    議案第３２号 平成３０年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計予算 

    議案第３３号 平成３０年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算 

    議案第３４号 平成３０年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 

    議案第３５号 平成３０年度龍ケ崎市介護サービス事業特別会計予算 
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坂本委員長 

 それでは，皆さん，おはようございます。 

 前回の予算審査特別委員会に引き続きご出席お疲れさまでございます。 

 ただいまから，予算審査特別委員会を再開いたします。 

 それでは，議案第28号から議案第36号までの平成30年度各予算９案件を一括議題といた

します。 

 本日は，文教福祉委員会所管事項についての説明と質疑でありますが，委員長から予算

審査特別委員会の運営に当たり一言申し上げます。 

 本会議における質疑では自己の意見を述べることができないと制限が加えられているの

に対し，委員会の質疑に対しては，会議規則第115条で，委員は議題について自由に質疑

し，意見を述べることができると定められております。ただし，本会議と同様に，委員会

のおいても発言は全て簡明にするものとして，議題外にわたりまたはその範囲を超えては

ならないと定められております。また，質疑につきましては一問一答で行いますので，挙

手をして事業名をお知らせくださいますとともに，簡潔明瞭にお願いいたします。さらに，

答弁者におかれましても，発言の際には質問内容に対して的確な答弁をされますようお願

いを申し上げます。 

 それでは，議案の審査に入ります。 

 議案第28号 平成30年度龍ケ崎市一般会計予算文教福祉委員会所管事項について，項目

順に説明をお願いいたします。 

 足立健康福祉部長。 

 

足立健康福祉部長 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは，文教福祉委員会所管の予算の概要につきまして，ご説明いたします。 

 まず，予算書の８ページをお開きください。８ページです。 

 第２表の継続費です。上から２番目の子ども・子育て支援事業計画策定業務委託費，こ

れは当市の子ども・子育て支援事業計画が平成31年度で期間満了となることから，平成30

年度，31年度の２カ年にかけて継続事業で策定しようとするものです。計画策定業務委託

費です。30年度は主にアンケート調査を実施する予定でございます。 

 

松尾教育部長 

 その下でございます。教育費の小学校費，小学校施設長寿命化計画策定業務委託，総額

で1,297万6,000円，２カ年の継続となります。こちらは小学校施設を対象に長寿命化計画

を策定するものでございます。 

 その下，中学校施設整備，中学校施設長寿命化計画策定業務委託，総額で707万9,000円，

こちらも２カ年継続です。小学校と同様でございます。 

 その下，社会教育費の文化会館改修事業，総額で１億4,852万3,000円でございます。２

カ年継続になります。これは大ホールの非構造部材耐震改修工事及び照明のＬＥＤ化工事

に伴うものでございます。工事期間としては，2019年１月から2019年９月を予定しており

まして，その間については大ホールの貸し出しを停止する予定でございます。 

 

足立健康福祉部長 

 続きまして，第３表，債務負担行為です。４段目からです。 

 総合福祉センター管理運営業務委託契約，これは現在，平成26年度から30年度まで総合

福祉センターは指定管理制度を導入しております。平成31年度以降の指定管理に係る業務

協定を締結することに伴うものでございます。指定期間は平成35年までと予定しておりま

す。 

 次のふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約は，平成31年度以降の指定管理に係る
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基本協定を締結するものに伴うものです。指定期間は平成35年までを予定しております。 

 次の，さんさん館ＬＥＤ照明リース契約につきましては，さんさん館の既存の照明器具

が老朽化したことから，５年間のリース契約で，ＬＥＤ照明器具に交換しようとするもの

です。 

 

松尾教育部長 

 ３つ飛んで，歴史民俗資料館管理運営業務委託契約でございます。こちらについても，

指定管理者による管理を行っておりますけれども，平成30年度で満了になることから，平

成31年度から35年度の５カ年間の新たな契約行為等するためのものでございます。 

 その下，文化会館管理運営業務委託契約についても同様でございます。 

 それから，その下です。たつのこアリーナ窓口券売機リース契約，こちらにつきまして

は，券売機の老朽化に伴いまして，新たな券売機を導入しようとするものです。本年10月

から平成35年９月までを予定しており，本年度分，６カ月分については歳出予算に計上い

たしております。 

 それから，一番下でございます。給食費管理システムリース契約でございます。こちら

につきましては，給食費の直接徴収に係る管理システムを導入しようとするものでござい

ます。平成30年度中にシステムを入れて，稼働については2019年度からを予定いたしてお

ります。５カ年で748万2,000円となっております。 

 続いて，９ページをごらんください。 

 

足立健康福祉部長 

 ９ページの５段目の県災害援護資金貸付金です。これは東日本大震災に係る住宅貸付改

修に対する貸付金に係る市債の設定です。２件分でございます。 

 

松尾教育部長 

 それから，下のほうです。教育センター施設整備事業から下が対象となってまいります。

3,370万円でございます。教育センターの外壁塗装，屋根防水改修工事，さらに１階のト

イレ改修工事に充当しようとするものでございます。 

 その下，小学校施設整備事業600万円でございます。龍ケ崎小学校の屋根防水改修工事

に充当しようとするものです。 

 その下，中学校施設整備事業5,820万円。こちらにつきましては，長山中，屋根防水改

修工事，それから，中根台中，愛宕中，体育館照明ＬＥＤ化工事に充当しようとするもの

でございます。 

 それから，文化会館施設整備事業4,350万円。文化会館の大ホール非構造部材耐震改修

工事，それから同じく大ホールの証明ＬＥＤ化工事に充当しようとするものでございます。 

 その下，体育施設整備事業5,240万円でございます。たつのこアリーナの照明ＬＥＤ化

工事，同じくたつのこアリーナの屋上防水改修工事，さらに高砂体育館の照明ＬＥＤ化工

事に充当しようとするものでございます。 

 その下，（仮称）まいんスポーツ健幸センター整備事業3,670万円，市街地活力センタ

ー１階をスポーツ施設に改修をしようとするものでございます。 

 続きまして，19ページをお開きください。 

 

足立健康福祉部長 

 続きまして，歳入に入ります。18，19ページです。 

 中段からになります。分担金及び負担金です。 

 民生費負担金です。 

 右側のページでは，社会福祉費負担金です。地域活動支援センター運営費負担金につき

ましては，川原代町にある精神障がいに係る地域活動支援センター，これにつきましては
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４市町で委託をしておりますが，その稲敷市，利根町，河内町の委託料の負担金の受け入

れです。 

 その下の老人施設入所負担金につきましては，松風園入所者の自己負担分です。 

 

松尾教育部長 

 その下です。児童福祉費負担金です。放課後児童健全育成事業負担金，こちらは保育ル

ーム利用に係る保護者の負担金でございます。利用の増を見込みまして微増としておりま

す。 

 その下，同じく滞納繰越分でございます。平年ベースの計上としております。 

 

足立健康福祉部長 

 次に，保育所運営費徴収金私立分です。これは市内の私立保育園の現年度保育料です。

その下につきましては，保育料の滞納繰越分です。 

 次の保育所運営費徴収金公立分は，八原保育所における現年度保育料です。その下につ

きましては，繰越分です。 

 その下の日本スポーツ振興センター災害共済負担金は，公立保育所入所者に係る傷害保

険金の保護者負担金です。 

 次の病院群輪番制病院運営費負担金は，病院の輪番制における牛久市ほか３市町の運営

費の負担金です。 

 その下の小児救急輪番制病院運営費負担金は，小児救急病院輪番制における牛久市ほか

４市町の運営費負担金です。 

 次に，養育医療給付事業費負担金につきましては，身体の発達が未熟なまま生まれ，入

院を必要とする乳児の医療費を公費により助成する制度ですが，ここではその保護者の自

己負担分でございます。 

 

松尾教育部長 

 その下でございます。小学校費負担金，日本スポーツ振興センター災害共済負担金でご

ざいます。学校管理下の事故に備えるための災害共済金，保護者の負担金でございます。

154万7,000円で，微減となっております。 

 その下，同じく中学校費でございます。こちらも81万4,000円で，前年度と比較して微

減となっております。 

 続きまして，21ページをごらんください。 

 

足立健康福祉部長 

 上から２つ目の枠の１，社会福祉使用料です。地域福祉会館施設目的外使用料につきま

しては，自動販売機電気代及び設置料，社協職員駐車場の使用料となっております。 

 次の福祉センター使用料は，60歳未満の方の施設使用料でございます。 

 その下の総合福祉センター施設目的外使用料は，自販機の電気代，設置料，公衆電話ボ

ックス，ＮＴＴ電柱の設置料，そして社協職員の駐車場の使用料です。 

 その下のふるさとふれあい公園使用料は，陶芸の窯の利用料です。 

 その下のふるさとふれあい公園施設目的外使用料は，自販機の電気代，設置料，東電柱

設置料などです。 

 その下のひまわり園施設目的外使用料は，社協職員の駐車場の使用料です。 

 次に，児童福祉使用料でございます。 

 さんさん館保育ルーム使用料は，同保育ルームで一時的に児童を預かるリフレッシュ保

育の利用料です。 

 その下のさんさん館施設目的外使用料は，自販機の電気代及び設置料です。 

 その下の駅前子ども送迎ステーション使用料は，基本月額2,000円で20人の利用を想定
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した計上です。 

 その下の保育所施設目的外使用料は，まつやま中央保育園，ときわ保育園等に係る東電

柱，ＮＴＴ電柱の設置料です。 

 次に，保健衛生使用料です。0003保健センター施設目的外使用料は，自販機の設置料で

す。 

 

松尾教育部長 

 下から２番目になります。小学校使用料でございます。 

 小学校施設目的外使用料，こちらにつきましては教職員の駐車場代金が大半を占めてお

りまして，そのほか学校敷地内の電柱等の目的外使用料となっております。 

 その下，中学校施設目的外使用料，こちらも同様でございます。小・中ともに減額の計

上となっております。 

 続きまして，23ページをお開きください。 

 社会教育使用料でございます。一番上でございます。中央図書館施設目的外使用料，こ

ちらにつきましては中央図書館の自動販売機設置，電気使用料，それから電柱等の目的外

使用料となっております。 

 ２つ目です。歴史民俗資料館施設目的外使用料，こちらにつきましては歴史民俗資料館

の多目的室の使用料，それから下水管の設置料，それから自動販売機等になっております。 

 その下，文化会館使用料でございます。こちらについては文化会館の使用料でございま

すが，前年度と比較しまして440万の減額計上とさせていただいております。その理由で

ございます。大ホール非構造部材耐震改修工事，それから照明ＬＥＤ化工事に伴いまして，

2019年１月から大ホールの利用，貸し出しを停止すると申し上げましたが，30年度ではそ

の影響で３カ月分ありますので，それを見込んだものでございます。 

 その下，文化会館施設目的外使用料，こちらは職員の駐車料が主でございまして，その

ほかに自動販売機，電柱，電話ボックス等の設置料がございます。 

 その下，保健体育使用料でございます。総合運動公園施設目的外使用料，こちらにつき

ましてはたつのこスタジアムのフェンス広告，それから体育館の市政情報モニターの設置，

それから自動販売機の関係，たつのこカフェの光熱費相当額等が含まれます。 

 その下です。体育施設目的外使用料，これは高砂体育館の自販機，電柱等に係るもので

ございます。 

 その下，給食センター施設目的外使用料，こちらは電柱等の設置に係るものでございま

す。 

 

足立健康福祉部長 

 同じページの下の枠になります。国庫支出金，民生費国庫負担金です。 

 国民健康保険基盤安定等につきましては，低所得者に対して保険税の軽減措置が行われ

ていますが，それに対する市町村への支援措置です。 

 次の生活困窮者自立相談支援事業費は，生活困窮者の自立に向けた自立相談支援事業と，

生活困窮世帯の子どもへの学習支援事業，いわゆる無料塾に対しての負担金です。 

 次の特別障がい者手当等給付費は，精神または身体に著しく重度の障がいを有する方に

対して，負担軽減の一助として支給されます特別障害者手当，障害児福祉手当の財源措置

としての負担金です。 

 次の障がい者自立支援給付費は，障害者介護給付費，訓練等給付費，厚生医療費などの

自立支援給付事業に対しての負担金です。 

 次の介護保険低所得者保険料軽減費は，第１段階保険料の軽減を図るものです。基準額

の0.5で算定している第１段階保険料を0.45としてその減額分について国の負担金です。 

 一番下の母子生活支援施設措置費です。これは市民の方が管外の同施設へ入所した際に

市が負担する支出に対しましての国の負担金でございます。 
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 次のページをお願いいたします。24，25ページです。 

 児童扶養手当給付費，これはひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉増進を目的に支給

されます児童扶養手当給付額に対しましての負担金です。 

 次の子どもための教育・保育給付費は，平成27年度からの子ども・子育て支援制度に基

づく保育所，幼稚園，認定こども園に係る施設型給付費等を対象にした国の負担金です。 

 次の障がい児施設給付費は，障がい児が通所施設サービスを利用することによる施設給

付費に対しての負担金です。 

 次の児童手当給付費は，中学校終了までの自動を対象に児童手当5,000円から１万5,000

円を支給する事業に対しましての国庫負担金です。被用者保険加入としてそれ以外につい

ては，補助率が記載のとおりと変わっております。 

 次に，生活保護費です。国が４分の３の負担，市が４分の１の負担でございます。内容

につきましては，歳出でご説明いたします。 

 その下の養育医療給付事業費は，同事業の公費負担分の２分の１，これが国庫負担にな

ります。そのほか県，市がそれぞれ４分の１の負担になります。 

 次に，国庫補助金でございます。 

 社会福祉費補助金の障がい者地域生活支援事業費です。２つ目の枠です。これは障がい

者の日常生活用具費，また障がい者支援相談事業などさまざまな地域生活支援事業に対し

ましての国の補助金です。 

 次に，児童福祉費補助金です。子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分）につき

ましては，一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業等に対しての補助金です。 

 

松尾教育部長 

 その下でございます。 

 子ども・子育て支援事業（学童保育分）学童保育に係るものでございまして，対象事業

費から保護者負担金を除いたものに３分の１を掛けたものでございます。県費も同様に３

分の１となってまいります。 

 

足立健康福祉部長 

 続きまして，保育所等整備交付金です。こちらは平成30年度に開設を予定しております

小規模保育所施設整備に係る補助金です。 

 その下の保育対策総合支援事業は，民間保育所での保育支援のためのパソコンやビデオ

カメラ購入に対する補助金です。 

 次の母子家庭等対策総合支援事業費は，母子家庭の母，父子家庭の父が，看護師や介護

福祉士などの資格取得のために養成機関に通う場合に支給される経費に対しましての補助

金です。 

 次に，生活保護費補助金の生活保護適正実施推進事業です。これは生活保護関連のレセ

プト点検に係る事務処理に対しましての補助金です。 

 次に，保健衛生費補助金です。感染症予防事業費等は，子宮頸がん，乳がんの無料クー

ポン券事業及び各がん検診の個別勧奨等に対しましての補助金です。 

 次の母子保健医療対策等総合支援事業費は，産後ケア事業，産婦健康診査事業に係る補

助金です。 

 次の子ども・子育て支援事業（育児支援家庭訪問分）は，乳児家庭全戸訪問事業の赤ち

ゃん訪問及び母子保健コーディネーターの経費に対しましての補助金です。 

 その下の地域自殺対策強化事業費は，自殺対策啓発普及用パンフレット経費に対しまし

ての補助金です。 

 次のページをお願いいたします。26，27ページです。 
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松尾教育部長 

 続きまして，教育費国庫補助金となります。 

 初めに，小学校費補助金でございます。 

 遠距離通学児童援助費でございます。これは城ノ内小学校，龍ケ崎西小学校のスクール

バス運行に係るものでございます。実施事業費に，４キロ以上の児童・生徒に係る割合を

乗じたもの，これに補助率の２分の１を乗じたものでございます。なお，統合後５年間の

限定措置でございます。 

 その下，要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費でございます。こちらにつきまし

ても２分の１の補助率でございます。若干増加という傾向にございます。 

 その下，中学校費補助金でございます。 

 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費，こちらも２分の１の補助率でございます。

増加傾向にございます。 

 

足立健康福祉部長 

 その下の幼稚園就園奨励費につきましては，所得状況に応じまして，保護者の経済的な

負担の軽減を目的として交付いたしました。就園いたしました就園奨励費に対しましての

補助金です。 

 

松尾教育部長 

 その下でございます。社会教育費補助金。社会資本整備総合交付金（耐震改修分）でご

ざいます。こちらは文化会館大ホールの非構造部材耐震改修工事に係るものでございます。

新規計上となっております。 

 

足立健康福祉部長 

 続きまして，次の枠の上から４段目です。国民年金事務費です。これは法定受託事務費

として行っている国民年金に係る事務に対しまして，国から交付される委託金です。 

 その下の特別児童扶養手当事務費です。こちらは，精神または身体に障がいのある児童

に対しましては，全額国費で支給されるものでございますが，その支給事務について法定

受託事務として市が委託金を国から交付されるものです。 

 続きまして，一番下の枠の社会福祉費負担金です。国民健康保険基盤安定等は，先ほど

国庫負担金でご説明しましたが，国保税の軽減に対する県の財政支援で，保険税軽減分の

４分の３，保険者支援分が４分の１，県の負担となります。 

 その下の障がい者自立支援給付費につきましては，先ほど申し上げました国２分の１に

対し，県の４分の１の負担でございます。 

 次のページをお願いいたします。28ページ，29ページです。 

 一番上の介護保険低所得者保険料の軽減費は，先ほどの国２分の１に対して県の４分の

１の負担金でございます。 

 その下の後期高齢者医療，保険基盤安定等は，国保の制度と同様に低所得者への保険料

の軽減措置に対しまして県４分の３の負担金です。 

 次に，児童福祉費負担金です。母子生活支援措置費は，先ほどの国２分の１に対しまし

て，県４分の１の負担金です。 

 その下の子どものための教育・保育給付費につきましては，同じく国２分の１に対し県

の４分の１の負担金です。 

 その下の障がい児施設給付費につきましても，同じく国２分の１に対して県４分の１の

負担金です。 

 次に，児童手当給付費です。こちらも先ほどご説明しました国の負担に対して県の負担

金です。負担率は記載のとおりでございます。 

 次の生活保護費につきましては，通常が国４分の３，４分の１の負担割合でありますが，
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対象者の居住地が不明などの場合，市の負担金４分の１を県が肩がわりすることとなって

おります。その分の県の負担金です。 

 次の養育医療給付事業費につきましては，国２分の１に対して県４分の１でございます。 

 続きまして，民生費県補助金です。 

 ２段目の事務処理特例交付金からです。この社会福祉事務分につきましては，身体障害

者手帳の交付など，県からの権限移譲事務に対する交付金です。 

 その下の民生委員推薦会は，同会議開催に係る委員報酬に対する県の補助金です。 

 その下の墓地埋葬等取扱費は，市内で死亡した身元不明者の葬祭費に対しましての県10

分の10の補助金です。 

 その下の地域ケアシステム推進事業費は，県の事業である地域ケアシステムに関する補

助金です。 

 その下の障がい者地域生活支援事業費は，国２分の１に対しての県の４分の１の補助金

です。 

 その下の老人クラブ助成費は，各高齢者クラブに対する補助に対し，県から３分の２の

補助率の補助金が市に交付されます。 

 その下の老人クラブ連合会助成費です。連合会に対しましても県から３分の２補助金が

交付されます。 

 次の介護保険低所得者対策事業費は，社会福祉法人による利用者負担軽減事業，障がい

者境界層への軽減措置への補助金です。 

 次の医療助成事業費，医療費分及びその下の事務費は，こちらにつきましては，いわゆ

るマル福に対する県の補助金です。 

 次に，児童福祉費補助金です。 

 子ども・子育て支援事業（子育て環境整備分）は，先ほど国の３分の１に対する県の３

分の１の補助金です。 

 

松尾教育部長 

 その下でございます。学童保育分，こちらも学童保育ルームに係るもので，国と同様事

業費に対して３分の１となっております。 

 続いて，31ページをごらんください。 

 

足立健康福祉部長 

 一番上の子どものための教育・保育給付費（地方単独分）です。こちらは施設給付費の

うち，教育認定分の一部26.6％に対する県の補助金です。 

 その下の民間保育所等乳児等保育事業は，私立保育所の１歳児受け入れに対する経費の

補助金です。 

 その下の軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費は，18歳未満で軽度・中等度の難聴

のある方の補聴器の購入費の助成になりまして，補助金です。 

 その下の在宅障がい児福祉手当支給事業費は，在宅の心身障がい児の介護に当たる保護

者へ支給いたします。在宅障害児福祉手当支給に対しての補助金です。 

 次の事務処理特例交付金は，私立保育所の実地検査などに係る県からの権限移譲事務費

に対する補助金です。 

 その下の多子世帯保育料軽減事業は，県の事業で，国基準の第４段階，第５段階層まで

年齢の上限を撤廃しまして，第３子子ども以降，３歳未満児の保育料を無料とし，また第

２子で３歳未満児の保育料を半額するとするもので，県の２分の１の補助でございます。 

 次に，災害救助費補助金です。被災住宅復興支援利子助成費は，県の制度である3.11の

震災で被災した住宅の復興支援利子助成制度に基づきまして，上限１％の利子補給でござ

います。 

 その下の災害見舞金被災者生活再建支援金は，被災者再建支援法の適用の対象にならな
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い世帯への支援金で，２分の１の率で県から補助金が交付されるものです。 

 次の献血推進事業費につきましては，同事業に対します県の補助金です。 

 次の小児救急輪番制病院運営費は，同事業に対します県の補助金です。 

 次の健康増進事業費は，健康教育，健康相談，健康健診など総合的な保健推進事業に対

する県の補助金です。 

 次の子ども・子育て支援事業（育児支援家庭訪問分）は，国３分の１に対する県の３分

の１の補助金でございます。 

 次のページをお願いします。32ページ，33ページです。 

 

松尾教育部長 

 中段よりやや下でございます。教育費県補助金になります。 

 まず，小学校費補助金でございます。 

 被災児童就学支援等事業費でございます。こちらは東日本大震災で被災し，経済的に就

学が困難になった児童・生徒の保護者に対する援助費係る補助でございます。県費10分の

10でございます。 

 それから，その下，中学校費，同様でございます。こちら小学校費，中学校費ともに減

少傾向にございます。 

 その下でございます。社会教育費補助金。 

 事務処理特例交付金（生涯学習事務分）とございます。こちらにつきましては，県青少

年の健全育成等に関する条例等に基づく事務調査に係るものでございます。 

 その下，青少年相談員事業費，こちらにつきましては，青少年の健全育成に協力する事

業所に対しての説明や加入推進等に対するものでございます。 

 その下です。土曜日の教育支援体制等構築事業費，いわゆるサタデースクールに係るも

のでございます。事業費の３分の２の補助率となっております。来年度，３校を予定して

おります。 

 その下，放課後子ども教室推進事業，いわゆるアフタースクールに係るものでございま

す。補助率３分の２，来年度，８校を予定いたしております。 

 １つ飛びまして，国民体育大会リハーサル大会運営費でございます。これにつきまして

は，柔道の関東ブロック大会が本年８月19日に開催されます。これに係る国体リハーサル

のために上乗せとなる開催費に関する補助金となります。２分の１となります。新規計上

でございます。 

 続いて，35ページをごらんください。 

 

足立健康福祉部長 

 続きまして，上から７行目の行旅死病人援護費です。こちらは身元不明者の埋葬費用に

対します県からの委託金です。 

 

松尾教育部長 

 ３つ飛びまして，学びの広場サポートプラン事業費でございます。こちらにつきまして

は小学校11校全校，それから中学校２校に対します学びの広場サポーターの配置に係る県

の委託金でございます。 

 

足立健康福祉部長 

 続きまして，２つ目の枠の利子及び配当金です。このページのちょうど中ごろにありま

す0008地域福祉基金利子として66万2,000円を計上しております。 

 

松尾教育部長 

 １つ飛びまして，教育振興基金に対する利子でございます。 
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 その下，義務教育施設整備基金利子，同じく基金利子を計上いたしております。 

 下の枠に入ってまいります。物品売払収入の一番下，給食センター資源物等売払収入で

ございます。食用廃油の売払収入でございます。 

 続きまして，37ページをごらんください。 

 

足立健康福祉部長 

 一番上でございます。特別会計繰入金です。一番上の介護保険事業特別会計繰入金につ

きましては，科目設定をしております。 

 

松尾教育部長 

 その下，基金繰入金になります。 

 0009教育振興基金繰入金でございます。これにつきましては，奨学生援護事業に対して

324万円，それから体育振興活動費，大会出場激励金120万円を充当予定しております。 

 その下，義務教育施設整備基金繰入金でございます。小学校施設整備事業に3,211万

4,000円，同じく中学校に1,279万4,000円の充当を予定いたしております。 

 

足立健康福祉部長 

 続きまして，一番下の枠，諸収入です。 

 まず，災害特別援護資金貸付金元金収入につきましては，竜巻被害に対する貸付金で，

滞納となっている分の受け入れのための措置，科目設定でございます。 

 次の保育士等修学資金貸付金元金収入は，平成28，29年度に貸し付けを受けた学生が，

平成30年３月に卒業を迎えることから生じる返還金です。８名です。 

 なお，５年間，市内の保育所等に就職される場合は免除となります。現在，対象者の状

況確認や今後の意向調査を行っております。 

 次の高額介護サービス費貸付金の元利収入，高額療養費貸付金元利収入，出産費貸付金

元利収入の３件につきましては，歳出と同額を計上しております。 

 一番下の災害援護資金貸付金元利収入につきましては，東日本大震災に係る貸し付けの

償還でございます。 

 次のページをお願いします。38，39ページです。 

 上から２行目の介護老人保健施設けやきの郷建設費貸付金元利収入です。これは30年度

の償還分でございます。 

 次に，児童福祉受入受託収入です。公立保育所入所受託収入につきましては，八原保育

所において他市町村から受け入れた児童に係る受託収入でございます。 

 次に，納付金です。 

 0002医療福祉費第三者納付金につきましては，交通事故など第三者行為に対する求償分

でございます。 

 その下の医療福祉費高額療養費等納付金は，マル福該当者が高額療養費の支給を受けた

場合，マル福が立てかえた金額分を各医療保険者から納付を受けるものでございます。 

 

松尾教育部長 

 その下，団体支出金になります。 

 一番下の0010スポーツ振興くじ助成金600万円でございます。こちらはたつのこフィー

ルド用のハードル一式，それからサッカーゴールに対するものでございます。限度額が

750万円，補助率が５分の４となっております。 

 

足立健康福祉部長 

 次に，２番の給食費負担金です。保育所職員給食費負担金につきましては，八原保育所

職員の給食費負担金です。 
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松尾教育部長 

 その下，学校給食費負担金でございます。こちらにつきましては，児童・生徒の減少傾

向を反映して減額の計上としております。 

 その下，同じく滞納繰越分，定額で計上をいたしております。 

 

足立健康福祉部長 

 続きまして，雑入です。 

 臨時福祉給付金返還金です。こちらは科目設定でございます。 

 その下の医療福祉費返還金は，マル福資格の喪失した後の受診による返還及び診療報酬

の返還金です。 

 その下の児童扶養手当返還金につきましては，科目設定をしております。 

 その下の生活保護費返還金（現年度分），その下の過年度分につきましては，資力があ

るにもかかわらず保護を受けた場合や不正な手段で保護を受けた場合の返還金でございま

す。 

 次のページをお願いいたします。40ページ，41ページです。 

 ちょうど中段の0039の緊急通報装置設置者負担金です。同装置の設置手数料８人分を見

込んでおります。 

 その下のさんさん館ＣＤ売払収入は，さんさん館で作成したＣＤの売払収入です。 

 その下の駅前こどもステーション電話使用料は，受託者からの受け入れでございます。 

 

松尾教育部長 

 その下，放課後児童健全育成事業保険料負担金でございます。学童保育活動時のけが等

に対応するための傷害保険料の保護者負担金，１人当たり800円をいただいております。 

 

足立健康福祉部長 

 その下の公立保育所現場実習費につきましては，大学からなどの実習生の受け入れ費で

す。 

 その下の健康診査受診者負担金は，各種がん検診及び健康診査受診に係る自己負担分で

す。 

 健康教室等参加者負担金につきましては，食生活改善推進委員養成講座の調理実習代で

ございます。 

 その下の妊婦教室参加者負担金は，妊婦教室の際のテキスト代です。 

 

松尾教育部長 

 少し飛びまして，0056教育プラン頒布収入，科目設定でございます。 

 その下，公立小学校現場実習費，これも科目設定となります。 

 それからその下，学校事故賠償保険金，こちらにつきましては，補償分50万円，賠償分

50万円，それぞれ定額計上とさせていただいております。 

 その下，学校開放体育館使用料，小・中学校の体育館の夜間開放の使用料でございます。 

 その下，公共施設水道等使用料でございます。こちらにつきましては，龍ケ崎小学校に

設置されております防災科学研究所の観測機器に関する電気の使用料でございます。 

 それからその下です。太陽光発電余剰電力売払収入，城西中学校の余剰電力の売払収入

でございます。 

 その下，子どもの居場所づくり事故賠償保険金でございます。こちらにつきましては，

定額計上をさせていただいております。 

 歴史民俗資料館電話使用料，科目設定でございます。 

 市史等刊行物頒布収入，こちらにつきましては実績を考慮して計上させていただいてお

ります。 
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 文化会館検針用端末装置電力使用料，新電力の検針装置の電気の使用料相当分でござい

ます。 

 その下です。たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金でございます。こちらにつき

ましては実績を考慮して，減額をさせていただいております。 

 続きまして，43ページをごらんください。 

 

足立健康福祉部長 

 上から５行目の県災害援護資金です。これは県災害援護貸付金につきましては，先ほど

申し上げました東日本大震災に係る住宅修繕費に対する貸付金です。 

 

松尾教育部長 

 下，教育費債になります。 

 教育総務債では，教育センター施設整備事業債3,370万円，先ほどと同様でございます。 

 その下，小学校施設整備事業債600万円，龍ケ崎小学校の防水改修等でございます。 

 中学校施設整備事業債，長山中学校の防水改修ほか，２件に対するものでございます。 

 文化会館施設整備事業債，大ホール非構造部材耐震改修，ＬＥＤ化に関するものでござ

います。 

 その下，体育施設整備事業債，たつのこアリーナのＬＥＤ化，屋上防水，高砂体育館の

ＬＥＤ化でございます。 

 その下，（仮称）まいんスポーツ健幸センター整備事業債，市街地活力センター１階を

まんが図書館からスポーツ施設に改修するためのものでございます。 

 77ページをごらんください。 

 

足立健康福祉部長 

 続きまして，歳出でございます。 

 民生費です。 

 事業ごとに，そして事業の主だったものをご説明させていただきます。 

 職員給与費（社会福祉）につきましては，社会福祉課14人分の人件費です。 

 次に，社会福祉事務費です。福祉有償運送等運営協議会の経費及び社会福祉課内での事

務費経費分です。 

 次の国民健康保険事業特別会計繰出金につきましては，後ほど特別会計でご説明いたし

ます。 

 次に，民生委員等関係経費です。報酬は民生委員推薦会委員の報酬です。補助金につき

ましては，民生委員，児童委員の地域福祉活動に対する補助で，１人年額７万2,000円，

118人分です。 

 次に，１つ置きまして，行旅死病人等一時援護事業です。こちら身元不明の埋葬料，葬

祭費などの経費でございます。 

 次に，遺族等援護事業です。遺族会の運営及び戦没者追悼式に係る経費が主なものでご

ざいます。 

 次に，一番下の見守りネットワーク事業です。 

 次のページをお願いいたします。 

 報償費は，講演会の際の講師謝礼，役務費につきましては，はがき等の郵送料です。 

 次に，生活困窮者自立支援事業です。報酬，共済費，旅費は，相談支援嘱託員１名分の

報酬等です。委託料の学習支援事業は，生活困窮世帯の子どもへの学習支援，今年度同様

ＮＰＯ法人へ業務を委託予定しております。扶助費の住居確保給付金につきましては，離

職者等で所得が基準以下の方に一定期間家賃相当額を給付するものです。 

 次に，社会福祉協議会助成費です。こちらは市社会福祉協議会の人件費及び地域福祉会

館管理費に対する補助金です。 
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 次に，地域福祉推進事業です。こちらは，市社会福祉協議会への支出でございます。地

域福祉の担い手であります社会福祉協議会が実施いたします地域福祉に資する各種事業に

対し，委託金，補助金，交付金を交付いたします。委託料につきましては，地域ケアシス

テム推進事業で，各機関がチームを組んで制度ではカバーできない方への支援を委託して

おります。 

 次に，補助金でございます。ふれあいのまちづくり事業につきましては，ふれあい広場

などの福祉イベントや手話などの講座の実施ほか，社会福祉協議会中央支所の運営費，そ

して来年度11月をめどに（仮称）社会福祉協議会佐貫西口支所の開設を予定しております

が，その設置及び運営に対する補助金などが含まれております。 

 その下の障がい者自立化支援事業は，障がい者の自立支援として，福祉の店などが事業

を展開しております。 

 その下の在宅福祉サービスセンター事業は，日常生活に支障のある方に有償在宅福祉サ

ービス派遣を行っております。 

 その下の地域福祉活動推進事業は，各地域の福祉活動と社協職員がかかわりますふれあ

いネットワーク事業への補助金です。 

 交付金のボランティアセンター活動事業につきましては，同センターの活動に対する交

付金です。 

 次に，総合福祉センター管理運営費です。需用費は，旧小貝川沿いに設置されているフ

ェンスの修繕料です。委託料は，社会福祉協議会への同センターの指定管理料でございま

す。 

 次に，ふれあいゾーン管理運営費です。委託料は，社会福祉協議会へのふるさとふれあ

い公園の指定管理料です。使用料及び賃借料は，まちづくり・文化財団が所有するディス

クゴルフ場の一部土地賃借料です。 

 工事請負費は，汚水槽の排水設備を修繕します。 

 次に，障がい者福祉事業です。主なものですが，報酬は，嘱託医師への報酬です。扶助

費は，特別障害者手当，障害児福祉手当の給付です。 

 次に，障がい者給付訪問調査等事務費です。役務費は，給付審査会での審査のため，主

治医意見書の手数料及び通信運搬費です。 

 次に，障がい者給付審査会事務費は，給付審査会の運営に係る経費です。主に委員への

報酬でございます。 

 次のページをお願いします。80，81ページです。 

 まず，障がい者自立支援事務費です。役務費につきましては，障がい福祉サービスの審

査，支払手数料あるいは障がい者の医療費の審査支払手数料について，国保連支払基金へ

の支出でございます。 

 次に，障がい者自立支援給付事業です。扶助費の内訳でございますが，主なものをご説

明します。障がい者介護給付費は，生活介護施設入所支援，居宅介護に係る給付費です。

その下の障がい者訓練等給付費は，就労移行支援，Ａ型，Ｂ型に係る給付です。その下の

障がい者厚生医療費は，自立支援医療制度に係る給付費です。 

 次に，障がい者地域生活支援事業（補助分）です。報酬は，障がい者支援相談員の報酬

です。委託料の地域活動支援センター運営は，宮崎病院に設置されております，いなしき

ハートフルセンター，そして市内川原代町の地域活動支援センターの２カ所への委託料で

す。20の扶助費でございます。障がい者日常生活用具費につきましては，ストマ，紙おむ

つ等でございます。最後のその他地域生活支援費（補助分）は，日中一次支援，訪問入浴

等でございます。 

 次に，障がい者地域生活支援事業（単独分）です。報酬は，障がい者自立支援協議会委

員の報酬，一般非常勤職員２名分の報酬です。13委託料の居室確保の事業は，平成28年度

まで夜間支援事業を行ってまいりました。その事業が金曜日に限定した宿泊でございまし

たが，この事業を拡大し，平成29年度より曜日を問わず夜間支援事業を実施しているもの
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です。20扶助費のその他地域生活支援費は，通所入浴サービス，重度心身障がい者のタク

シー利用料，身体障害者手帳交付申請診断料などに対する助成です。 

 次に，一番下の職員給与費（老人福祉）です。こちら高齢福祉課職員４人分の人件費で

ございます。 

 次のページをお願いします。82ページ，83ページです。 

 老人福祉事務費です。主なものとしまして，需用費，こちらは高齢者実態調査に係る事

務経費でございます。 

 次の介護保険事業特別会計繰出金につきましては，前年度比で2.2％の増です。介護保

険等の繰り入れですが，後ほど特別会計にてご説明いたします。 

 次の後期高齢者医療事業特別会計繰出金につきましては，前年度比で2.1％の減です。

詳細につきましては，こちらも特別会計の際にご説明いたします。 

 次の介護サービス事業特別会計繰出金につきましては，前年度比で22.1％の減です。詳

細につきましては，こちらも特別会計にてご説明いたします。 

 次に，老人保護措置費です。これは松風園に入所している方の措置費相当分です。７人

分を計上しております。 

 次に，高齢者生きがい対策事業です。報償費は，合同金婚式の司会者謝礼や記念品，ま

た最高年齢100歳到達者，88歳到達者への敬老祝い金です。その下の需用費，役務費は合

同金婚式に係る経費や会食代もろもろです。 

 補助金の高齢者生きがい活動につきましては，長寿会への補助金でございます。 

 交付金につきましては，敬老会開催のための社会福祉協議会への交付金です。 

 次に，在宅高齢者生活支援事業です。需用費は，緊急通報システムの事業運営経費等で

す。役務費は，緊急通報システム設置手数料，また，さわやか理髪の手数料等です。委託

料の高齢者いきいき活動支援事業は，交流サロン運営費の15％分を見込んでおります。緊

急通報システム補修は，172台のスポット点検です。備品購入費は，緊急通報システムの

端末機20台の購入経費です。負担金につきましては，稲敷広域圏内の緊急通報センター運

営費の市負担分です。扶助費は日常生活用具や外出支援，さわやか理髪への支援でござい

ます。 

 次に，介護保険低所得者対策事業です。これは低所得者のための介護サービス費自己負

担分の支援です。負担金，介護保険低所得者対策事業は，社会福祉法人による利用者負担

の軽減に対するものです。扶助費の介護保険低所得者対策事業は，障がい者境界層の負担

軽減でございます。貸付金につきましては，歳入と同額を計上しております。 

 次の職員給与費（医療福祉）につきましては，保険年金課職員３人分の人件費です。 

 次のページ，84，85ページです。 

 まず，医療福祉事業（県補助金）及び医療福祉費事業（単独分）です。これはいわゆる

マル福制度のことですが，県制度の枠で運営している部分と市単独で対象を拡大している

部分についてです。役務費は，それぞれ受給者証の郵送料，審査支払手数料です。扶助費

ですが，単独分の扶助費につきましては，高校生への拡大分を含んでおります。そのほか，

単独分では一般職非常勤職員１名分を計上しております。 

 次の高額療養費貸付事業及び出産費資金貸付事業につきましては，当該費用の支給まで

の間のつなぎとして，貸し付けを行う制度ですが，代替措置ができましたことから，ここ

数年は利用の実績がない状況でございます。歳入と同額を計上しております。 

 次の職員給与費（国民年金）につきましては，保険年金課職員２人分の人件費です。 

 次に，国民年金事務費です。報酬，国民年金相談員として非常勤嘱託職員１名分の報酬

です。その他，以下の費目につきましては，一般的な事務費でございます。 

 次に，児童福祉費です。職員給与費（児童福祉）につきましては，こども課職員15人分

の人件費です。 

 次に，児童福祉事務費です。報酬は，窓口業務嘱託員２名分の報酬です。賃金は，産休，

育休，代替職員１名分の賃金です。 
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 次のページをお願いします。 

 負担金，補助及び交付金，負担金の管外母子生活支援施設運営費は，市内居住の母子世

帯が管外の同施設に措置を委託する際の計上です。補助金の幼児２人同乗用自転車購入費

は，２人同乗自転車の購入費の一部を助成するものです。 

 次の障がい児支援サービス事業特別会計繰出金は，つぼみ園に係る特別会計です。詳細

につきましては，後ほど特別会計にてご説明をさせていただきます。 

 次に，さんさん館の管理運営費です。報酬は，子育て支援センターの子育て支援嘱託員

２名の報酬です。需用費，役務費は，一般的な事務費です。委託料のファミリーサポート

センター運営は，さんさん館で実施しているファミリーサポートとリフレッシュ保育を実

施する保育ルームの２事業について市内ＮＰＯに委託を予定しております。使用料及び賃

借料につきましては，照明器具が老朽化したことからリースによりＬＥＤ照明器具に交換

をするものです。 

 次に，駅前こどもステーション管理運営費です。委託料ですが，来年度も送迎ステーシ

ョン運営，子育て支援センターの運営の委託を予定しております。使用料及び賃借料につ

きましては，土地建物等の賃借料でございます。 

 

松尾教育部長 

 その下，放課後児童健全育成事業でございます。こちらにつきましては学童保育事業関

する予算でありまして，全小学校に全学年を対象としたクラスを27クラス設置しておりま

す。それの運営予算となります。報酬，共済費，それから旅費については，支援員115名

に係るものでございます。事業運営に必要な需用費や役務費のほか，委託料では設備の保

守，清掃等を計上しております。使用料は，建物３棟のリース料でございます。それから，

備品購入費でございます。テレビ２台分を計上しております。償還金については，過誤納

に係る還付金を定額で計上いたしております。 

 予算規模としては，平年ベースでございますけれども，経常経費については，利用者の

増加傾向があるため，増の傾向にありますが，29年度の馴馬台の空調機設置工事が皆減と

なりましたので，全体でみると平年ベースになっているというふうなそんな見方でござい

ます。 

 

足立健康福祉部長 

 続きまして，家庭児童相談事業です。報酬は，こども課に設置しております家庭児童相

談室の家庭児童相談員２名分の報酬です。 

 一番下の児童扶養手当支給事業です。 

 次のページをお願いいたします。88，89ページです。 

 この児童扶養手当につきましては，ひとり親家庭への手当で，その支給に係る経費でご

ざいます。扶助費につきましては，前年度と同程度です。 

 次に，特別児童扶養手当事務費です。この手当は，重度の障がいのある在宅の20歳未満

の子どもを養育している保護者に支給される手当です。手当そのものは県が行い，市は通

知などの事務を行っております。 

 次に，子どもための教育・保育給付費です。29年度の子ども・子育て支援事業からの組

かえとなります。負担金につきましては，平成27年度からの新制度に伴うものでして，国

が定めた公定価格と利用者負担額の差額を市が各施設に施設給付費として負担するもので

す。管内分として，幼稚園，保育所，認定こども園，そのほか地域型保育，いわゆる小規

模保育所などがあります。 

 次に，子ども・子育て支援事業（補助分）です。29年度までの子ども・子育て支援事業

補助分と単独分に事業を組みかえております。報酬は，子育て支援コンシェルジュとして

嘱託職員１名分の報酬です。19負担金，補助及び交付金であります。７件の補助金につき

ましては，国の子ども・子育て支援交付金の対象となります一時保育，病児保育，延長保
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育事業等に対する補助金です。 

 次に，子ども・子育て支援事業（単独分）です。本事業につきましては，市単独の補助

事業が主なものとなります。委託料の子ども・子育て支援事業計画策定は，現在の計画が

31年度で期間満了となりますことから，平成30年度，31年度の２カ年で計画改定業務を委

託しようとするものです。その下の補助金３件につきましては，障がい児保育対策事業や

保育士増員配置事業などの私立保育所等に対します市単独の補助事業です。 

 次に，保育所等施設整備事業です。これは平成30年度に開設を予定しております小規模

保育所の施設整備補助金です。 

 次に，保育所対策総合支援事業です。補助金の業務効率化推進事業は，民間保育所の  

保育士を支援するためにパソコンソフト，ビデオカメラ購入に対する補助金です。 

 その下の保育体制強化事業は，同じく保育所を支援するため清掃や給食の配膳等を行う

人員を雇用するための補助金です。 

 次に，子育てサポート利用料助成事業です。これはＮＰＯ法人によるファミリーサポー

ト事業や各種保育サービスに対する補助で，補助率２分の１で，年間８万円を限度に助成

をするものです。 

 次のページ，90ページ，91ページをお願いします。 

 一番上のたつのこ預かり保育利用助成事業です。これは保育所で実施している一時保育，

延長保育，病児・病後児保育や幼稚園で実施している預かり保育，リフレッシュ保育の利

用に対しまして補助率２分の１で，年間３万円を限度に助成するものです。 

 次に，こどもまつり開催事業です。今年度まで予算上，児童福祉事務費において実施し

ておりましたが，事業の組みかえを行いました。委託料につきましては，これまでこども

課職員が全ての運営を行っておりましたが，イベント開催の業務を委託しようとするもの

です。 

 次に，たつのこ育て応援の店設置促進事業です。こちらも今年度まで予算上，次世代育

成支援対策事業において実施しておりましたが，事業の組みかえを行いました。需用費は，

ＰＲのためののぼり旗購入やポスターの印刷を予定しております。また，補助金として，

たつのこ育て応援の店設置補助金３件分を見込んでおります。 

 次に，第３子支援事業です。これは平成21年４月１日から平成26年３月31日までに生ま

れた第３子以降のお子さんのいる世帯に対し，経済的支援を行う制度です。すくすく保育

助成金ということで保育料の助成を行います。 

 次に，高等職業訓練促進費等事業です。母子家庭の母，父子家庭の父が看護師や介護福

祉士などの資格取得のために養成機関に通う場合に支給する補助金です。昨年度からの継

続は７名，新規５名を見込んでおります。 

 次に，障がい児施設給付事業です。こちらは障がい児が障がい児通所施設サービスを利

用することによる施設給付費です。扶助費の主な障がい児通所給付費は，児童発達支援，

放課後等デイサービスに係る給付でございます。 

 次に，軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業です。こちらは市内在住の18歳未満で身

体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴があり，補聴器の使用により言語の習

得等において，一定の効果が期待できると専門医が判断した児童が補聴器を購入する際，

その費用の３分の２を補助するものでございます。 

 次に，児童手当支給事業です。児童手当につきましては，３歳未満は一律月額１万

5,000円，それ以上，中学までは，区分によりまして5,000円から１万5,000円を支給され

ます。今年度と同程度の額を見込んでおります。 

 次に，在宅心身障がい児介護事業です。扶助費の在宅心身障がい児福祉手当は，介護に

当たる保護者へ支給する手当でございます。 

 次に，一番下の職員給与費（保育所）です。 

 次のページをお願いいたします。 

 こちらは八原保育所職員17人分の人権費です。 
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 次に，公立保育所管理運営費です。八原保育所の管理運営の経費です。報酬は，嘱託保

育士，栄養士，看護師，嘱託医，歯科医等の報酬です。需用費は，賄材料費のほか，光熱

水費，修繕料などでございます。そのほか以下，施設管理に要する経費でございます。 

 次に，多子世帯保育料軽減事業です。こちらは国基準の第４階層の一部から第５階層ま

で，従来の年齢制限の上限を撤廃し，第３子以降の３歳未満児保育料を無料とするもので

す。また，３歳未満児の第２子の保育料を半額とするものです。 

 続きまして，生活保護費です。まず，職員給与費（生活保護）は，社会福祉課のケース

ワーカーなど10人分の人件費です。 

 次に，生活保護適正実施推進事業です。報酬は，嘱託医師，生活保護面接相談員，被保

護者就労支援員の報酬です。役務費は，郵送料など通信運搬費及び手数料でございます。 

 次のページをお願いします。94，95ページです。 

 生活保護扶助費です。前年度当初予算比で4,272万9,000円の増で，要因としましては，

保護世帯の増加によるものです。現に保護を受給中の世帯数を申し上げますと，本年の２

月１日現在で652世帯，811人です。昨年の４月１日現在の時点が635世帯，782人という状

況で，世帯数で17世帯の増，人数で29人の増という状況でございます。 

 次に，災害援護事業です。補助金の被災者住宅費は，被災者への家賃補助です。その下

の被災住宅復興支援利子助成補助金は，東日本大震災に係る県の制度１％の利子補給に，

市の上乗せ分として１％を限度にプラスし，利子補給をするものです。扶助費の災害見舞

金は，全焼10万円，半焼が５万円です。 

 また，その下の被災者生活再建支援金として来年度より被災者生活再建支援法の適用と

ならない世帯への支援金の交付を行おうとするものです。基礎支援金，加算支援金，それ

ぞれ１件ずつ計上しております。貸付金につきましては，歳入の市債のところでご説明し

ましたが，東日本大震災に係る住宅修繕等に対する貸付金２件分の計上でございます。 

 ２つ飛びまして，一番下の保健衛生事務費です。委託料の商標登録は健幸マイレージの

イメージキャラクターたっぽくんの商標登録料です。19負担金，補助及び交付金の補助金，

献血推進事業につきましては，献血推進協議会への補助金です。 

 骨髄移植ドナー支援事業助成金は，ドナー休暇制度のある企業等に所属していない方を

対象に，１日２万円，７日を限度に補助をするものです。 

 その下の交付金につきましては，次のページをお願いします。96，97ページです。 

 健康相談事業につきましては，ヘルス講演会など医師会並びに歯科医師会への交付金で

す。 

 次に，医療対策事業です。委託料の休日緊急医療は，日曜，祭日，年末年始に対する委

託でございます。負担金，補助及び交付金の負担金，病院群輪番制病院運営費とその下の，

小児救急輪番制病院運営費は当市負担分でございます。補助金の龍ケ崎済生会病院運営費

は，特別交付税の決定額により補助をするものです。その下の東京医科大学茨城医療セン

ター運営費は，市民の救急搬送受け入れ実績により，同医療センターへ補助するものです。

その下の口腔センター土浦整備費につきましては，施設整備に係る補助を平成30年度に限

り行おうとするものです。 

 次に，成人保健事業です。当事業につきましては，主に歯周疾患に係る事業費でござい

ます。報酬は，歯科衛生士，一般非常勤，それぞれの嘱託職員の報酬です。賃金は，臨時

職員２人分の人件費です。需用費及び役務費は，歯周疾患検診の受診券の印刷・郵送料で

す。委託料につきましては，歯周疾患検診について，龍ヶ崎市歯科医師会への委託及び健

康管理システムの修正です。使用料及び賃借料は，健康管理システムの使用料でございま

す。 

 次に，がん検診事業です。この事業につきましては，胃がん，大腸がん，前立腺がんな

どのがん検診に係る事務経費です。そのほかに結核検診も委託しております。また，30年

度から新たに内視鏡による胃がん医療機関検診が開始されます。報償費は，胃がん医療機

関検診運営委員会に係る委員への報酬及び従事者研修会の講師謝礼です。需用費及び役務
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費は，がん検診に係るパンフレット作成，受診券印刷，そして郵送料などです。委託料は，

結核検診とがん検診の委託，そして新規に胃がん医療機関検診，読影管理を医師会へ委託

しようとするものです。 

 次に，婦人科検診事業です。この事業は，子宮頸がん，乳がんの検診の経費が主なもの

でございます。そのほか，骨粗鬆症病検診に係る経費もここで計上しております。需用費，

役務費は，婦人科検診に係るパンフレット作成，受診券印刷及び郵送料です。委託料につ

きましては，子宮頸がん，乳がん，骨粗鬆症検診の委託費です。 

 次に，生活習慣病健康診査等事業です。生活習慣病の早期予防のために，18歳から39歳

の方への健診の経費です。 

 次のページをお願いいたします。 

 委託料として，生活習慣病健診以外に，肝炎ウイルス検診費を計上しております。 

 次に，健康づくり推進事業です。報酬は，健康づくり推進協議会委員報酬です。報償費

は，睡眠講演会の講師謝礼です。委託料は，食生活改善推進事業として，食生活改善推進

協議会へ委託いたしまして，地域の食生活の改善に諸活動を実施していただいております。

そのほか，てくてくロードの活用を図るため，コース点検を行ってまいります。備品購入

費は，血圧計の購入で，各コミュニティーセンターへの交換分です。 

 次に，健幸マイレージ事業です。 

 報酬及び賃金は，健幸マイレージ事業の受付等事務を行う臨時職員２名分の人件費です。

報償費は，健幸マイレージ事業，健幸ポイントに対するインセンティブ購入費用です。委

託料は，健幸ポイント交換商品の管理，発送のための委託です。使用料及び賃借料につき

ましては，健幸マイレージシステムの利用料でございます。 

 次に，母子保健事業です。主なものとして需用費は，母子健康手帳，父子健康手帳など

の事務経費が主なものです。使用料及び賃借料は，きずなメール，電子母子手帳の配信に

係る経費でございます。 

 次に，乳幼児健康診査等事業です。主なものとして，報酬は，３，４カ月児健診，股関

節健診，１歳６カ月健診などの各種健診に係る医師，視能訓練士の報酬及び看護師嘱託員

など報酬です。委託料の乳幼児健康診査につきましては，医療機関へ委託しようとするも

のです。 

 次のページをお願いいたします。 

 次に，妊産婦健康診査等事業です。主なものでございますが，委託料です。妊婦健康診

査は，１回から14回の妊婦健診です。産婦健康診査は，産後２週間及び産後１カ月の健診

です。産後ケア事業は，産後うつ予防のため，宿泊型，日帰り型を実施しています。扶助

費の不妊治療助成金につきましては，県の特定不妊治療助成事業に，当市で助成額を上乗

せするものです。特定不妊治療として，助成上限は15万円です。なお，男性不妊治療とし

ては，上限が10万円です。 

 次に，子育て相談事業です。報酬は，発達指導員，育児支援専門相談員，子育て相談員

及び子育て世代包括支援センターの母子保健コーディネーターへの報酬です。需用費及び

役務費は，一般事務費でございます。 

 次に，養育医療給付事業です。扶助費として計上しておりますが，歳入で申し上げまし

た身体の発達が未熟なまま生まれ，入院を必要とする乳児の医療費を公費により助成する

制度でございます。 

 次に，精神・難病保健福祉対策事業です。主に扶助費でございます。難病見舞金として

１件２万円，498名分を見込んでおります。 

 次に，地域自殺対策強化事業です。需用費につきましては，自殺対策の普及啓発用のパ

ンフレットの作成費用です。 

 次に，疾病予防費です。主なものとして，報酬は，感染症対策委員会及び予防接種健康

被害調査委員会の委員報酬です。需用費は，新型インフルエンザ備蓄備品，防護服または

マスクなどの購入です。 
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 次に，小児予防接種事業です。需用費は，各種予診票の印刷及び医薬材料費，これは四

種混合，麻疹・風疹混合など，各種ワクチンの購入費です。委託料ですが，Ａ類予防接種

は，四種混合，麻疹・風疹混合，ヒブ，小児用肺炎球菌，日本脳炎等の予防接種を委託し

ようとするものです。任意予防接種につきましては，おたふく風邪，小児インフル，ロタ

ウイルスです。 

 次に，成人予防接種事業です。需用費及び役務費は，各種予診票の印刷等一般事務費で

す。 

 次のページをお願いします。102ページ，103ページです。 

 一番上の委託料の中の主なもので，Ｂ類予防接種ですが，これは，高齢者インフルエン

ザ，成人用肺炎球菌の予防接種を委託しようとするものでございます。 

 104，105ページです。 

 中段より少し下になります職員給与費（保健センター）です。健康増進課18人分の人件

費でございます。 

 次に，保健センター管理運営費です。需用費につきましては，光熱水費，修繕料が主な

ものでございます。委託料の４件は，施設維持に関する経費です。その下の使用料及び賃

借料につきましては，土地の借り上げ料でございます。 

 続きまして，108ページ，109ページをお願いします。 

 中段から少し下のシルバー人材センター援助費です。これは龍ケ崎市シルバー人材セン

ターの運営に必要な補助金の支出でございます。前年度と同額でございます。 

 

松尾教育部長 

 続きまして，136，137ページをごらんください。 

 ここから教育費に入ってまいります。 

 137ページの一番下でございます。教育委員会費。次ページ，139ページを見ていただい

たほうがよろしいかもしれないです。 

 教育委員会費でございます。報酬及び旅費につきましては，教育委員に係るものでござ

います。需用費は，書籍，名刺の印刷，負担金につきましては，県市町村教育委員会連合

会の年負担金となっております。平年度ベースでございます。 

 次でございます。教育長給与費，教育長の給与費を計上しております。平年度ベースで

ございます。 

 続きまして，教育長活動費でございます。こちらにつきましては，教育長の交際費，需

用費では名刺の印刷，負担金では全国，関東，県の各協議会の年負担金のほか，出席負担

金を計上いたしております。平年度ベースでございます。 

 その下でございます。職員給与費（教委事務局）でございます。これにつきましては，

教育委員会事務局職員12名，具体的には私，それから教育総務課の大半，指導課の給与，

それから教育委員会の全職員の退職手当50名分をここで計上いたしております。前年度と

比較しますと1,300万円超減額となっております。職員数１名減による影響でございます。 

 続きまして，学務事務費でございます。教育委員会の事務のうち，教育総務課が担う事

務処理に要する予算でございまして，報酬，それから旅費については，一般職，非常勤職

員２名に係るものでございます。需用費でございます。消耗品では，書籍の購入費等に加

えまして，防犯ボランティアの帽子やベスト，横断旗，横断歩道の旗などの補充分を計上

しております。役務費では，火災保険料で，小・中学生全員分の賠償補償保険料を計上し

ております。補償，補塡及び賠償金では，学校災害に係る補償金，賠償金，それぞれ歳入

と同額の定額計上としております。予算規模としては平年度ベースでございます。 

 続きまして，奨学生援護事業でございます。寄附型奨学金の支給に関する予算でござい

ます。高等学校等への進学または就学が困難な者に対する奨学金を支給しています。月額

１万円，各学年10名，計30名を基本に運用しております。来年度では，継続者17名分，そ

して新規10名分，合計27名分の予算となっております。平年度ベースでございます。 
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 その下，教育の日推進事業でございます。こちらにつきましては，市民の皆さんに教育

への関心と理解の深化を図り，学校，家庭，地域がその役割を認識して，望ましい教育環

境づくりに向けた連携促進を図るための予算ということでございます。具体的には，教育

の日推進事業に対する交付金を計上いたしております。平年度ベースでございます。 

 その下，教育振興基金費でございます。こちらについては，歳入の利子相当額を積立金

に計上いたしております。 

 その下，義務教育施設整備基金費でございます。こちらも歳入の利子相当額を積立金に

計上いたしております。 

 その下でございます。職員給与費（教育指導）でございます。こちらにつきましては，

県派遣指導主事５名の人件費を計上しております。 

 そして，ここで補足説明をさせていただければと思いますが，141ページ，負担金で

4,800万ほど計上しております。これまでは派遣の指導主事４名，それから社会教育主事

１名の予算となっておりましたが，30年度からは派遣指導主事５名です。１名ふえて５名

分となります。そして，社会教育主事につきましては，いわゆる割愛という制度で配置さ

れるということですので，ここには予算計上されておりません。 

 指導主事１名増員の理由でございますが，新学習指導要領，それから小・中一貫教育等

に適切に対応するため，体制を強化するというものでございます。 

 続きまして，学校指導費でございます。小・中学校に対する教育内容の指導・助言等に

関する予算でございます。具体的には，需用費では，新学習指導要領解説の書籍，学校運

営関係の書籍，その他教育関係の書籍等の購入費。使用料は，いばらきっ子郷土検定の出

場の際のバスの借り上げ料，それから高速の通行料金を計上いたしております。平年度ベ

ースでございます。 

 続きまして，教職員研修費でございます。学校経営や教員研修，その他教育活動の充実

に関する予算でございます。負担金では，県の校長会，教頭会の年負担金を計上しており

ます。交付金では，学校経営や教育課程に関する研究，発表に関し，校長，教頭，教務主

任が共同で行う学校経営研究事業に関するもの，さらに，教科の指導助言を行う教科指導

員研修事業の２つを計上しております。予算規模としては平年度ベースでございます。 

 その下，障がい児教育支援費でございます。特別な支援を要する児童・生徒の教育支援

に関する予算でございます。報酬につきましては，教育支援委員会委員５名分に係るもの，

委託料としては，児童・生徒の学校生活上の介助に係る業務委託料を計上いたしておりま

す。予算規模としては平年度ベースでございます。 

 その下，語学指導事業でございます。外国語の指導，外国語活動に関する予算でござい

ます。報償費は，英語教育スーパーバイザー１名の謝礼でございます。委託料については，

英語指導に係る人材派遣に関する予算でございます。これについても補足説明をさせてい

ただければと思います。 

 新学習指導要領の改訂に伴いまして，平成32年度から小学校５，６年生は外国語が教科

化されます，教科となります。そして，小学校３，４年生は，外国語活動が必須となりま

す。茨城県では，移行期となる平成30年度から段階的に外国語の教科化等を実施するとい

うことでございまして，それに伴って外国語指導助手を２名増員して，10名体制に充実を

しようとするものでございます。 

 なお，従来は請負契約において対応しておりましたが，平成30年度以降の教科化等に伴

いまして，教員が英語指導助手に対して直接指示，打ち合わせ等行うことが不可欠となり

ますことから，人材派遣契約に切りかえるものでございます。 

 続きまして，学習充実支援事業でございます。児童・生徒一人一人の個性に応じたきめ

細やかな指導を行い，みずから学ぶ意欲や思考力，判断力を育むための予算でございます。

報酬及び旅費については，少人数指導及びチームティーチング指導に係る学習充実指導非

常勤講師17名に係るもの，そして，報償費，役務費については，学びの広場サポーターに

係る謝礼，それから傷害保険料を計上いたしております。予算としては，平年度ベースで
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ございます。 

 それから，就学前教育推進事業でございます。乳幼児期教育と義務教育の円滑な接続を

目的に各中学校区において保育園，幼稚園，認定こども園と小学校が共同して研修会や交

流会を行うための予算，各中学校区２万円，６校分を計上いたしております。 

 続きまして，小・中一貫教育推進事業でございます。義務教育９年間の教育課程を編成

し，小・中学校と地域社会が連携して系統的な学びを目指す龍ケ崎版小・中一貫教育であ

る龍の子人づくり学習を推進するための予算でございます。交付金では，小・中一貫教育

に係る実践研究に関するもの，これが４中学校区分，同じく研究推進に関するもの６中学

校区分を計上いたしております。予算としては，前年度比で61万1,000円増となっており

ますが，実践研究，29年度２校から30年度４校に拡大するための増となっております。 

 続きまして，子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業でございます。児童・生徒を

主役に各学校の特色ある取り組みや確かな学びを育む取り組み，学校・家庭・地域等の連

携による取り組み及び教職員を中心とした指定研究による授業改善を図るための予算でご

ざいます。交付金としましては，各校の取り組みに対するものと指定研究に係るものを計

上いたしております。予算規模としては平年度ベースでございます。 

 その下，みんなで考える特色ある学校づくり事業でございます。児童・生徒が企画運営

に参加し，主体的に社会に参画する態度を育むための体験活動の充実を図るための予算で

ございます。交付金として１校30万円，６校分を計上いたしております。前年度と比較し

まして，30万円の増となっているのは，前年度５校から６校に拡大したものでございます。 

 続きまして，職員給与費（教育センター）でございます。教育センター職員１名分の給

与費を計上いたしております。平年度ベースでございます。 

 続きまして，教育センター管理費でございます。141から143ページにかけてになります。

まず，報酬，それから次ページです，旅費につきましては，用務嘱託職員１名に係るもの

でございます。需用費については，清掃用品や修繕料でございます。役務費については，

電話料等の通信運搬費，委託料は建物清掃となっております。使用料，コピー機，ＮＨＫ

受信料，以上が経常的なものでございます。さらに，30年度につきましては，工事請負費

におきまして，施設の長寿命化を図るため，建物の外壁塗装，屋根屋上防水工事，それか

ら１階のトイレ改修工事を計上しております。このような関係で予算としては，工事請負

費の皆増がありますので，4,398万1,000円の増となっております。 

 続きまして，教育センター活動費でございます。報酬につきましては，教育相談員８名，

それから学校教育相談員１名に係るもの，報償費は，市民カウンセリング講座等の講師謝

礼，旅費は，各相談員の費用弁償のほか，一般的な普通旅費が入っております。需用費で

ございます。書籍や事務用品のほかに知能検査に係るものなどが含まれます。使用料は適

用指導教室夢ひろばのキャンプやハイキングなど屋外活動時のバンガロー代や駐車料金な

どでございます。負担金につきましては，協議会の年負担金のほか，カウンセラー養成講

座負担金を計上いたしております。予算規模では平年度ベースでございます。 

 それから，さわやか相談員派遣事業でございます。児童・生徒の健全育成のため，市内

小・中学校に相談員を派遣するための予算でございまして，報酬，旅費については，たつ

のこさわやか相談員，小学校で16名，中学校６名に係るものでございます。需用費につい

ては，文房具類でございます。予算規模は平年度ベースです。 

 その下，いじめ問題対策事業でございます。いじめ問題の調査等を担う３組織のうち２

組織の運営に関する予算でございます。報酬及び旅費は，いじめ問題専門委員会委員に係

るものでございます。報償費は，いじめ問題対策連絡協議会委員に関する謝礼でございま

す。前年度と比べて18万9,000円の減になっておりますが，それについては次のところで

説明申し上げます。 

 その下でございます。いじめ問題再調査委員会費でございます。こちらにつきましては，

いじめ問題再調査委員会に関する委員の報酬及び旅費を計上したものでございます。前年

度と比べますと，これ新規事業との扱いになっておりますが，前年度まで，29年度までは
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いじめ問題対策事業に計上されておりましたが，事業の趣旨から予算を再整理して，独立

させたものでございます。 

 続きまして，小学校に入ってまいります。職員給与費（小学校）でございます。小学校

用務手９名分の給与を計上しております。前年度比で2,040万円の減でございます。職員

２名減によるものです。これについては，嘱託職員の増員で対応するということになりま

す。 

 その下，小学校管理費でございます。小学校11校分の管理に関する予算でございます。

報酬につきましては，学校医，学校歯科医，各17名，就学時健康診断医師34名，学校薬剤

師11名，用務嘱託員５名に係るものでございます。旅費については，用務嘱託員の費用弁

償，需用費につきましては，光熱水費が最も大きく，次いで施設設備の修繕料の順となっ

ております。役務費でございます。電話料等の通信運搬費，それから水質検査や尿検査，

結核検査等の手数料を計上しております。委託料は，城ノ内小学校，龍ケ崎小学校のスク

ールバス運行を初めとしまして，教職員の定期健康診査，設備の保守点検などを計上して

おります。使用料でございます。校務用パソコンサーバー，学校図書館用パソコン等のリ

ース料を初め，コピー機のリース料，チャージ料等を計上しております。それから，馴柴

小，川原代小の土地の借り上げ料を計上しております。備品購入費でございます。児童用

机・椅子，それから各校配分用保管庫などを計上しております。それから，負担金につき

ましては，県・市の保健会年負担金を初め，学校管理下の児童のけが等に対応する日本ス

ポーツ振興センター共済の加入負担金，それから交付金としては，市教育研究事業の交付

金を計上しております。 

 小学校費，中学校費共通でございますけれども，今回，予算を再整理をしております。

管理用の予算と教育用の予算を再整理をしております。これによりまして，教育用のパソ

コンリース料は，従来この管理費に計上しておりましたが，平成30年度から教育振興費の

ほうに振りかえてございます。それから，バスの借り上げ料等についてもこの管理費から

教育振興費に振りかえております。これは小・中共通でございます。こういう振りかえが

ありましたので，小学校管理費，前年度と比較しまして，3,786万4,000円の減額となって

おります。 

 145ページのほうをごらんいただければと思います。 

 小学校教育振興費でございます。需用費につきましては，副読本，その他教材の購入費，

それから学校経営概要，その他の印刷製本費でございます。役務費は，ピアノの調律，そ

の他の手数料，委託料では，スポーツテストの集計，使用料では，教育用コンピューター

のリース，それから各種バスの借り上げ料が入ってきております。備品購入費では，教材

備品の購入費を計上しております。 

 ただいま申し上げましたように，この教育振興費では，前年度と比べて4,756万2,000円

増となっておりますが，管理費から教育用のコンピューターをこちらに移行している，そ

れからバスの借り上げ料等を移行していることに伴う増です。 

 一方，この教育振興費から児童図書購入費，それから学校図書館消耗品費を読書活動推

進費に再整理，振りかえております。 

 続きまして，小学校読書活動推進費でございます。学校図書館の運営に関する予算でご

ざいます。報酬及び旅費については，学校図書館司書嘱託員11名に係るものでございます。

需用費については，児童図書の購入費及び学校図書館消耗品費でございます。前年度と比

較しまして，831万9,000円の増となっておりますが，ただいま申し上げましたように，教

育振興費のほうから学校図書館に係る需用費を振りかえ計上したことに伴う増でございま

す。 

 続きまして，要保護・準要保護児童就学奨励費でございます。こちらにつきましては，

やや増加，微増というような状況でございます。 

 その下，被災児童就学援助事業，東日本大震災に関する就学援助でございます。こちら

につきましては，対象者の減，前年度４名を見ておりましたが，３名ということで１名減
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となっておりますので，前年度比では13万円の減となっております。 

 続きまして，職員給与費（小学校施設整備）でございます。これは教育総務課職員のう

ち，小学校施設を担当する職員２名分の給与を計上しております。前年度と比べて508万

7,000円の増ということで，当初予算費では職員１名ふえております。 

 続きまして，小学校施設整備事業147ページのほうを見ていただければと思います。 

 小学校11校の教育環境の整備向上を図るための予算でございます。委託料といたしまし

ては，２カ年継続となります施設長寿命化計画策定の初年度分を計上しております。その

ほか，龍ケ崎小学校の屋上防水改修工事の実施設計費，工事請負費では，川原代小学校の

キュービクル改修，それから久保台小ほかと書いてありますが，これは久保台小と龍ケ崎

西小学校の床張りかえ工事です。そのほか７件を計上いたしております。前年度と比較し

ますと3,193万8,000円ほど減となっておりますが，29年度では，松葉小の屋上防水改修工

事5,000万円以上のものがありましたので，そういう関係で全体としてはマイナスになっ

ているということでございます。 

 その下，都市再生機構小学校償還金でございます。これについては，いわゆる五省協定

に係る旧住宅都市整備公団による建替執行に係る償還金を計上しています。平年度ベース

でございます。 

 次から中学校費に入ってまいります。 

 職員給与費（中学校）でございます。中学校用務手３名分の給与を計上しております。

前年度と比べて901万3,000円の減となっております。１名減員によるものでございます。

対応については，嘱託職員で行うということになります。 

 続きまして，中学校管理費でございます。報酬については，学校医13名，学校歯科医11

名，学校薬剤師６名，用務嘱託員４名に係るものでございます。旅費は，用務嘱託員の費

用弁償，需用費では，光熱水費が最も大きく，次いで施設設備の修繕料の順となっており

ます。役務費では，電話料等の通信運搬費のほか，水質検査や尿検査，結核検査等の手数

料を計上しております。委託料では，教職員の定期健康診査，設備の保守点検などを計上

しております。使用料では，校務用パソコンサーバー，学校図書館用パソコンのリース料

を初め，コピー機等のリース料を計上しております。備品購入費では，生徒用の机，椅子，

それから各校の配分分，物置などを計上しております。負担金は，県中学校体育連盟の年

負担金，学校管理下の生徒のけが等に対応する日本スポーツ振興センター災害共済加入金

などを計上いたしております。 

 149ページのほうに入っております。 

 ここでは，前年度と比べまして900万1,000円の減となっております。先ほど申し上げた

ように，教育関係のパソコン等のリース料や各種場所借り上げ料については，教育振興費

に振りかえているということで減要因となっております。 

 続きまして，中学校教育振興費でございます。需用費では，副読本，その他教材の購入

費，学校経営概要その他の印刷製本費，役務費ではピアノ調律その他の手数料，委託料で

はスポーツテストの集計，使用料では教育用コンピューターのリース，各種バス借り上げ

料を計上しております。備品購入費では，教材備品のほか楽器などの購入費を計上してお

ります。補助金では，市中学校体育大会の開催費，それから部活動の大会出場に係るもの

を計上しております。 

 対前年比では2,344万9,000円の増となっております。教育用コンピューターのリース，

各種バス借り上げ料を管理費から教育振興費に振りかえ計上したことを初め，本年９月か

ら利用開始予定のタブレット等の費用がこちらに計上されます。また，部活動大会出場時

のバス借り上げ料等についても加算をしているということで大きく増額となっております。 

 続きまして，中学校読書活動推進事業でございます。報酬及び旅費は，学校図書館司書

嘱託員６名に係るものでございます。需用費については，生徒図書の購入費，学校図書館

消耗品費を計上しております。前年度と比較しまして483万7,000円の増でございます。こ

ちらでも小学校と同様，学校図書館に係る需用費を先ほどの教育振興費からこちらに振り
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かえたことに伴って増額となっております。 

 続きまして，要保護・準要保護生徒就学奨励費でございます。こちらにつきましては増

加基調となっております。 

 被災生徒就学援助事業，こちらにつきましては東日本大震災によるものでございます。

１名分を計上しております。若干減っております。 

 続きまして，職員給与費（中学校施設整備）でございます。教育総務課職員のうち中学

校施設を担当する職員１名分の給与費を計上しております。予算規模としては平年度ベー

スでございます。 

 続きまして，中学校施設整備事業でございます。こちらは委託料では２カ年継続事業の

初年度となります施設の長寿命化計画策定を載せております。そのほか，特別教室への空

調機，エアコン設置工事のための実施設計を新たに盛り込んでおります。それから，長山

中学校屋根防水改修工事の実施設計，工事請負費では長山中学校屋根防水の改修工事，そ

れから中根台中学校ほかと書いてありますが，中根台中学校と愛宕中学校の体育館照明Ｌ

ＥＤ化工事，その他５件を計上いたしております。 

 前年度と比べまして7,824万6,000円の増となっております。こちらにつきましては委託

料の施設長寿命化計画策定や特別教室への空調の実施設計が新規計上となっているほか，

長山中学校の屋根防水改修工事，それから中根台中，愛宕中の体育館照明工事の影響で予

算規模が大きくなっております。 

 一番下でございます。都市再生機構中学校償還金でございます。小学校と同様五省協定

に係る旧住宅都市整備公団による建替執行に係る償還金でございます。平年度ベースでご

ざいます。 

 続いて，151ページをごらんください。 

 

足立健康福祉部長 

 151ページの説明の前に，大変申しわけありません。先ほどの説明に誤りがありました。

予算書の82ページ，83ページです。申しわけありません。83ページの上から３行目です。

後期高齢者医療事業特別会計繰出金，先ほど2.1％の減というふうな形でご説明したので

すが，誤りでした。この７億5,088万5,000円につきましては，前年度比6.16％の増です。

申しわけありません。訂正して，おわび申し上げます。 

 それでは，150ページ，151ページをご説明いたします。 

 一番上の幼稚園就園奨励事業でございます。所得状況に応じまして，保護者の経済的な

負担の軽減を目的として交付する補助金です。子育て支援新制度に移行してしない幼稚園

に通学している児童が補助対象となります。 

 次に，幼稚園振興助成事業です。負担金，補助及び交付金の私立幼稚園等幼児教育費は，

ただいま申し上げました子ども・子育て支援新制度に移行しない幼稚園に対しまして，就

園奨励費を補助するわけですが，それでも新制度の幼稚園との負担差額があるご家庭に対

しましては，市が単独で補助をするものでございます。 

 その下の私立幼稚園障がい児保育費は，障がい児の保育を実施した園に対しまして，補

助するものでございます。子ども１人当たり月１万円の補助金です。 

 

松尾教育部長 

 その下，社会教育費となってまいります。 

 一番上，職員給与費（社会教育総務）でございます。これにつきましては，４月から新

たに改組されます文化生涯学習課職員９名分の予算でございます。平年度ベースでござい

ます。 

 その下，生涯学習事務費でございます。生涯学習全般を担う社会教育委員に関する予算

のほか，成人式に関する予算を計上しております。報酬でございます。社会教育委員の報

酬，それから需用費は，図書購入費，役務費では，社会教育委員及び成人式実行委員への
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郵送料，それから実行委員に対する傷害保険料を計上しております。負担金につきまして

は，社会教育団体の負担金，交付金は成人式運営に関する実行委員会の交付金を計上いた

しております。予算規模としては平年度ベースでございます。 

 その下でございます。生涯学習推進費でございます。こちらにつきましては市民向け教

室・講座の開催や人材バンクに関する予算でございます。報償費につきましては，親子ふ

れあい教室，文化・歴史に関する講座の講師謝礼となっております。需用費でございます。

教室講座に係る消耗品，それから人権啓発に係るチラシの印刷製本費を計上しております。

役務費の通信運搬費につきましては，人権啓発企画展の展示パネルの送料を計上しており

ます。予算規模としては平年度ベースでございます。 

 その下，青少年育成事業でございます。青少年の健全育成，それから非行防止に関する

予算でございます。報酬でございます。青少年センター運営協議会委員及び青少年相談員

の報酬，報償費は，市子ども会連合会球技大会の参加賞でございます。需用費でございま

す。青少年相談員が屋外で活動する際に着用するベストなど，それから挨拶声かけ運動の

啓発用品等を計上しております。負担金では，関係団体に関するもののほか，補助金は保

護司会の龍ケ崎分区の活動に係るもの，交付金では，子ども健全事業，それから青少年非

行防止健全育成推進事業に係るものを計上しております。予算規模といたしましては平年

度ベースでございます。 

 153ページのほうに移っております。 

 子育て学習事業でございます。中学生以下のお子様を持つ保護者を対象に，家庭教育や

子育ての不安を解消のための予算でございます。報酬及び費用弁償は，家庭教育指導員２

名に係るものでございます。報償費は，セミナー講師謝礼，需用費としては，セミナー及

び地域女性団体の子育てに関するものを計上しております。予算規模としては平年度ベー

スでございます。 

 続きまして，子どもの居場所づくり事業でございます。龍ヶ岡公園たつのこやま管理棟

を中心とした子どもの居場所づくり事業に関する予算でございます。報償費は，休日イベ

ントの際のプレイリーダーに対する謝礼，需用費では，本事業に必要な消耗品，それから

施設の修繕料を計上しております。役務費でございます。管理棟の電話料，それから傷害

保険料を計上しております。委託料では，管理棟で行っている本事業の運営費でございま

す。補償金につきましては，本事業の管理下における見舞金を定額で計上いたしておりま

す。予算規模としては平年度ベースでございます。 

 次は，サタデースクール推進事業でございます。小学校３年生以上の児童を対象に，豊

かで有意義な土曜日の教育環境の整備に関する予算でございます。具体的には，八原小学

校，馴柴小学校，城ノ内小学校の３小学校で計４クラスで事業を展開しております。需用

費は消耗品，役務費では通信運搬費を計上しております。委託料では，本事業の委託料を

計上しております。 

 ちなみに，前年度と比べまして118万8,000円増となっております。これは前年度，当初

予算ではクラスを３クラスと見込みましたが，利用者が多い馴柴小学校については２クラ

スにした関係で，本年度では当初予算の段階から４クラスにしている，これによって予算

がふえております。 

 続きまして，アフタースクール推進事業です。こちらも小学校３年生以上の児童を対象

に，放課後です，放課後の学校施設を利用した学習支援等を行うための事業でございます。

８小学校，龍ケ崎小学校，龍ケ崎西，大宮，川原代，松葉，長山，馴馬台，久保台で実施

する本事業運営のためのものです。需用費については消耗品，役務費は通信運搬費でござ

います。委託料につきましては，本事業の委託料を計上しております。 

 この事業につきましては，前年度と比べまして106万3,000円の減となっております。こ

の減の理由でございますが，受託事業者から参考見積りを徴取したところ，指導員の募集

経費について管理費で減る見込みになっているということで，予算としては減となってお

ります。事業は同様のものでございます。 
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 続いて，文化財保護費でございます。文化財の保存と活用，その他市民遺産等に関する

予算でございます。報酬及び旅費では，文化財保護審議会委員６人，それから埋蔵文化財

専門職員１名，そして一般職非常勤職員１名に係るものを計上しております。委託料とし

ては，文化財等説明板作成，４基分になります。それから，新規で絹本著色十六羅漢像の

複製４幅分を計上しております。前年度と比較しまして107万8,000円の増でございます。

前年度では，歴史的建造物の図面作成の委託料がございました。旧竹内農場赤れんが西洋

館のものがありましたが，それが減りました。380万ほど減りました。見合いに十六羅漢

像560万円ほどがふえましたので，全体では増となっているという関係でございます。 

 続きまして，文化芸術普及事業でございます。文化芸術の普及啓発に関する予算です。

需用費では，書籍等の購入，それから展覧会等のチラシの印刷製本費でございます。役務

費では，展覧会作品の動産保険料でございます。交付金では，文化協会会員団体が行う文

化事業係る交付金を計上しております。 

 前年度と比べて15万2,000円の増でございます。これについては，文化芸術普及事業の

交付金，前年度当初５事業を見込んでおりましたが，実績を反映して，今年度当初では10

事業にふやしております。この関係で全体で増となっているということでございます。 

 それから，１つ飛びまして，図書館費の図書館管理運営費でございます。155ページを

見ていただければと思います。中央図書館の管理運営に関する予算でございます。報酬に

ついては，図書館協議会委員報酬11名分及び子ども読書活動推進委員報酬７名分でござい

ます。需用費は，空調機の部品交換等のための修繕料，委託料では，指定管理のための委

託料のほか，外壁の劣化状況を調査するための調査委託料，それから防犯カメラ及び１階

和室改修のための実施設計費を計上しております。使用料は，図書館情報システムの使用

料，工事請負費としては，防犯カメラの設置工事を計上いたしております。 

 前年度と比べますと2,400万円の減となっております。この要因でございます。前年度

では，29年度では，南側駐車場の整備工事費，それから１階のトイレ改修工事費を計上し

ておりましたが，これが皆減となる関係で全体として予算規模が減となるということでご

ざいます。 

 続いて，歴史民俗資料館管理運営費でございます。委託料においては，指定管理委託料

を計上しております。使用料については，電話交換設備等のリース料を計上しております。

平年度ベースでございます。 

 その下，文化会館管理運営費でございます。委託料では，指定管理者に対する管理運営

委託料のほか，映写設備保守点検等を計上しております。使用料では，電話交換設備及び

映写設備等のリース料，それから駐車場の用地の賃借料を計上しております。工事請負費

でございます。たびたび説明しましたように，大ホール非構造部材耐震改修工事と照明の

ＬＥＤ化工事の予算を計上しております。この工事でありますけれども，２カ年の継続事

業となりまして，大ホールは貸し出しの停止期間を想定しております。2019年１月から同

年９月末を予定しております。 

 予算でございます。全体で4,121万6,000円の増となっております。29年度では，駐車場

整備工事等がありましたが，この大ホールの改修に大きく予算がかかりますので，全体で

増となっております。 

 次は，保健体育費になってまいります。初めに，職員給与費（保健体育総務）でござい

ます。これについては，スポーツに関する人件費を計上することになります。平成30年，

本年４月の組織機構改変に伴いまして，スポーツ所管部署がスポーツ都市推進課，それか

ら国体推進課に分割されますことから，当該２課の職員分がここに計上されるようになる

と思われます。前年度と比較しまして1,266万2,000円でございます。これについては，前

年度当初ではスポーツ国体推進課の職員６名分の計上だったんですが，現在の８名分で計

上されております。なお，人事異動に伴いまして，２課の職員の数，確定され次第時期を

見て補正予算で本予算については増額計上されるというふうに思われます。 

 続いて，社会体育事務費でございます。報酬につきましては，スポーツ推進委員18名及
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びスポーツ推進計画審議会委員17名の会議や研修，教室開催等の際のものでございます。

役務費は，スポーツ推進計画審議会の資料等の郵送料，通信運搬費でございます。負担金

は，スポーツ推進委員の全国・関東圏・県南の大体の年負担金や研修参加負担金を計上し

ております。 

 前年度と比較しまして315万8,000円の減となっております。これにつきましては，29年

度では，第２次スポーツ推進計画を策定しておりましたので，審議会の開催数が多かった

こと，それから計画策定の委託料がありましたが，これが皆減となることで平年度ベース

に戻ったというものでございます。 

 続いて，体育振興活動費でございます。報償費は，大会出場者激励金等でございます。 

 それから，次ページ，157ページのほうを見ていただければと思います。 

 使用料です。スポーツ少年団大会参加時のバスの借り上げ料でございます。備品購入費

では，卓球台とそのネット，各３組の購入費，交付金では，スポーツフェスティバル開催

やスポーツレクリエーションまつり開催，スポーツ大会教室開催事業等に加えまして，こ

の交付金の一番下にスポーツ健幸事業とあります。このスポーツ健幸事業が新規計上とな

ります。これについては，ポールウオーキング講座やランニングクリニックなどを想定し

たものでございます。 

 予算全体では，前年度と比べて61万1,000円の増でございます。前年度では，備品購入

費を大きく計上しておりましたが，備品購入費が減となる一方で，ただいま申し上げまし

た交付金のうちスポーツ健幸事業が増となりますので，全体と見ると予算規模はふえてい

るというようなことになっております。 

 続いて，１つ飛んで，国体開催費でございます。茨城国体柔道競技のリハーサル大会を

兼ねた関東ブロック大会が本年８月19日に開催されます。これの開催に関する予算，それ

から，いきいき茨城ゆめ国体柔道競技，2019年10月５，６，７の３日間開催されますが，

これの開催準備に係る予算を計上しております。まず，報酬及び旅費でございます。これ

については，一般職非常勤職員１名４月分でございます。賃金は，臨時職員１名，８月分

の計上でございます。役務費は，会議開催通知の郵送料，それからリハーサル大会の開催

経費，それから国体の準備経費については，実行委員会負担金に計上しております。前年

度と比べますと1,187万5,000円ふえているということでございます。 

 ちなみに，この交付金の内訳を見てみますと，リハーサル大会開催に関するものが約

1,000万円超を予定しております。それから，国体の準備経費，これは啓発や視察等でご

ざいますが，約400万円弱を見込んでおります。 

 続きまして，１つ飛びまして，総合運動公園等管理運営費でございます。こちらは総合

運動公園・その他運動公園施設の管理運営に関する予算でございます。報酬及び旅費につ

きましては，スポーツ施設幼児一時預かり業務嘱託員に係るものでございます。需用費で

す。こちらについては，消耗品ではアリーナのプリペイドカードの購入，それから卓球の

フェンス，得点板の購入経費などを盛り込んでおります。修繕料では，アリーナの電光得

点板，それからプールのウオータースライダーの修繕，委託料では，総合体育館ほか13施

設に係る指定管理料のほか，各種設備等の保守，さらには３年に一度になりますけれども，

建築物定期調査報告の予算を見込んでおります。それから，使用料では，トレーニングマ

シーンのリース料を見込んでおります。 

 159ページになります。 

 工事請負費では，経年劣化に伴うプール設備の更新，それから高砂体育館の照明ＬＥＤ

化工事，それからアリーナの屋上防水工事を計上しております。備品購入費でございます。

備品購入費では，アリーナロッカーの更新分，それからプールの赤台，プールの深さを調

整する台の更新分，それから水着の脱着機，フィールドのハードル，サッカーゴールなど

を計上しております。 

 前年度と比べますと，8,507万5,000円減となっております。この減の理由でございます

が，29年度では，スタジアム外野グラウンドの改修工事，それからサブアリーナの天井改
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修工事，龍ヶ岡公園テニスコート改修工事等々が盛り込まれておりましたので，全体で工

事請負が減っている関係で大きく予算が減っております。 

 続きまして，総合運動公園のリニューアル事業でございます。委託料につきましては，

日本語，英語，ピクトグラムによるアリーナ内部の案内板，それから総合運動公園全体の

屋外案内板等の作成委託でございます。工事請負費です。アリーナ照明のＬＥＤ化工事，

それから風除室の改修工事の２カ年にわたる予算の２年度目を計上しております。 

 なお，工事でございますが，工事の関係で４月から６月上旬までアリーナが使用できな

くなりますが，６月上旬には完成予定となっております。そして，制御盤については，７

月の完成予定ということでございます。本予算につきましては，前年度の補正予算で計上

したものですので，当初予算と比べると新規取り扱いとなります。 

 続いて，（仮称）まいんスポーツ健幸センター整備事業でございます。こちらにつきま

しては，市街地活力センターまいん１階を用いまして，地域の高齢者等が身近な場所で気

軽に運動，スポーツできる環境を整備するための予算でございます。委託料，工事請負費

ともに現在のまんが図書館を地域のスポーツ施設に改修するための予算を計上しておりま

す。新規計上でございます。 

 補足説明をさせていただきます。高齢化が進行しますと，龍ケ崎地区のほぼ中央に位置

することから地域の高齢者等，主な利用者と想定し，「スポーツ健幸日本一」に向けて事

業を展開する場を整備するというものでございます。また，運営でございます。スポーツ

指導の専門的見地及び経験を有する総合型地域スポーツクラブ，具体的にはＮＰＯ法人ク

ラブ・ドラゴンズを指定管理者に想定し，各課で実施をしている健康づくりに関する事業

と連携をしていきたいと考えております。また，指定管理者による自主事業展開なども想

定をしております。今後，事業内容や運営方法の詳細を検討した上で，関係条例の改正等

を行うとともに，指定管理者の決定手続に入っていければと思っております。また，本事

業に必要な什器備品やトレーニング機器等につきましては，今後補正予算で所要額を計上

させていただければと思っております。平成31年，2019年３月の完成を目指しまして，供

用開始については2019年度を予定しております。市民の多様なスポーツニーズの受け皿を

整備するためには，行政と総合型クラブ双方の利益となる関係づくりが肝要であると考え

ております。交付金事業や施設管理等の中で工夫を凝らしながら，総合型クラブの自主性，

自立性を促進していきたいというふうに考えております。 

 なお，本施設でございますが，施設の規模や事業の内容，開所時間については，たつの

こアリーナや民間スポーツ施設と比較しますと，小規模短時間になることが考えられます。

本格的なトレーニングを執行する場合については，既存のたつのこアリーナや民間施設等

を使っていただくというようなことで，役割分担を考えております。 

 続きまして，職員給与費（学校給食センター）でございます。学校給食センターの職員

５名分の予算を計上しております。前年度と比較しまして２名増の５名ということですの

で，1,210万5,000円ほど増となっております。 

 続いて，学校給食運営費でございます。報酬，旅費につきましては，給食センター運営

委員会委員に係るもの，賃金は臨時職員１名６月分を計上しております。需用費でござい

ます。給食食材の購入費であります賄い材料費のほか第一，第二調理場の光熱水費，設備

や機器の修繕料を計上しております。役務費では，電話料やセンター職員，それから学校

用務手の場内保菌検査，水質検査等を計上しております。委託料では，給食の調理業務，

配送業務，施設設備の保守点検，清掃，警備などに加えまして，給食管理システム構築費

を新規で計上いたしております。使用料は，生ごみ処理機のリース料，複写機料リース料

等でございます。負担金でございます。学校給食関係団体への年負担金，研修費を計上し

ております。前年度と比較しまして，1,332万3,000円の減となっております。需用費で実

績を反映して，減としております。 

 なお，2019年度から給食費の直接徴収を予定いたしております。このための準備経費と

しまして，先ほど申しました賃金，それから給食管理システムの構築費を委託料に計上し
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ております。さらに，冒頭で説明しましたように，当該システムリースに係る債務負担行

為を設定いたしております。 

 一般会計の説明については以上でございます。 

 

坂本委員長 

 ご説明ありがとうございました。 

 それでは，休憩いたします。 

 午後１時再開であります。 

 

【休 憩】 

 

坂本委員長 

 よろしいですかね。 

 それでは，休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 それではまず，足立健康福祉部長。 

 

足立健康福祉部長 

 申しわけありません。 

 午前中の健康福祉部所管の説明の中で，３件説明が抜けてしまいました。追加で説明さ

せていただきます。 

 予算書の 41ページです。 

 ちょうど中ほどにあります，0043 子育て短期支援事業利用者負担金です。こちら，子育

て短期支援事業につきましては，保護者が病気等の際に乳児院等にショートステイする事

業でありますが，その利用者負担金分であります。 

 続きまして，85ページです。 

 85 ページのこちらもちょうど中頃にあります出産資金貸付事業でございます。こちらの

出産に要する費用を出産育児一時金の支給を受けるまでの間，出産資金等を貸し付けるも

のです。予算額については，前年度と同額を計上しております。 

 続きまして，91ページです。 

 こちらにつきまして，ちょうど中頃にあります保育士等支援事業です。この保育士等家

賃補助事業につきましては，市内の保育所等に就職する保育士等を対象として家賃の２分

の１，月額２万円を上限に補助するものであります。 

 続きまして，保育士等就学資金貸付金につきまして，市内の保育所等に勤務を希望する

学生に対して月額３万円，最大２年間，就学資金を貸し付ける事業であります。 

 大変申しわけありませんでした。 

 

坂本委員長 

 説明は以上となりました。 

 それでは，質疑に入りたいと思います。 

 それでは，質疑ございませんか。 

 深沢議員。 

 

深沢委員 

 よろしくお願いいたします。 

 まず，79ページです。 

 79 ページの 01030900 の生活困窮者自立支援事業のところの委託料の学習支援事業，こ

の実態と，それから学年別等の人数を教えてください。 
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坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 ２月末現在の利用登録人数は，小学生が７人，中学生が 17 人の合計 24 人となっており

ます。学年別の内訳ですが，小学３年生が１人，小学４年生が２人，小学６年生が４人，

中学１年生が１人，中学２年生が７人，中学３年生が９人となっております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 先生方を確保するのに苦労されているとかと前聞いたことがあるんですけれども，今の

状況はどうでしょうか。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 こちらの２月末現在ということでお答えをさせていただきます。 

 勉強を教えてくれる登録ボランティアの人数ですが，28 名となっております。常時，全

てのボランティアの方が参加してくれているというわけではありませんけれども，現在，

１日当たり平均 13名の方が参加をしてくれております。 

 現在，子どもたちの参加人数は１日当たり平均９名ですので，ボランティアの参加人数

が子どもたちを上回っており，教える側の体制，ボランティアは確保されている状況とな

っております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 課長に確認なんですが，この方たちは学習支援の勉強のほうを教えてくださっている

方々ですよね。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 子どもたちへの勉強を教えてくれているボランティアの方々となっております。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 
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深沢委員 

 ありがとうございます。 

 よかったです。前にお聞きしたときには，人数が足りなくて教える人がいなくてという

ような話も聞いたと思うので，13 名来てくだされば９名ぐらいしか来ていないところ，１

人に１人の先生がつくというような形でやっていただけると思いますので，またこれから

も見守っていただければと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 次，85ページです。 

 85 ページの 01033800 国民年金事務費のところです。年金受給対象者，10 年以上になり

ましたよね。新しく受給できる方は増えたわけですけれども，どのくらいでしょうか。教

えていただけますか。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 最初に，制度改正に伴いまして，新たに年金受給権が発生することとなりました方の人

数でございます。当市におきましては，492名の方が対象となっております。 

 昨年３月には日本年金機構から対象となりました方へ直接申請手続のご案内があり，現

在では順次，申請手続を行っていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 492 名の方が全員申請してくれればいいんですけれども，もし漏れた場合等々の対応は

どんなふうになりますか。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 いまだ申請手続のない方，492名のうち，約 140人弱，３割ほどおられます。 

 当市では，今般の法律改正に伴い，受給権が発生することとなります方を一人でも多く

救えますよう，対象となりました方全員が年金を受給できますよう，土浦年金事務所など

関係機関とも協力しながら，さらに当市の広報紙などで周知を行ってまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 10 年間でもらえるということで、かなりの方が喜んでいらっしゃいました。私の応援し

た方は本当によかったと。自分のお金が入ってくる。また，生活の足しになると喜んでお
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りましたので，最後までよろしくお願いしたいと思います。生活の自立支援につながるか

なと思いますし，少しでも楽に前向きに生きられるように，今後ともよろしくお願いした

いと思います。 

 次に行きます。99ページです。 

 99 ページの 01040850 健幸マイレージ事業なんですけれども，この健幸マイレージ，歩

くことということに特化して本当にいい事業じゃないかと思うんですけど，現在の登録数

なんかはどうなっていますか。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

 

宮田健康増進課長 

 現在の登録数，３月６日現在で 557名の方の登録がございます。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 登録された方で保健センターのほうに入力に来ている方たちもいますよね。そういう方

たちからの反応なんかはどうでしょうか。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

 

宮田健康増進課長 

 こちらはスマートフォンアプリとかで登録されている方，あと，普通の携帯のほうで歩

数を計算して，あと，紙のほうに書いていただいて保健センターのほうへ来て入力してい

ただいたり，パソコンで入力していただいている方があります。保健センターのほうにも

毎日何人かの方来ていらっしゃいまして，やはりこういうのやっていただいて励みになる

というようなことを聞いております。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

私がお会いした方もやっぱり歩数数えていることによって，いつもより多く歩けたとか，

また，頑張ろうと思ったとかそういう反応もたくさんありましたし，健康にはぜひ必要な

ことだと思いますので，今後の登録数アップ，これを高齢者の方，また，足のほうを鍛え

たいという方もたくさんいらっしゃると思いますので、そのアップのための周知等はどう

いうふうに考えていますか。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

 

宮田健康増進課長 

 これまでも 12月１日から始まった事業ですので，市の広報紙「りゅうほー」とか市の公

式ホームページ，メール配信等で定期的に行っておりますとともに，あと，のぼり旗です
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ね，市役所，現在も正面玄関のところにピンクののぼり旗，設置させていただいておりま

す。 

 あと，昨年 11月下旬から１カ月はＪＲ佐貫駅，関東鉄道竜ヶ崎駅のほうにも出させてい

ただきまして，また，３月６日から佐貫駅東口の階段のところにのぼり旗を設置しており

ます。 

 今後，機能なんですが，関東鉄道竜ヶ崎駅のほうで最近健康ウォーキングマップのほう

が新聞のほうで何紙か取り上げていただいておりますので，関東鉄道のほうからもまたぜ

ひとも置いてくださいというようなお願いも来るような状況で，少しずつ周知はできてい

るのかなと考えております。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございました。 

 ぜひまたこれからよろしくお願いしたいと思います。 

 次に行きます。141ページです。 

 141ページの 01101400障がい児教育支援費のところです。 

 主要施策アクションプラン 13ページのところに，教育的ニーズに応じた合理的な配慮と

いうようなことが書かれておりました。具体的にはどういうことを目指していらっしゃる

のかというのを教えていただけますか。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 お答えいたします。 

 合理的配慮ということで実際に行われているのは，例えば，肢体不自由のお子様に関す

る支援，あるいは情緒的な障がいのあるお子様に関して心が落ち着くような支援とか，そ

れぞれのお子様の実態に合わせて支援をするようにしております。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 合理的配慮って課長も御存じだと思うんですけれども，相手が望んでこちらができない

と思わない限りは配慮してあげてほしいというのが合理的配慮になりますので，ぜひいろ

んなニーズに応えていただければと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 それの先の早期からの一貫した教育支援の提供，これを教えていただけますか。具体的

にはどういうことでしょう。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 本市で行っておりますのは，就学前から就学してくるお子様に対する情報を保育園ある

いは幼稚園等から聴取しまして，それをもとに特別な支援が必要なお子様に関しては，支

援員を配置して支援をしていくというようなことを行っております。 
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坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 前々からの情報ってとっても大事になりますので，そこに特化してやっていただければ

ありがたいと思います。ぜひこれからもよろしくお願いしたいと思います。 

 次に行きます。 

 同じ 141 ページ，01101600 学習充実支援事業のところなんですけれども，これも主要施

策アクションプランのＰ11 ページのところなんですけれども，道徳教育の充実というのが

載っております。豊かな体験を通して児童・生徒の内面に根ざした道徳的な実践力を育成，

これを教えていただけますか。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 予算書のほうの 01101600のほうなんですが，こちらのほうは学習の支援ということが中

心になっております。特に，小学校の算数科の支援ということで支援員を配置して，来年

度も 17名配置する予定になっておりますが，支援をしていくような形になります。 

 道徳教育の充実については，来年度から特別な教科，道徳のほうがいよいよ導入されて

きます。それに伴って，より一層道徳の授業を核として,児童・生徒の道徳性がさらに向

上するように各学校で取り組んでまいりたい内容となっております。 

 以上でよろしいでしょうか。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 文科省のほうから指導要録，評価を記入するもの，来ていますよね。それを当市として

はどんなふうに扱うおつもりでしょうか。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 道徳の評価でございますが，数値的な評価は文科省のほうでも求めておらず，その道徳

の時間の中で子どもたちがどのように成長していったか，その様子を記述式で評価をして

いきなさいというような指示が出ております。本市としても，そのような形で考えており

ます。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

 

深沢委員 
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 ありがとうございます。 

 それぞれの子どもの成長を見ていただければと思うんですけれども，その中でやっぱり

かかわる先生によってさまざまな視点及びものの考え方が少しずつ違う場合もあるかもし

れませんけれども，その統一性みたいなことはどうなんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 できるだけ同じスタンスでかかわることができるようにということで，教職員に対して

は道徳科だけではないんですが，研修を設けるようになっております。本年度も道徳教育

パワーアップ研修等，全小・中学校悉皆の研修がございまして，同じスタンスで来年度か

ら道徳の授業のほうに臨めるようにということで研修のほうを行っております。 

 また，市のほうでも道徳科の来年度の教科化に向けての教職員を対象にした研修のほう

も今年度行わせていただいたところです。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 また，そういうときに，いじめや体罰とかそういうものが見えてくる場合もあるかもし

れませんので，そういう点も気遣っていただければと思います。来年は中学生も道徳が入

ってきますので，ぜひよろしくお願いいたします。 

 では，次に行きます。Ｐ145ページです。 

 01103000 要保護・準要保護児童就学奨励費，それぞれ 149 ページのほうが，これも小学

生ですけど，中学生の分もありますよね。01103900 要保護・準要保護生徒就学奨励費。先

ほどの部長のほうの説明が微増と増加というお話がありましたけれども，具体的には何人

ずつなんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 予算額の増加につきましては，今年度 29年度からの入学準備金に対する補助単価が上が

ったことによる金額の増加でございまして，その要保護・準要保護認定対象者の増加では

ございません。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 わかりました。 

 人数はわかりますか，課長。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

飯田教育総務課長 
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 現在の新１年生になる 30年度の分ですね。新１年生にあがる分がまだちょっと確定して

いないんですが，見込みとしましては，認定児童数は小学校のほうで 378 人を一応見込ん

でおります。 

 あと，特別支援教育のほうの認定者数が 39人を見込んでおります。 

 中学校のほうは，認定生徒数が 209人を見込んでおります。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 入学前準備金，今年やられたと思うんですけれども，その対象者の人数はどれくらいで

しょうか。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 今年度の対象者なんですが，年３回支給しまして，支給途中で入ってくる方もいますん

で，今回，第３回目がもうまもなく本日と，あと，来週で支給されるんですが，その人数

にしますと約 600名です。小・中合わせると 600名です。 

 

深沢委員 

 課長，すみません。入学前準備金です。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 失礼しました。 

 入学準備金は，今年度でよろしいですか。今年度は 58人を支給予定でございます。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 58人というのは、対象人数ですか。申請された方も 58人。 

 

飯田教育総務課長 

 支給人数です。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

 

深沢委員 
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 実際もっといらっしゃる。対象人数はもっといらっしゃいますか。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 対象人数というか，その対象人数イコール支給人数で。 

 

坂本委員長 

 松尾部長。 

 

松尾教育部長 

 入学を予定した小・中学生のうち，要保護・準要保護に該当する生徒というのは 10％だ

とかそういう割合ですので，今言ったような数字になります。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 最後の質問に行きます。Ｐ155ページです。 

 155 ページの 01105900 文化会館管理運営費。先ほど部長からいろいろ説明いただきまし

たので説明のほうは大丈夫なんですけれども，１つ，その工事をするときに前々からこう

したらどうかといっている障がい者用の車椅子のところありますよね。車椅子のところが

仕切りがあるもんですから，人数がそんなに入らないんですよ。仕切りをとってもられえ

ばもうちょっと人数が入るんじゃないかなと前々から話をしているかなと思うんですけれ

ども。そういうご検討なんかはなかったですかね。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 今回の改修につきましては，いわゆる天井の改修が主になっておりますので，今回のこ

の予算の中にはそういった今、おっしゃったような部分の計上はなされてはおりません。

ＬＥＤも含めての話なんですが。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 今回入っていないのはよくよくわかっているんですけれども。今後，そういうことも検

討していただきたいなと。今，車椅子を使う方，たくさんいらして，入る場所がすごい  

龍ケ崎は少ないもんですから，ぜひそこのところ，この脇にありますよね，金具みたいな

やつ。あれを取るだけでもっと車椅子が入ると思うんですね。ですので，ぜひそういう検

討をこれからしてください。 

 以上です。 

 小・中学校、いろんな工事がありますけれども，安全対策だけはぜひよろしくお願いし

たいと思いまして，以上で終わりにしたいと思います。 
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坂本委員長 

 それでは，ほかにございませんか。 

 福島委員。 

 

福島委員 

 福島です。よろしくお願いします。 

 まず初めに，予算書の 91ページ，真ん中辺の保育士等支援事業ですけれども，この家賃

補助事業とそれから就学資金の貸し付けということですけれども，拡充していくとうたっ

ている中で，予算がどちらも前年より大分減っているんですけど，まずこの辺のところか

らご説明いただきたいと思います。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 家賃補助事業につきましては月額２万円ということで，平成 30年度は５人分の予算を見

込んでおります。 

 次に，保育士等就学資金貸付金につきましては，29 年度で申し上げますと 28 年が 12 人，

29 年 10 人分を計上させていただいておりました。30 年度につきましては，29 年から引き

続き継続される人が３人，それから，新規貸付者 10 人を見込んでおりまして，合計で 13

人ということで，予算のほうが減額というような状況になっております。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 ありがとうございます。 

 前年からの継続がここに入っているんで，前年度の申し込み者が少なかったということ

ですよね。その前の年と比べると，やっぱり少し減っているんだろうと思うんですけれど

も，特にこの就学資金の貸し付けのほうですね。この辺の理由については何かありますで

しょうか。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 こちらにつきましては，事務局のほうでも周知が十分に足りなかったんじゃないかなと

いうことで反省をしております。29 年度，新規で 10 人のところ，４人しか手を挙げてい

ただけなかったというようなことで，30 年度に向けまして，先月２月に各保育士等の養成

期間，これは流通経済大学とか聖徳さんとかつくば国際さんとか 14校に対しまして，平成

30 年度，こういう事業をやりますんでよろしくお願いしますというような案内をさせてい

ただきました。 

 今後もいろいろな方法で周知方法について検討していきたいなというふうに考えており

ます。 

 

 

坂本委員長 
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 福島委員。 

 

福島委員 

 その周知が足りなかったと。やっぱりその期間の問題だと思うんですよね。例えば，こ

の春から既に進学先決めている方々に補助がありますよとやるんではなくて，将来この道

に進もうと進路を検討し始める時期から職業の選択が始まる時期に，やはりこういうメニ

ューがあるんですよとお知らせができないと，少し意味が薄れてきちゃうんじゃないかな

と思いますので，そうなると，例えば高校生であれば，早ければ高校２年の段階で将来の

進路というのを指導もされるでしょうし，考え始めて。おそらく３年生になる頃には，ど

んな学校に進もうとか，どういう職業に進んでいこうとかということがだんだん固まって

くる時期だと思うんで，その時点でこんな支援のメニューがあるんですよということが見

えていないと，視野に入っていないと選ぶ材料に入ってこないということになっちゃうと

思うんで，この２月にお知らせをして，30 年度はこんな支援メニューがありますよという

ことを，やっぱりもうちょっと早い段階にそういうお知らせができるのが理想かなと思い

ますので，やはり予算の問題，毎年毎年その予算が決まるのはこの３月の議会ですから，

それにあわせていくとどうしても次の年の分しか確定したことはお知らせできないという

ことになっちゃいますんで，こういった事業，すごくいい事業だと思うんですけれども，

こういった事業に関してはある程度，２年後，３年後まで見越した予算の措置というか，

事業を確定させてやっていくということがやっぱり必要なのかなと思うんで，その辺の方

策・やり方があればぜひ執行部の皆さんにも考えていただいたほうがいいのかなというふ

うに思います。これ，意見です。 

 ここは以上で。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 ご指摘のとおりかと思います。今後，保育士確保に向けて早期の案内ができるように，

庁内内部でも十分検討していきたいなというふうに考えております。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 続きまして，予算書 141 ページ，真ん中辺の語学指導事業，英語指導，いわゆるＡＥＴ

の配置の増員ということだと思うんですけれども。 

 先ほど、松尾部長のほうからは概要の説明があったんですけれども，人数が２人増えて

各学校にどのように配置するかというのはもう決まっているかと思うんですけれども，そ

の辺教えていただきたいと思うんですけれども。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 お答えいたします。 

 まず，ＡＥＴの配置についてなんですが，各小・中学校のクラス数と学校規模等，あと

もう１つが小・中の接続を考えて，できるだけ同じ中学校区には同じ先生が配置できるの
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うにということで考えております。 

 現在，10 名を予定しておりまして，例えば，大きな中学校あるいは大きな小学校は１名

配置しないとどうしても回らないということなんで，そのような形で。小さな，例えば中

規模の中学校等は同学区の小学校と組まして配置というような形で今，10 名を配置する予

定になっております。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 ありがとうございます。 

 先ほどのご説明で，請負から人材派遣へと切りかえていくというご説明があったんです

けれども，その辺もどういった形に変わるのか，教えていただきたいんですけれども。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 先ほどお話がありましたが，平成 32年度より小学校の外国語科としまして，一年間に 70

時間，５，６年生では学習しなさいと。３，４年生については１年間に 35時間，文科省の

ほうでは言っております。 

 それを受けまして，本市としましては平成 30 年度，31 年度については移行期間になっ

ていきますんで，高学年についてはＡＬＴ，ＡＥＴが配置できる時間数を 50時間，それか

ら中学年については 35時間，あと，本市は英語に親しむということで，低学年についても

10時間程度の学習をしていこうということで，配置のほうを決めております。 

 なので，この後なんですが，この後の予定としましては，平成 32年度には文科省で言っ

ている５，６年生 70 時間，３，４年生 35 時間をクリアさせるためには，ＡＥＴ，今の 10

名ではちょっと足らなくなってくるという現状があります。もちろん，担任が中心になっ

て英語の授業を進めていくわけなんですけれども，担任の専門教科全員英語というわけで

はないんで，ネイティブな発音等はやはりＡＥＴ等から吸収できるものがたくさんあると

思います。なので，今後はさらに増員していかなければならないのかなというふうには考

えております。 

 それから，先ほどありました請負契約，業務委託契約から派遣契約というところなんで

すけれども，これは時数の増加に伴ってより担任と密接に打ち合わせをして授業を行って

いく必要が出てきます。そのために，今までの業務委託契約ですと，会社を介してＡＥＴ

のほうに指示・命令をしてもらうような，法律的にはそういうことなんですね。なので，

直接担任とＡＥＴが打ち合わせができるようにということで，派遣契約のほうに来年度か

ら切りかえさせていただきたいというふうなことでございます。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 ありがとうございます。 

 より充実した英語教育ということになっていくんだろうと思うんですけれども，聞くと

ころによると，近隣の自治体では数年前から各学校に１人ずつ配置しているというような

話聞いたことありますんで，龍ケ崎の場合，ちょっとその辺おくれていたのかなというふ

うに思っていたんですけれども，平成 32年にはさらに増員してそういう形になっていくと
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いうことですので，期待をしたいと思います。 

 あと，ただ，１点だけ，そうやって人材を派遣していただくということの中で，派遣さ

れてくるネイティブの先生，子どもたちとのコミュニケーション，それから指導力といい

ますか，人によって格差が出てしまうような場合もあるのかなと思うんですけれども，そ

ういった場合の何か対応とか今までそういった声があったとか，そういうのがあれば教え

ていただきたいんですけれども。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 お答えいたします。 

 現在のところ，契約している会社なんですが，かなりレベル的には高い会社でございま

す。その中で，来年度は特に 10名の指導員のほかにトレーナー，指導員を指導する立場の

人たちを定期的に派遣していただくようなことになっております。その中で，ＡＥＴへの

教育ですね，ある一定レベルをちゃんと維持できるようにという教育をしていただくとと

もに，あと，定期的に我々指導課のほうでもそのＡＥＴの情報については各学校から集め

るようにしております今，議員からありました指導のレベルの確認ということも行ってお

ります。 

 今までないんですけれども，もしもある一定レベルを確保できない場合には，会社のほ

うにお話をしまして，ＡＥＴを変えていただくということも可能となっておりますんで，

そういうことをこれからも続けていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 ありがとうございます。 

 ぜひよろしくお願いします。 

 続きまして，149 ページ，中学校施設整備事業の中の特別教室のエアコンの実施設計で

すけれども，これはアクションプランのほうの 36ページに載っておりますけれども，よう

やく普通教室に続いて念願の特別教室もエアコンを入れていただけるということで大変嬉

しいところなんですけれども，実施設計，それから次の年に工事ですね。中学校がまず先

に 31年度で，その後小学校ということなんですけれども，中学校先になった理由というの

は何かあれば教えていただきたいんですけれども。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 順番的に中学校先なんですが，中学校の場合は今回予定しています音楽室，理科室，あ

とは美術室でございます。音楽室が前から吹奏楽部の部活の練習でも使っていますし，  

の中学校なんかは理科室も使用率の高いことから，学校からかなり要望がございました。

そういう関係で，中学校を先に，１年先という形でやったものでございます。 

 

 

坂本委員長 
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 福島委員。 

 

福島委員 

 特別教室の使用頻度が中学校のほうが高いということでしょうかね。わかりました。 

 できれば小さい子どもたちのほうからやってもらったらいいのかなと思ったんですけれ

ども，そういう理由であるということで了解しました。よろしくお願いします。 

 続きまして，151 ページ，真ん中より少し下の交付金の成人式の運営なんですけれども，

例年どおりということで説明がありましたけれども，子どもたち減っている中で，各中学

校区ではなくて全体でというお話はどうだろうということはよく耳にしてきたんですけれ

ども，その辺の検討はなされてきたんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 今現在の方式は御存じのように各中学校，６中学校区で分散開催とされておりまして，

このスタイルになりましたのは，およそ 20年前からというふうに我々も伺っております。

現在のスタイルの中身なんですけれども，やはり各中学校卒業生を中心に実行委員会を作

っていただいて，いわゆる手づくり感を出した思い出の残る成人式にしておりまして，お

かげさまで出席率も卒業生との対比でいきますともう９割近い出席率を誇っております。 

 ただ，今おっしゃったように分散開催と 20年以上前は文化会館で単独で開催していたと

いうそういう経緯もございますので，どちらがいいのかということを常に検討の課題にな

っておりますが，実は今年もそうなんですけれども，毎年開催するたびにその運営委員さ

んを対象にアンケート調査，満足度調査を図っております。その調査の内容につきまして，

どっちがいいですか，分散がいいですか，一本化がいいですかという問いに対しては，ほ

ぼ 100％，中学校区でやったほうがいいと，今回のがよかったという，そういう評価を得

ておりますので，そういったものも参考にしながら常に検討を続けていきたいなと考えて

おります。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 中学校卒業生が組織して実行委員会，そこでのアンケートということですよね。地元の

中学校に進んでいない，私立だったり市外の中学校に進んで成人を迎えた新成人が参加し

にくいというような声もあるんですけれども，そういったことに対しての検討というのは

今まであったんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 確かにおっしゃるとおり，中学校を卒業していない場合にはなかなか出席しずらいとい

う声は常に寄せられておりました。これは分散開会におきます大きな課題の一つというふ

うに認識しております。ただ，小学校までは一緒だったのでぜひ中学校で参加したいよと

いうそういうお声もありましたので，いずれにしましてもそういった成人者の皆様のニー

ズに最大限お答えするような形での検討は今後とも続けていきたいなというふうに思って
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おります。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 ありがとうございます。 

 私も何回か出席させていただいて，やはり祝辞の中で当時の恩師の先生が祝辞というこ

とがあるんですけれども，どうしても自分の教え子たちに呼びかける祝辞になってしまう。

確かに小学校で一緒だったとはいっても，やはりそういう場面で少し部外者意識を持って

しまうというようなことがどうもあるようなんで，その辺の対応も今後，分散で開催する

場合は考慮していっていただければなというふうに思います。この件は以上です。 

 最後になりますけれども，155 ページ，図書館の工事請負費，防犯カメラ設置工事なん

ですけれども，これを詳しくどういった箇所にどのように設置するのか，教えていただけ

ますでしょうか。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 お答えします。 

 図書館の防犯カメラ設置工事ということで今回，実施設計で 90万円ほど予算要求させて

いただいたものでございます。実は大変残念なことではございますけれども，中央図書館

内におきます心ない行為，これが今,後を絶たないというのが現実でございます。具体的

には，図書の持ち去り，年間およそ 2,000 冊以上持っていかれてしまうという，そういう

状況だそうです。 

 あと，もう１つ多いのが雑誌や新聞の切り抜き，次の日の朝見てみたらそのページだけ

ごっそりなくなっていたりとか，一部が切り取られていたとか。特に新しい趣味系の雑誌

などはごっそり持ち去られてしまうケースが多いらしくて，通常の図書でしたら追加購入

できるんですが，雑誌系は１カ月も過ぎちゃうともう出版元にも残っていないということ

で，追加がきかないという，そういう状況が残念ですが続いておるわけでございます。 

 従来の防犯カメラはございましたけれども，やはり図書館ができたときからのものです

ので，館内をくまなく全体を網羅するというふうには至っておりません。設置数も少なく，

解像度も低く，なおかつ録音もできていないという，そういう状況でございました。そこ

で，今回に関しましては，館内をくまなくカバーできる最新の防犯カメラを設置するとい

う方向で今，検討を進めております。台数とかは今後の検討になるかと。ただ，１つあれ

なのは，設置の目的というのが犯人探しではなくて，あくまでも防犯カメラを設置したと

いうことによる，先ほど申し上げましたような心ない行為の未然防止というところに主眼

を置きたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 年間 2,000 冊ですか。以上ですね。犯人探しというのは基本的に図書館の場合，しない

ということなんですか。明らかに持って行ったのわかっていても，捕まえないとかという
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ことなんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 先ほどの２点，館内をくまなく見回っているわけではございませんので，その心ない方

がかばんにすぽっと入れた瞬間が仮にわかれば，その段階で注意もできるしあれなんです

けれども，おそらくそういったケースの場合には，巧妙に持って行ってしまうのかなとい

うケースです。 

 犯人探しが目的ではないと申しましたけれども，例えば，そういったものが今後，新し

いカメラの中にきちんと映り込んでいて，それが悪質だ，不正が認められるんであるなら

ば，しかるべき措置はきちんととりたいなと，それは考えております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 これ，設置は何台でしたっけ。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 今のところ，５台から７台程度の設置をすれば，館内くまなく対応できるというふうに

今，なっております。それは設計の段階で最終的に確定すると思います。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 いわゆる万引き防止ということであれば，そういう高性能のくまなく全部監視するとい

うことも必要でしょうけれども，よく物販店の場合はダミーのカメラがかなり有効だと。

コストが本当に余りかかりませんので，ダミーのカメラであえて目立つように，防犯カメ

ラ監視中とやるとかなり効果があるという話聞きますので，それはちゃんとしたカメラと

比べたら，ダミーというのはわかるよと今，話ありましたけれども，わからないようなダ

ミーのカメラも最近はそういうことで，コストが抑えられるということで，防止にも役立

つということでいろいろあるようなので，これもぜひ万引き防止ということが主であれば，

検討してみてもいいのかなとも思います。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 ありがとうございます。 

 もちろんこういった業界は日進月歩と申しましょうか，次から次へと新しい，今おっし

ゃったような精巧なダミーカメラなんかも発売される，そういう状況だと考えております
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ので，そういったものも取り混ぜながら，先ほど言ったように未然防止のためにどういっ

たスタイルが一番いいのかというのは，これは防犯カメラをつけたからといって全てが解

決するものではないというふうに考えておりますので，長期的な課題として今後とも検討

を続けていきたいなと考えております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 福島委員。 

 

福島委員 

 困ったもんですね。そういうことがないように，防止策も含めてよろしくお願いしたい

と思います。 

 質問は以上です。 

 

坂本委員長 

 ほかにありませんか。 

 岡部議員。 

 

岡部委員 

 よろしくお願いします。 

 まず，予算書 27 ページの教育費国庫補助金，小学校費補助金の 0001 遠距離通学児童援

助費，スクールバスで５年間の限定の措置ということですが，小学校のスクールバスの今

後の利用者への負担というか，その辺の考え方はどういう考えなのか教えていただきたい

のですが。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 利用者の負担ですか。 

 現在は予算にもありますように，５年間は統合による場合には４キロ以上の通学距離の

場合，スクールバスのリース料の補助をいただいていますが，５年間なんで，それ以降に

ついては今度は全額市単独費でスクールバスを運行するようになります。 

 そのときに，子どもたちの負担ということだと思うんですが，現時点では義務教育の学

校の通学なんで，スクールバスの乗車量というんですか，利用者の負担というものは今の

時点では考えておりません。 

 

坂本委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 ありがとうございます。 

 地元の方々からもその５年後，もしかして利用負担が増えるんじゃないか，心配の声も

結構上がっていたんで，今のところそういう予定はないというところなら安心しました。

ありがとうございます。 

 次の質問で，91 ページの 01035350 保育士等支援事業，先ほども質問あったんですが，

保育士が不足することによる待機児童の問題に対する事業ということで，大変いい事業だ

とは思っているんですが，実際，その保育士不足についていろいろ今，いろんな地域で問
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題になっていますが，この支援事業である程度今のところ，当市は保育士不足に対する対

応はできるというところなのでしょうか。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 平成 30年度におきましても，就学資金貸付，それから家賃補助，この２つの事業を実施

していくわけなんですが，現状において，隣の千葉県のほうで相当上乗せして処遇改善の

補助金を出して，全市町村で実施しております。 

 そのようなことから，現状においては茨城県と千葉県では大きく格差が出ているという

ような状況になっております。 

 先般も県のほうに新たな補助事業の創設が必要なんじゃないかということで要望等はさ

せていただいたんですが，例えば，茨城県と市町村が連携して補助金を交付していくとか，

そういう新たな補助事業ができればいいなというふうには思っております。 

 これからも県のほうと調整しながら，あと，先進自治体の事例なんかを研究しながら検

討していきたいなというふうに考えております。 

 

坂本委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 千葉県のほうでは，もうそういった給与の上乗せ制度がもう主流になってきているとい

うところでありますが，実際，私も当市の子ども子育て会議に出させていただいている中

で，現場の方の声を聞くと，保育士が不足する一番の理由は，やっぱり給与のところだと

いうような声を聞いてはいまして，その辺に関して，ほかの様々な多分理由はあると思う

んですけど，そこが一番大きいのかなと考えてはいるんですが，その辺の認識はいかがで

しょうか。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 きれいごとを言えば経営方針とかいろいろあるかと思います。ただ，今の若い方が一番

魅力に感じるのは，やはり給料じゃないでしょうか。多分私はそう思うんですよね。 

 ですから，何らかの方策を講じられるような形で検討していければなというふうに思っ

ております。 

 

坂本委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 今回，定例会一般質問でもそういう質問はあった中で，給与上乗せに関しては市長の答

弁では不毛の戦いになりかねないなんていうところでありましたが，例えば，人口減少対

策の人口の獲得なんかであれば，どこかが増えればどこかが減るというようなところで，

そういう不毛な戦いと言えるかもしれないんですけど，保育士に関しては潜在的な保育士

資格はあるけど，そういう待遇面で不満があるので保育士にはならないですとか，保育士

の資格はとるつもりがない，そういうところもあるんで，不毛な戦いという考え方ではな
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いのかなというふうには思っていまして，そういう意味では、もとは恐らく東京のほうで

そういう給与が載せてあって，やった影響で千葉県，特に松戸手当なんて松戸市さんも毎

月４万 5,000 円から７万 2,000 円の給与保証というところでやっていて，かなり注目され

ていて，おそらくこれから多分効果が検証されていくとは思うんですけど，そういう中で，

当市でも保育士不足が問題で待機児童発生ということになってくればやはり給与上乗せ策

というところも検討には入れていかないといけないんではないかなというふうに思うとこ

ろで，そうすることで，例えば取り合いだけじゃなくて潜在的なところの掘り起こしです

とか，また，県とか国の事業を待っていなくても，地方のほうでそういったところがどん

どん増えてくれば保育士の処遇改善という面では，事業としてはいい事業になるんじゃな

いかなと。 

 ただ，もちろん財源というところが一番の課題にはなると思うんで，全体の予算見た中

でというところにはなるかと思いますが、子育て環境日本一をスローガンに掲げている龍

ケ崎なんで，先頭を切って茨城でもやっていってもいいのかなというふうには思います。

これは意見です。 

 次の質問です。 

 153ページの文化財保護費，01105400の 13番委託料の国指定重要文化財の掛け軸複製と

いうことで，466 万円計上されていますが，複製するに至った経緯と目的を教えてくださ

い。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 今回の国指定重要文化財，絹本著色十六羅漢像の複製でございますが，まずこちらにつ

きましては，平成 29年度，今年度も９月に補正予算を提出させていただきまして，現在，

制作が進んでいるということでございます。30 年度においても，今年度同様に４幅の複製

にかかる費用を計上したものでございます。 

 十六羅漢像につきましては，龍ケ崎市内にございますいわゆる国指定の重要文化財の２

つのうちの１つでございまして，実物は今現在，所有者は若柴町の金龍寺でございますが，

実物につきましては今現在，茨城県の歴史館に寄託されておりまして，実は常時公開もさ

れておりません。つまり，龍ケ崎市民が目に触れる機会というのはほとんどないというの

が現状でございます。 

 そして，昨年の９月に補正いたしましたけれども，所有者，金龍寺さんのご理解や，あ

とは茨城県やその歴史館，さらにはそこを通じた文化庁などと関係者との協議が全て整っ

たということでございまして，今現在，１年に４幅のペースで複製作業が進んでいるとい

うのが背景でございます。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 その価値，すごく価値のあるものでというところだと思います。これを複製したことで，

今後特に何かに利用するとかいうことはないんですか。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

大野生涯学習課長 
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 当然，先ほど申しましたように，現物はもう既に我々が目に触れる機会はほとんどない

ということですので，複製，いわゆるレプリカをつくりまして，今現在の予定でございま

すが，今，もう間もなく今年度につくられた４幅に関しましては納品予定でございます。

その後につきましては，ぜひ市民の皆さんに広く見ていただきたいということを考えてご

ざいまして，まだ最終決定ではないんですが，５月ぐらいをめどに歴史民俗資料館の企画

展示室辺りで企画展ができればなという，そういう形で今，準備を進めているところでご

ざいます。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 私もどういう価値があるものなのかよくわからないんであれなんですけど，５月ごろ企

画展なんかも予定しているというところで，多分なかなか普通では見られない貴重なもの

なんだとは思いますので，何かしら活用していっていただければいいなというふうには思

います。 

 

坂本委員長 

 中山市長。 

 

中山市長 

 これも話し出すと長くなるんですけど，新田氏が金龍寺，ゆかりがありまして，新田氏

を通じて龍ケ崎市に伝わったものといわれている国指定の重要文化財ですので，唯一の絵

画の重要文化財，しかし，私も子どもの頃から学校の教科書なんかでも紹介していたよう

な気がするんですけれども，龍ケ崎の自慢ということで，ただ，目にしたことがなかった。

茨城県の宝展というのを３年前ぐらいにやったときに，８幅ずつ２回に分けてやられたん

で，２回行かなきゃならなくなっちゃったんですけど，２回行きましたが，実際見たら，

保存状態も私，悪いと聞いていたんですけれども，大変すばらしい，大変感動して帰って

きたところです。 

 それ以前からやはり市民の目に触れるべきものであろう，でも実物は貴重なので常設展

示はできない。であれば，模写で何とかならないかということで，担当課といろいろ協議

を進めていく中で，これはもうやるんであればしっかりと模写をしていこう，ちょっと予

算はかかるんですけれども。その上で，模写をしたものを市民の皆さんに見てもらうよう

に，これも模写したものも絹本ですので，常設はできないんだそうです。やっぱり長くさ

らしておくことができないので，やっぱり時期を選んで展示を開いたり。場合によっては

金龍寺さんを借りて，金龍寺さんで展示をするなんていうのも一つの企画としてはあるの

かなという思いもございます。 

 ということで，これはやっぱり龍ケ崎市民の誇りでもありますし，道元禅師が中国から

持ち帰ったという伝説もあります。どうも国内，その後の国内の模写じゃないかという話

もあるんですけれども，いろいろそういう話もしながら，龍ケ崎市民としての誇りを高め

ていけたらいいのかなと，その一つとして活用できたらいいのかなと思います。 

 

坂本委員長 

 岡部委員。 

 

 

岡部委員 
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 ありがとうございます。 

 今，話しされてすごく，唯一の絵画の重要文化財だと，これで私も勉強不足であれなん

ですが，それだけすごいものであればぜひ本当に市内だけでなく，本当いろんなところに

ＰＲできるぐらいのものなんだろうと思いますので，よろしくお願いします。ありがとう

ございます。 

 次の質問です。 

 最後，159 ページ，01106650（仮称）まいんスポーツ健幸センター整備事業ですが，こ

ちらの規模は小規模で，開ける時間なんかも短くてなんていうことで話ありましたが，実

際，建物の規模としてリフォームして増築とかまではしないというようなところでしょう

か。 

 

坂本委員長 

 北澤課長。 

 

北澤スポーツ・国体推進課長 

 まいんスポーツ健幸センターにつきましては，まいんの面積が今，約 335 平米になるん

ですけれども，今，まんがを飾ってある書架などを全部取り払いまして，一応仕切りを設

けて壁をつくったり，かつ事務室等，ロッカー室，シャワー室なんか設ける予定になって

おります。 

 

坂本委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 今のまんがとかインターネットのスペースをそのまま変えるということですね。 

 

坂本委員長 

 北澤課長。 

 

北澤スポーツ・国体推進課長 

 そうなります。 

 現在，インターネットのスペースとまんがの飾ってあるスペースを全体使うことになり

ます。 

 

坂本委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 今，現在の，その利用の状況なんか考えると，おそらくそういう健幸センターの施設の

ほうが利用も増えるのかななんてふうには思いますし，また，今年度，スポーツ健幸元年

という位置づけでやられているんで，事業としてはよく理解はできますが，今後の運営な

んかに関しては，費用はどのようにかけていく予定でしょうか。 

 

坂本委員長 

 北澤課長。 

 

 

北澤スポーツ・国体推進課長 
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 部長のほうからも説明がありましたとおり，当市の総合型地域スポーツクラブのＮＰＯ

法人クラブトラゴンズのほうにその性能性を生かして管理・運営のほうはお願いしていき

たいと考えております。 

 

坂本委員長 

 岡部委員。 

 

岡部委員 

 指定管理者で運営を頼んでいくというところですが，施設としてはたつのこアリーナ  

とか大きなところもありますし，今回，この場所に関しても，おそらく本当に規模として

は小さな規模，駐車場なんかも少ないですし，近隣住民向けというか，そういう規模でや

られていくと思いますので，運営に関しても大きい規模のところはアリーナなんかのそう

いう施設もあるんで，そんなに中途半端にならないように，小規模であれば小規模なりの

運営費でやっていってもらいたいなというふうには思います。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 後藤光秀議員。 

 

後藤委員 

 すみません，すぐ終わりますんで，よろしくお願いします。 

 91 ページの真ん中の高等職業訓練促進費等事業について先ほどご説明がありまして，こ

の高等職業訓練について以前，一般質問でも取り上げさせていただいた経緯がありますの

でちょっとお聞かせいただきたいんですけれども，確かそのとき，一般質問のときのご答

弁とちょっと合っているのかどうかわからないんですけれども，以前，平成 26年が１名で，

利用者が，27年がゼロ名で，28年が１名というご説明があったと思うんですね。先ほどの

ご説明の中で，継続が７名で新規が５名という数字になっていて，一般質問の際にも周知

が足りていないんじゃないかなというところで質問をさせていただいたことがありまして，

非常にいい結果だと思うんですね。 

 今回，この人数が以前と比べて増えているなと思ったので，特別何かやったことがある

のか，その辺，考えられる点をお聞かせください。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 ただいまお話がありましたように，28 年度までは１人，あるいはゼロ人というようなこ

とで，受給者の人が少なかったという状況がございます。 

 離婚される場合って，児童扶養手当，こちらのほうに皆さん，申請に来られることにな

るんですが，その際にパンフレット等をお渡ししまして，事業の内容を説明させていただ

く。 

 それから，一番大きいのは，ママ友とかで口コミで広がってきて，ある程度事業が周知

されてきたんじゃないかなというふうに思います。 

 29 年度につきましては，６月に補正させていただいて，９月に補正させていただいて，

今回も補正予算ということで計上させていただいております。通常の場合ですと，４月か

らの養成期間，入学なんで，年度当初しか通常はないんですけど，今年度に限りまして，

通信教育による受給資格を希望される方，それから４月から養成学校に通っていたんです
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けど，年度途中で離婚されて，それで資格要件ができた方，これが相当数増えてきまして，

それだけ事業が広まってきたのかなというふうに個人的には考えております。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤委員 

 ありがとうございました。 

 口コミ等でも広がってきたというところが考えられると思うんですけど，ぜひ引き続き，

これ，いいことだと思うんで，周知にも力を入れていただきたいなと思います。 

 あと，もう１点確認なんですけれども，継続７名，新規５名のうち，資格内容として看

護士だとか保育士，理学療法士，歯科衛生士等があると思うんですけれども，内訳ってわ

かりますか。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 29 年は最終的に９人の方が資格取得に向けて給付金を受給しているわけなんですけど，

内訳としましては，保育士の方が２人，看護士が２人，准看護師が４人，美容師が１人と

いうような状況です。参考までに年齢を申し上げますと，20代が１人，30代が５人，40代

が３人と，いずれも母子家庭の世帯の方でございます。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤委員 

 ありがとうございました。 

 ちょっと難しいかと思うんですけれども，一般質問の際にも検討してくださいと言った

んですけれども，こういった国家資格以外の資格も含めて，民間資格等も含めて，先進事

例を参考にして検討してまいりたいみたいなお話があったと思うので，ぜひその辺を，難

しいと思うんですけれども力を入れていただきたいなと思いまして，次の質問に移ります。 

 141 ページの下から３番目のみんなで考える特色ある学校づくり事業，こちらにつきま

しては，毎回質問させてもらっていますのでお聞きしたいのですが，１点だけ。 

 いろいろ活躍されている方だとか著名人だとかをお招きして，講演会ですとかやる内容

だと思うんですけれども，これまで招くのが困難だった方とかっていらっしゃいましたら，

そういう件数ってありましたか。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 実は本年度，馴馬台小学校のほうで校歌を作成した宇崎竜童さんを呼ぼうと思ったんで

すね。ですが，なかなか日程等の調整がうまくいかなくて実現はできなかったんですけれ

ども，そのほか，学校によってはボルダリングの野口啓代さんをお呼びして子どもたちと

一緒に体験活動をしたりとか，大変有効に使わせていただいております。 

 

坂本委員長 
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 後藤委員。 

 

後藤委員 

 ありがとうございます。 

 大変難しい人もきっとこれから出てくると思うんですけれども，ぜひ市からもバックア

ップというかサポートしていただいて，実現できるようによろしくお願いします。 

 次です。 

 次のページの 143 ページの真ん中のところのいじめ問題。ごめんなさい，先ほど説明を

ちょっと聞きそびれていたのかもしれませんけれども，いじめ問題再調査委員会費，この

いじめ問題再調査委員て何ですか。 

 

坂本委員長 

 辻井センター長。 

 

辻井教育センター所長 

 お答えさせていただきます。 

 いじめで教育センターのほうにいろいろ報告は上がってきたりするわけなんですけど，

その中で重大事態というようないじめもあります。それにつきましては，第三者委員会の

ほうで調査を実施するというのが国のほうの指針と方針であるとか，ガイドラインにも定

めてあります。 

 そこでの調査のほうで，なかなか納得しないとかいう場合には，その調査の結果につい

ては市長のほうにまで報告を上げることになっているんですが，市長のほうで再度調査を

してほしいということがあったときには，再調査委員会というところで再度，調査をする

ということになっております。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤委員 

 わかりました。 

 これまで学校とかで，例えばいじめがあって，それをもう一回調査するとかそういうこ

とではないということですね。わかりました。 

 次です。最後です。 

 先ほど 153 ページの一番下の図書館管理運営費で，先ほど福島委員からいろいろ細かく

ご説明があったので，ただ，2,000 冊以上のこれまでというのがすごく多いなと思ったん

ですけれども，単純にちらっと思ったのが，常習犯の方っているんじゃないのって思っち

ゃったんですね。今まで，これまでなんですけれども，実際に万引きというか持って行っ

ちゃった人を現行犯でというか捕まえたことってあるんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 私が赴任してからそういったケースの報告は受けておりませんが，やはり本だけではな

くて，備品を持って行ってしまったというケースなどもあったようでございますので，そ

ういったものがあった場合には必ず報告がありますので，私が赴任してこの１年間の間に

はそういった報告は，やはり見つけたという報告はなかったです。 

坂本委員長 
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 後藤委員。 

 

後藤委員 

 ありがとうございました。 

 新しく防犯カメラを，最新のものを実施されるということで，少し安心できるのかなと

は思うんですけれども，やっぱり 2,000 冊以上というふうな数を聞くと，結構変な話，慣

れている人からすれば楽勝なのかなという，そんなふうに思われてそうなぐらいの同じ人

たちが多いんじゃないかなとイメージで思っちゃったので，ぜひスタッフの方々にもしっ

かりと目を光らせていただいて，図書館のあの空気を保っていただけるようにご努力をお

願いして，質問を終わりにします。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 それでは，最初に 97 ページの 01040300 の医療対策事業のところの補助金のところの龍

ケ崎済生会病院運営費 6,512万 9,000円という数字があるんですけど，昨年というか 29年

度でも 6,400 万ほど補助を出していると思うんですけど，この金額はそれぞれ年度によっ

て違っているんで，まずこの金額はどのように査定されるものかというのを一つお聞きし

たいんですけど。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

 

宮田健康増進課長 

 この金額は当初，済生会病院のほうの運営の補助を始めたときは，国の特別交付税のほ

うでほぼ 100％対応できるというお話だったんですが，27 年ですか。28 年度から国のほう

の補助率が下がってしまいまして，48％くらいになってしまっております。ただ，積算の

基準はそのまま残っておりますので，そちらに基づいて計算しております。救急のベッド

数，あと，小児医療のベッド数で単価が決まっておりまして，それを合計した金額が

6,512 万 9,000 円，これは平成 29 年度の国のほうの積算基準の金額をそのままこの予算の

ほうに計上させていただいております。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 そうすると，算定は国のほうで決めた算定によっていると。ただ，交付金措置が 100％

から今，48％に落ちているということですね。その下の東京医科大学茨城医療センターの

ほうは，先ほどの説明で緊急搬送の割合というかですから，何市町村かわからないですけ

ど，幾つかで割り振っているんだと思うんですけど，この龍ケ崎済生会については龍ケ崎

市だけで持っている金額なんですか。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

宮田健康増進課長 
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 済生会病院につきましては龍ケ崎市だけで，実際，患者さんは牛久市とか稲敷市とか利

根町とかからもいらっしゃっているんですが，昨年度，市長から答弁していただきまして，

やはりそれをほかの市町村からいただくような形ですかね。今回，東京医科大学茨城医療

センターについてはうちのほうでも出しているんですが，ほかからいただくと逆にＪＡ取

手とかほかの土浦協同病院とかそちらに，また，向こうも出してくれとなると実際的には

出るほうが多くなってしまうのかと思うんですね。そこら辺もお互いにもうやりとりしち

ゃっては収拾つきませんので，龍ケ崎市済生会病院については，今のところ龍ケ崎市だけ

で出してはいるような形になっております。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 それはわかりました。 

 あと，今，宮田課長が言われたように，ＪＡ取手が大きい救急センターとしてあるわけ

ですけど，そうすると，それは取手市も同じように出しているということですかね。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

 

宮田健康増進課長 

 そちらについては，取手市のほうで見てはいただいていると思うんですが，ただ，国の

ほうの補助率が下がってしまったので，取手市のほうでは 100％分出しますと市の持ち出

しが多いので，そこを８割とか減らしていきたいというような話は聞いたことがあります。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 そうすると，国の基準で金額は算定できても，それを丸々出すかどうかというのは，市

町村の判断によると。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

 

宮田健康増進課長 

 そうですね、そういう形になります。 

 龍ケ崎市のほうでは，ほぼ満額に近い積算基準のほうですね。ですから，国の特別交付

税で入ってくる額に，余剰８％の残り 52％分は市単独で補助しているというような形です。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 そこはいいです。そこの補助金の一番下の口腔センター土浦の整備費で 46万で，これは

今年限りの整備費の補助ということだったですけど，この土浦は見ますと，平成３年に開
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設したということになっておるんですけど，今回，整備費が計上されているのは改めて何

かそこが整備されたということですかね。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

 

宮田健康増進課長 

 金剛寺委員さんのお話にありましたように，平成３年に整備したときは土浦市の保健セ

ンターの中の一角を借りて，そこを口腔センター土浦として使っておりました。今回は，

もうそこは手狭になったので，その土浦市保健センターの隣に土浦保健所がございます。

土浦保健所の敷地を県の歯科医師会のほうでお借りして建物を建てて，これは県の補助金

とかで建物を建てて，実際，中の機器も最新の歯科用のＣＴ，レントゲンの機器とか，あ

と診察台，こちら，ちょっと申しおくれましたが，障がい者の方の治療用の施設でござい

ます。やはり一般の歯科医院では障がい者の方，対応できない方もいらっしゃいますので，

こちら，龍ケ崎市からも 100 名以上の方，１人の方が何回か利用してのべで 200 名くらい

の方の利用がありまして，100 名以上利用されている市町村が８市町村，土浦市，つくば

市，牛久市と龍ケ崎市とかありまして，そちらの患者さんの利用者の人数割で不足する，

昨年の 11月にオープンしたんですが，まだ診察台とかそのほかの備品とか足りない部分が

ありますので，それを利用している８市町村で補助していただきたいということで，人数

割で龍ケ崎市の場合，46 万円という金額を補助していただきたいという申し出がありまし

たので，30年度１年限りということでこちら，計上させていただきました。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 次へ行きます。 

 その同じページの 01040500のがん検診事業の中で，今回，新しい事業として胃カメラに

対して補助をするということができたわけですけど，これをどういう人が受けられるかと

いうか，あと，自己負担額は今回の条例改正案の中で 5,000 円にアップする条例案が出て

いますんで，自己負担は 5,000 円かなと思うんですけど，その辺のことについてお聞きし

ます。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

 

宮田健康増進課長 

 昨年，国のほうの胃がん検診の基準のほうが変わりまして，今までは龍ケ崎市のほうで

バリウムによる集団検診だけを行っていたんですが，今後，50 歳以上の方については，２

年に１回，胃カメラの検診を標準とするというような国の基準が変わりました。ただ，今

までのバリウムによる検査は 40歳以上の方が対象なんですが，そちらもそのまま継続して

いいということなんですが，国のほうでは胃カメラのほうにだんだんと移行していきたい

ということがございました。 

 それで，今回も自己負担分 5,000 円ということで上げさせていただきましたが，検診料

金，皆様もお医者さんで受けられたとき，再検査ですかね，１回このバリウムで引っかか

って再検査で胃カメラをされるときには保険診療でできるんですね。そうすると，３割負

担になります。 
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 実際的に，費用は１万 6,000 円くらいかかるんですが，その３割くらいの負担で行けれ

ばということで，5,000 円という基準を龍ケ崎市のほうでは設定するような形で，残りの

１万 1,000 円くらいは市のほうで助成しますと。これは，保健の相当分を市のほうで単独

で持っていきたいというような形で考えております。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 今年度予算の中には，胃カメラで見ている人数というのは何人ぐらい見込んであるんで

すか。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

 

宮田健康増進課長 

 10名程度を予定しております。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 はい，わかりました。 

 次へいきます。 

 141 ページの 01101800 の小中一貫教育推進事業についてお聞きをしたいんですけれども，

29 年度では，長山と城ノ内中学校区でそれぞれ 30 万ずつで 60 万プラスということだった

んですけれども，今回は先ほどの説明で４校というふうにお聞きしましたけれども，これ

は長山，城ノ内は引き続きやりながら，新たに２つの中学校区を加えていくという形でし

ょうか。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 お答えします。 

 長山中学校区と城ノ内中学校区については，30 年度は２年時ということで，引き続き２

年目の調査・研究のほう進めていただくと。新たに１年時としまして，城西中学校区と中

根台中学校区２年のうちの１年時，こちらのほうを指定して，研究していただくというこ

とになっております。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 これは，たしか 32年度までに６中学校全てを回るようにするというようなお話だったと

思うんですけれども，そうすると，31 年度では城西，中根台がもう１年残って，残りの２
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中学校区というふうになると思うんですけれども，とりあえずこの 30年度で，長山，城ノ

内は２年目になるわけですけれども，ここでどういうような内容を計画されているのか，

ちょっとお聞きをします。 

 

坂本委員長 

 小林課長。 

 

小林指導課長 

 こちらのほうは，今年度新しい学校づくり審議会のほうでいただいた答申のほうで「龍

の子人づくり学習」をこれから各中学校区，小中一貫教育として行っていこうということ

で，一応答申いただきました。 

 それに基づいて，各中学校区の特色を生かした教育課程，これを作成していこうと，そ

してそれを平成 32年度から各中学校区で完成させたものを軌道に乗せていこうということ

で，今，調査・研究を行っているところでございます。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 次へいきます。 

 141 の一番下の 01102200 の教育センター管理費のところで，次のページの 143 ページの

ほうへいきまして，教育センター活動費についてなんですけれども，これは費用というよ

り，今その教育センターを利用されている生徒の状況であるとか，そこに通われている生

徒たちに対して，教育センターがどのような取り組みをしているかについてお尋ねをした

いんですけれども。 

 

坂本委員長 

 辻井所長。 

 

辻井教育センター所長 

 お答えさせていただきます。 

 現在，適応指導教室「夢ひろば」のほうには，通級生としては９名来ております。内訳

は，小学校３年生が１名，中学校２年生１名，中学校３年生が７名です。合わせて正式な

通級ではないんですが，体験的にちょっと使ってみたいであるとか，親子の相談で来たと

きに，お子さんだけ適応指導教室のほうを利用させていただきたい，そのようなケースも

あります。そのような利用をされている方が 13 名おります。合わせて 22 名という状況で

す。 

 取り組み状況につきましては，教育センターとしては，あくまでも学校への復帰という

ものを目指しております。それに向けては，やっぱり学習だけではなくて，当然学習も非

常に重要なポイントではあるんですが，学習だけではなくて，例えばスポーツであるとか，

園芸であるとか，登山，キャンプ，スポーツ大会とかいろんな体験活動もあわせて行って

おります。学校と同じように，それに向けて相談委員のほうが計画を立てて，それに従っ

て行うというのではなく，自分たち，子どもたちのほうでいろいろ話し合いをしながら，

その体験のほうをやっていくということを行っております。 

 あと，あわせて，通級している子どもたち，どうしてもコミュニケーションをとるのが

苦手な子が多いのが現状です。特に今年度は，それを少しでも解消するということで，ソ

ーシャルスキル的なトレーニングのほうも人間関係づくりのほうで行っているという状況
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です。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 中学３年生も多いということで，進路も考えていかないといけないというところで，な

かなか教育センターとしても大変だと思いますけれども，よろしくお願いします。 

 あとあわせて，今，龍ケ崎全体の不登校数についてお聞きをしたいんですけれども。 

 

坂本委員長 

 辻井所長。 

 

辻井教育センター所長 

 教育センターとしては，学期ごとに大きくまとめておるんですけれども，不登校，30 日

以上の欠席のお子さんなんですが，12月末現在で小学校 27名，中学校が 63名，合計 90名

というふうになっております。昨年度の同期と比較すると，若干減っているかなという状

況です。 

 その中で，解消しているお子さんも 12月末では，小学校４名，中学校２名，合計６名が

解消しております。１月，２月と報告も受けているんですけれども，少しずつ解消のお子

さん，１月と２月で３名解消しておりますので，地道な本当に取り組みなんですけれども，

関係を切らさず，学校と連携をしながらやっているという状況です。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 これまたなかなか大変なことですけれども，解消されている方もいられるということで，

引き続きよろしくお願いいたします。 

 次にいきます。 

 145 ページの一番下のところの 01103300 の小学校施設整備事業のところで，次の 147 ペ

ージのところの工事請負費の中の松葉小トイレ改修工事というのが今回計上されています

けれども，今年度ではたしか大宮，龍小，長山，馴柴と４校が対象だと思うんですけれど

も，30 年度ではこの松葉小学校１校だけなのかと思いますけれども，このトイレ改修に必

要と思っている学校数とかが，あとどのくらい残っているのかというのと，ちょっと改修

予定についてお聞きをしたいんですけれども。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 トイレ改修，洋式化への改修なんですが，来年度は今質問のあった松葉小学校とあと中

学校のほうで長山中学校を予定しております。 

 市内小・中学校のトイレの洋式化率，これ小学校だと小学校全体の平均としましては約

48％，これトイレの便器の数，洋式化になった割合が小学校だと平均で 47％，中学校です

と 43％になっています。 

 来年度，今言った松葉小学校，長山中学校についてはその洋式化率が低いのとあわせま

して，これ，単純に洋式化率だけで判断しますと，児童数が例えば龍ケ崎小学校なんてい
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うのは，トイレの数が多いわりには洋式化率が少ないです。ただ，児童数もだんだん減っ

てきていますので，洋式トイレ１カ所に対して生徒数が何人いるかというのを指標にしま

して，そういう割合で順番を決めております。 

 今回，そういうのがありまして，30 年度では松葉小学，長山中学を洋式化のトイレを増

やすわけでございます。それ以降についても順次，洋式化，児童数，洋式化に合わせて児

童・生徒人数に対する洋式化トイレの割合の低いところについて，順次やっていくように

考えております。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 とりあえず改修が必要と思われる学校というのは，あとどのくらいあるんですか。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 小学校では２校，あと 30 年度の松葉小を抜かして２つの学校です。中学校では 30 年度

の長山中を除いてもう１校です。中学校はあと１です。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。すみません。 

 引き続き，ちょっと年次計画でよろしくお願いいたします。 

 次に，149 ページの今年度の新しい新規の事業で，電子黒板タブレット端末を全中学校

に導入というところがあるわけですけれども，今回この使用料及び賃借料が冒頭部長のほ

うから説明があったようにばらされてしまって，どこにどこが行ったかというのが，なか

なか単純に比べられなくなりまして，とりあえずこの新しく始まる電子黒板タブレットと

いうのは，149ページの中学校教育振興費のほうにこれは入っているんですか。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 来年度，電子黒板タブレットを導入するのは中学校でございますので，149 ページの中

学校教育振興費の 14番の使用料及び賃借料の中の予算として計上しております。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 同じく部活動の大会の出場費で，30年度で 800万計上されているわけですけれども， 

これは昨年は 455 万で大分増えたかと思ったんだけれども，さっきの説明でもバスの賃借

代が移ったというようなことがありましたんで，この辺で今回計上されたところでは，ち
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ょっと仕組みも違ったような話を聞きましたんで，その辺の説明をお願いしたいんですけ

れども。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 部活動に対する支援としまして，県南大会，県大会に出場する場合のバスの運行費の一

部または全額を補助しているんですけれども，今年度までは，県南大会の場合は中学校の

管理費のほうのやはり 19番負担金補助及び交付金のほうで，バス運行費の３分２相当額程

度を補助金として支出しておりました。県大会に出場する場合は，同じ中学校管理費の 14

番の使用料及び賃借料のほうの予算で計上しまして，市の方がバスを借り上げて，学校に

使っていただくというような方法で県大会と県南大会で違った形の補助の仕方をしており

ました。 

 それを 30年度から，まず事業のほうとしては，中学校管理費ではなくて中学校教育振興

費のほうに組みかえまして，県大会の 14 番の使用料でこの予算のほうを全て 19 番の負担

金補助金のほうに移行しまして，県大会のほうも補助金として，学校のほうに補助すると，

そういう形で支援する形で組みかえたものでございます。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 そうしますと，この 800 万というのは，29 年度と比べてそんなに大きく増えた金額では

ないんですか。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 昨年ですと，県南大会分がたしか当初予算でいくと 405 万円，今回 800 万は県大会の分

も入っていますんで，県大会としては 395 万円が県大会の分として，14 番使用料から予算

を移行した分と考えられます。だから，合計と総額としましては，ほとんど同額の規模に

なっております。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 次いきます。 

 153 ページの文化財保護費のところの先ほど岡部委員のほうからも質問あって，市長か

らも答弁いただいた十六羅漢像の話で，大変貴重なものだということはよくわかりました

が，補正で４幅つくって，今回また４幅が 30年度予算で出てきましたんで，これ全部つく

ろうと思えば，まだ半分残っているわけで，その辺，ただ４幅で 566 万もするわけで，そ

の辺何か後の考えがあるのかどうかだけちょっとお聞きします。 

 

坂本委員長 
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 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 お答えいたします。 

 先ほども申し上げましたように，29年度４幅，30年度４幅という形で現在つくる方向で

考えております。今，おっしゃったように 16幅あるわけですので，残り８幅ございます。

幸いにいたしまして，所有者のご理解とか，関係各機関との協議というのは，すべてクリ

アしております。ですから，今現在が適時として捉えてございます。さらに，やはりこう

いった文化的な価値のあるものというは，16 幅全部そろって初めて一つの文化的な価値と

いうふうな考え方もございますので，今後とも次年度，31 年度以降につきましてはあれな

んですけれども，計画的に進めていきたいなというふうに考えております。もちろんお金

がかかることは，重々承知の上なんですけれども，今は一番適宜ではないかと考えており

ます。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 わかりました。 

 金額の問題，十分あると思いますけれども，確かに全部そろえば，それはすばらしいも

のだと思いますけれども，ちょっとそのほうの兼ね合いでよく検討はしていただきたいと

思います。 

 ちょっと最後の質問で，１点だけお聞きします。 

 153 ページの一番下の 01105700 の図書館管理運営費のところの委託料のところで，１階

和室の改修工事実施設計というのが残っていますけれども，この工事内容，どのようなこ

とを考えられているかについてお聞きいたします。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 お答えいたします。 

 図書館の１階入り口入りまして，左奥にございます畳のスペースご存じかと思います。

大体七，八坪かなと思いますけれども，こちらのほうを畳を取り外しまして，テーブル席

に改修するというのが今回の内容でございます。 

 最近のトレンドなんですけれども，やはり高齢者の皆様を中心に，和室よりもテーブル

席を望む声，これが図書館のほうにも数多く寄せられておりました。やはり日本人のライ

フスタイルもかなり変化してございまして，テーブル席のほうがいいという若年層の皆様

からもテーブル席増加要望があったというふうに報告を受けてございます。 

 30 年度につきましては，実施設計となりますので，正確ではございませんけれども，工

事が行われた後には，12 席ほどの席の増加が望めると期待しております。さらには，壁際

に書架のほうも多少は増やせるというふうに見込んでおりますので，図書館の管理にとり

ましても，あるいは利用者の皆様にとりましても大きなメリットが生まれるのではないか

というそういうふうに期待しております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 
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金剛寺委員 

 わかりました。 

 私も，和室よりテーブルにしたほうが人数的にも多く収容が増えると思いますんで，こ

ちらのほうがいいと思いますんで，ぜひお願いいたします。 

 私からの質問は以上です。 

 ありがとうございました。 

 

坂本委員長 

 宮田課長。 

 

宮田健康増進課長 

 すみません，先ほどの答弁のほうちょっと訂正させていただければと思います。 

 金剛寺委員さんからありました 97ページのがん検診の胃がんの内視鏡検診の対象者の数

なんですが，内視鏡検査だけを行う方が 10名と，内視鏡検査プラスリスク検査といってピ

ロリ菌の検査とかこれを行う方が 25名おりまして，合計で 35名でございます。 

 訂正させていただきます。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 すみません，私のほうも深沢委員の答弁で１つ訂正をお願いいたします。 

 就学援助費の中で，入学準備金の支給者数の質問があったかと思うんですが，先ほどの

答えでは 58人ということでお答えしたと思うんですけれども，これ小・中別でございまし

て，小学校，今の幼稚園の年長，今度小学校に上がる方が今回入学準備金として３月に受

ける人数が 41人で，中学校に入学する方で入学準備金を受ける方，現小学校６年生だと思

うんですが，その方が 59人でございます。 

 大変申しわけありませんでした。 

 

坂本委員長 

 ほかよろしいですか。 

 それでは，質問ほかにございませんか。 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 はじめに 79ページ，生活困窮者自立支援事業なんですけれども，２月末の登録人数が 24

人で，現在日常的に行っているのが９人だということなんですけれども，私の知っている

人も希望していて，なかなか学年が足りなかったかもしれないんですけれども，入れない

なんてお話も聞いていたものですから，このところもう少し市でも力を入れて，場所を増

やすというような考えが今後あるのかどうか，お伺いします。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

 

下沼社会福祉課長 

 今現在，無料塾につきましては，30 名定員程度でやっているわけなんですが，その中で

登録が先ほど 24名ということでお答えをいたしました。この事業が開始されました昨年度，
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28 年度当初２カ所をめどに実施していくということで始まったわけですが，結果的に，１

つの現在委託をしていただいているＮＰＯ法人になっております。ただ，場所が原則，非

公開という形にはなっておりますけれども，市内の中心部にありますので，今おっしゃら

れたように，例えば西部地区当たりにあれば理想なのかなとは思いますが，こちらにつき

ましては今後も請け負ってくれる方がいるかどうかも含めまして，いろいろと検討をして

いきたいと思っております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 ぜひ場所的にもたしか市内の中心部というお話は聞いていますけれども，利用者のあれ

を考えてみたら，必要かもしれないので，検討だけはしてほしいと思います。 

 それと，この学習支援事業の委託料の 368 万 8,000 円なんですけれども，この積算，何

に幾らというのがわかったら，ちょっと教えてください。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 委託料 368 万 8,000 円，その内訳となります。人件費としまして，約 169 万円，事業費

として約 172万円となります。この金額はいずれも消費税抜きの金額となります。 

 それぞれの主な内容でございますけれども，人件費につきましては，責任者やスタッフ

の報酬や交通費。運営費につきましては，ボランティア講師の交通費，事務用品などの消

耗品費，ボランティア保険料，駐車場の賃借料，子どもたちの送迎者車両のガソリン代な

どとなっております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 なかなか事業的にはすごくいいことしているんですけれども，今の金額聞いても何か，

ちょっともう少し事業をやっている方のお話を聞いてもいいのかなというような気もしな

いでもないんですけれども，ここをもう少し充実させていただきたいなというのが，ちょ

っと私要望しておきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次です。 

 85ページ，医療福祉事業の 01033400，単独でやっているこれマル福なんですけれども，

昨年から高校生が補助を受けられるようになっているんですけれども，この実績がわかっ

たら教えてくだい。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 高校生相当の医療費助成についてでございます。当市では，平成 29年４月より市単独事



64 

業として高校生相当までを対象に事業の拡大を図っているところでございます。平成 29年

４月から 12 月診療分まで９カ月分の扶助費の実績を申し上げますと，件数で１万 28 件，

額にしまして 1,906万 1,456円となっております。 

 具体的な内訳を申し上げますと，外来では件数で 9,991件，額にしまして 1,688万 1,163

円。入院では，件数で 37件，額にしまして 218万 293円を助成しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 ありがとうございます。 

 結構金額大きいのかななんていうふうに思いました。実は高校生行っている方がいまし

て，すごく大変喜んでいたものですから，お聞きしてみました。 

 次です。 

 87ページ，01034400放課後児童健全育成事業です。現在の利用者数をお伺いします。そ

れとクラスと指導員の数を一緒にお願いします。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 これ毎日のように変わっていますので，若干の誤差はあるかと思いますが，現時点での

数字を申し上げますと，在籍児童数が 1,052人，クラスは 27クラス，支援員の数でござい

ますが 115人という形になっております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 １クラス 40人前後が国の言っている基準なので，この点について確認したいんですけれ

ども，オーケーなんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 条例上の最低基準がございます。今，おっしゃっていただいたように１クラス 40人以下，

あと１人当たりの平米数も決まっておりますし，支援員の数も決まっておりますが，これ

につきましてはきちんとクリアしているというふうに理解しております。 

 以上です。 

 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 



65 

伊藤委員 

 国のほうで指導員について資格的なことがあって，学校の先生とか看護師さんとかと

様々なところがあるんですけれども，資格がない人について研修を行うようには言ってい

るんですけれども，当市の指導員の方たちの研修はどんなふうになっているんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 当然のことながら，適切なルームの運営，あるいはそういったもの関しましては，指導

員のスキルというものも大きな要因でございますので，今おっしゃったものも含めて適切

な研修，テーマを変えたりもしまして，常に年間を通じて行っております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 ありがとうございます。 

 それで，私がすごく気になっているのは，各ルームにおいて責任者の方がいなくて，回

しているという感じがしないでもないんですよね。それで，統一的に皆さん，話し合いの

機会を設けていると思うんですけれども，その辺の共通した意識に基づいて，そこのルー

ムを運営しているのかどうかということが気になるんですけれども，その辺の取り扱いに

ついてはどんなことをなさっているのか，お伺いします。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 全小学校 11校に全てルームを設置しておりますので，もちろん地域性もございますし，

ルームに来ていらっしゃる方の数も違いますし，いろいろな考え方の方もいらっしゃいま

すので，一概に申し上げることはできませんけれども，やっぱりそれぞれのルームの課題

というのは常日頃我々も把握しているというふうに認識しております。確かに主任制をと

っておりませんので，そういった形で責任の所在，そういったものなんか大きな，これま

での引き続きの課題というふうに私ども考えておりますので，今後も利用者にとって一番

いいのはどうあるべきなのかというのをまず考えた上で，その課題について課題をクリア

する努力は続けていきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次ですけれども，89ページの 01034820，これはちょっと質問しますよということは言っ

ていないんですけれども，これも子育て支援事業の単独分の委託料の子ども子育て支援事

業計画策定というのがありますが，この内容についてお伺いします。 
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坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 こちらの計画につきましては，現在の計画，こちらのほうが平成 31年度で期間満了にな

ることになります。したがいまして，平成 30 年度，31 年度の継続事業ということで委託

料のほう計上させていただております。 

 なお，30 年度につきましては，主にアンケート調査，それからそれの分析，こちらのほ

うの作業を予定しております。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 アンケート調査はどのようなところで配布して，何通ぐらいで配布するんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 現時点で具体的に何人とか，そういうことは決まってはいないんですけれども，アンケ

ートのモデル的なものが多分年度途中，12 月頃になるかと思うんですけれども，国のほう

から示されることになります。それに基づきまして，さらに市としての質問等を加えまし

て，アンケート調査を実施する予定です。 

 対象人数については，まだ今のところ未定ということでございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 わかりました。 

 それで，子ども子育て支援事業計画というのは，多分保育所のことについてもどれぐら

いのものをどの時期に立てようかというものがあると思うんですけれども，今龍ケ崎では，

小規模保育所というところでは，ゼロ歳から２歳児までの保育所が増えていくと思うんで

すよね。それですと，やっぱりその先がすごく心配なので，私個人としてはぜひ認可保育

所を含めたところも検討していただきたいというふうに要望しておきたいと思いますので，

よろしくお願いします。 

 141ページです。 

 01101400 障がい児教育支援費，深沢委員のほうから質問があったんですけれども，やは

りすごくこの制度，龍ケ崎は先進的に行って，すごくいい制度だと思っています。最近，

やはりいろいろな障がいの子どもたちが増えていると思うんですよね。それで，やはりそ

ういう子どもたちによりよく接するために研修が必要なんだと思うんですけれども，その

研修についてはどうなっているのか１点お伺いします。 

 

 

坂本委員長 

 小林課長。 
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小林指導課長 

 この現在，特別支援教育の支援委員については，ＮＰＯ法人３社のほうに委託をしてお

ります。こちら市としては，研修の機会等は設けていないのが現状です。ただ，学級に入

る担任の先生，あるいはその学校の担当の先生とは十分な支援計画，そちらのほうは十分

に持っていただいて，お子さんの支援に当たっていただくようにしておりますので，今後，

研修についてはちょっと検討していきたいというふうに考えております。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 なかなかやはり難しい問題だと思うんですけれども，その子にとって何がいいのか，さ

っきもお話がありましたけれども，そのことを重点的の考えていただくようにしていただ

きたいと思いますので，この研修のほうぜひ検討してくださるようお願いしまして，私の

質問終わりにします。 

 

坂本委員長 

 休憩いたします。 

 午後３時 15分，再開の予定です。 

 

【休 憩】 

 

坂本委員長 

 それでは定刻になりましたので，休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ほかに質疑ある方ございませんか。 

 油原委員。 

 

油原委員 

 予算書の 79ページ，地域福祉推進事業です。 

 小さな拠点づくりというようなお話，これはどのような経緯で，いつ発案に至ったのか

お伺いをいたします。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 お答えいたします。 

 社会福祉推進事業，この中の補助金，ふれあいのまちづくり事業，こちらの事業になり

ます。 

 社会福祉協議会では，地域福祉の拡充を目的として活動を進める上で，地域住民との関

係構築が重要なことだと位置づけをしております。そのためには，なるべく市民の方に近

い距離でコミュニケーションを図ることが大切であると認識をし，平成 23年に開設した下

町の中央支所に続く新たな活動拠店の設置を計画をしておりました。そのような中，以前

から佐貫地区より徒歩や自転車圏内で住民が集うことができるような場所ができないだろ

うかとの要望もあり，昨年夏前頃から新たな支所開設に向けた検討が始まりました。 

 候補地としましては，市内でもっとも西側に位置し，ＪＲ常磐線で分断され，人の往来

でも不利な状況にあることが今後の地域活動のモデル的役割が期待できるとともに，道の

駅構想により，広く注目も集まる地域であり，社会福祉協議会の認知向上，そちらも期待
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できるエリアとしまして佐貫駅西口エリアが選定されました。 

 その内容につきましては，10 月３日に開催されました社会福祉協議会の第３回理事会，

そちらにおいても議論がなされているところでございます。一方，市の方では 10月の庁議

におきまして，企画課より龍ケ崎市版小さな拠点づくり事業が付議され，審議されたとこ

ろでございます。 

 小さな拠点とは，地域における地域交流の活性化，地域支え合いの推進とともに，生活

サービス機能の維持・向上のために設置するもので，拠店の基本的な機能といたしまして

は，交流サロン的スペースの設置や健康づくり教室の開催などの地域交流機能，福祉や健

康などの相談窓口などの地域支え合い機能，行政や地域コミュニティーなどの情報提供な

どを行う生活サービス機能の３つがあります。 

 それらの機能は，これまで社会福祉協議会が培ってきた実績やノウハウが生かせるもの

でもあります。地域福祉に対する市と社会福祉協議会が共通の認識のもと，佐貫駅西口エ

リアに計画している新たな社会福祉協議会の支所の中で，今後の龍ケ崎市版小さな拠点づ

くりの本格的事業化に先立つモデル事業として展開していくとともに，社会福祉協議会に

おいて運営を行ってもらうということが承認されました。それを受けまして，中央支所の

交流サロン運営費に対する補助金も含まれておりますふれあいのまちづくり事業に対する

そちらの補助金を拡充する形で，社会福祉課におきまして 11月に新年度予算として計上し

ているものでございます。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 油原委員。 

 

油原委員 

 基本的に社会福祉協議会の上町，中央支所があります。それを佐貫の西口にもつくるん

だというような地域の要望があったということでありますけれども，一般質問では中身は

質疑になっちゃうんで，内容については聞かなかったんですけれども，ただ答弁の中で，

要するに小さな拠点だったものを市が政策的に小さな居場所，それから日常生活必需品と

いうか直売所的な，こういう様々な機能を持たせるというか，当然コミュニティーの部分

もあるんだろうというふうに思いますけれども，そういうものをつくるということである

ならば，やはり福祉部門，これ，社会福祉協議会との兼ね合いだから社会福祉課なんだろ

うというふうに思いますけれども，そういういろんな機能を持たせるということであれば，

総合的に政策的な部門である企画課が主体的になって，プロジェクト編成まではいかなく

ても，企画課が中心となって，関係各課が集まって，横断的な組織というかそのグループ

での取り組みというのが必要なんだろうというふうに思いますけれども，いかがでしょう

か。 

 

坂本委員長 

 川村副市長。 

 

川村副市長 

 この佐貫駅の西口につきましては，高齢化などの影響もあって確かに徒歩での日常生活

圏が狭くなっているということで，線路を越えて向こうに行くのはなかなか大変になって

きたというような声もあって，避難所であるとか，交流拠点とかそういった要望をいただ

いておりました。 

 避難所については，都市整備部のほうと災害協定を結んで，避難場所の提供とか物資の

提供とかトイレの提供とかやっていただけるんですが，この交流拠点だけがちょっと課題

として，これについては企画課のほうにお願いして，検討を行っていただきました。国に
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よる小さな拠点づくり事業というものもあるんですが，それとはまた違った龍ケ崎版の小

さな拠点づくり事業として検討を進めてきたわけであります。 

 市が事業主体としてやっていくつもりだったんですが，関係方の協議の中で社会福祉協

議会でもそういう支所的な計画があるということで，同じような方向性で合致するところ

もあるので，これについては社会福祉協議会の支所を前提として，そこに市が想定するよ

うな機能を追加していこうという考えで，予算的には今回は社会福祉課に計上させていた

だきましたが，今後の取り組みについては連携していきたいと思っていますし，今後，支

所的な機能のほかに交流のスペースであったり，健康づくりであったり，それから西口で

ありますので，当然今後，牛久沼とか道の駅の案内拠点にもなりますので，そういった意

味では，レンタサイクルとかサイクルシェアリングとか，案内ＰＲの窓口としても活用し

たいということで，今後については企画課のほうが中心になって，関係各課とも協議をし

ながら調整を図っていきたいとそのように考えています。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 油原委員。 

 

油原委員 

 今，答弁にもありましたけれども，この小さな拠点，実施案の，規模的にも立地的にも

社会福祉協議会が目指すものと合致をするという，社会福祉協議会の西口支所としての併

設というようなことで考えているんだろうと。そういうことで，社会福祉課に予算が上が

っているんだろいうふうに思いますけれども，そういう社会福祉協議会の西口支所という

ような観点から考えれば，やはり今後市内全体，多極型まちづくりというような言い方も

しておりますので，市内全体で市が進めるその他の小さな拠点というのでしょうか，龍ケ

崎版小さな拠点，これの政策的な方向というのはどのように考えているのか，お知らせい

ただきたい。 

 

坂本委員長 

 川村副市長。 

 

川村副市長 

 この龍ケ崎版の小さな拠点づくりの事業の基本的な要件なんですが，一定程度の定住人

口を有する地域であったり，それから高齢者の徒歩圏域において，生活必需品の日常的な

調達が難しいような地域とか，それから同地域において交流スペースが少ない，こういう

要件を満たすような区域というふうに捉えておりまして，基本的には，交流であったり，

支え合いであったり，生活サービス機能など地元の要望とか，地元の状況なんかも勘案し

た上で，実情に合わせた機能をつくっていくということで，この拠店を設置するに当たっ

ては，基本的には市街の土地利用構想でもありますような市内の４つの住宅系市街地を目

指していこうという考えは持っています。 

 なおかつ，この今回の事業をよく効果を検証した上で，将来的な事業展開に反映してい

きたいとそのように考えています。 

 あと，社会福祉協議会も本来的な役割というのはやっぱり地域福祉の視点が大事だとい

うふうに思っていますので，支所的な配置をして，ある程度地域担当職員というかプロバ

ーを配置して，地域の相談窓口になるというようなことも想定されますので，事業展開を

図っていく上では，社会福祉協議会とも十分協議して進めていきたいとそのように思って

います。 

 以上です。 
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坂本委員長 

 油原委員。 

 

油原委員 

 社会福祉協議会は地域福祉をどうしていくかというような，地域福祉がメーンなわけで

ありますから。 

 龍ケ崎のコミュニティーづくりというのは，地区コミュニティセンター，これ一つの拠

点として，それももう少し小さな拠点というのか，やっていくんだというようなことなん

だろうというふうに思います。 

 先ほど，社会福祉協議会の中央支所，上町の話が出ましたけれども，それぞれがどう評

価をするか，そんな人なんかいたのも見たこともないですよ。たまに入ってみると，同じ

人がいるとか。 

 でも，それを今，副市長が言ったように，地域支所の拠点としてどう生かしていくかと

いうことは，これからなんだろう。だから，企画も入れて，総合的にどう活用していくか

ということはこれからの課題として大いに研究していただきたいなというふうに思います。 

 159 ページ，まいんスポーツ健幸センターです。いろいろとお話がありましたけれども，

まず，健幸センターというかスポーツジムというのか，こういうこと市民の要望というの

はあったのかどうかお聞かせください。 

 

坂本委員長 

 北澤課長。 

 

北澤スポーツ・国体推進課長 

 まいんにつきましては，既存施設の利用形態及び公共サービスの見直しの観点から検討

がされてきたもので，市民の方からスポーツセンターにすることについての要望はいただ

ておりません。 

 

坂本委員長 

 油原委員。 

 

油原委員 

 まんが図書館，これの見直しというのは，私もよろしいのかなというふうにに思います。

それをどう生かしていくかと，それの跡地利用についてということで，まさしく縮充なん

だろうというふうには思いますけれども，基本的に，この健幸センター，改修して施設を

整えてということですけれども，コスト的にイニシャル，ランニング，先ほどクラブ・ド

ラゴンズに運営を委託していくんだということです。この部分だけは，私もいろんな形の

中でクラブ・ドラゴンズ，市の健康行政というかを担う一つのクラブですから，大いに育

てていくということは重要なんだろうというふうに思いますけれども，必要としない施設

をつくって預けるというのもまだいかがなものかなというふうに思うんですね。 

 そういう意味で，簡単にコスト的な話，イニシャル，ランニング，要するにあとは当然

使用料もとるんでしょうから，その辺についてお伺いをいたします。 

 

坂本委員長 

 北澤課長。 

 

北澤スポーツ・国体推進課長 

 たつのこアリーナのトレーニング室をちょっと例に挙げさせていただきたいと思います

けれども，たつのこアリーナのトレーニング室はランニングマシン６台やバイク５台など
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トレーニングマシンが 33 台，これにベンチ３台やダンベル一式などを合わせまして約

3,600万円がイニシャルコストとなっております。 

 ランニングコストにつきましては，トレーニング室には指導員２名を配置しており，緊

急事態や混雑時には，事務室にいる受付担当も応援できる体制をとっていることや，光熱

水費など全体経費として計上がされているため，トレーニング室に限ったランニングコス

トを算出することは難しい面がございます。 

 参考といたしまして，平成 25年度まで市の直営の時代ですけれども，たつのこアリーナ

のトレーニング室の運営を委託しております。そのときの委託料が年間約 1,250 万円とな

っておりますので，同様の額がランニングコストになるのではと考えられます。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 油原委員。 

 

油原委員 

 アリーナほどの大きさではないという話ですから，ただ基本的には施設整備であそこは

3,600 万円かかっている。これは多分５年やそこら辺でまた新しいものを入れるしかない

んで，ただ，毎年，毎年のランニングコストというのは 1,250 万円かかっているよという

ことです。 

 結構大きいお金がかかるわけですけれども，私お伺いしたのは，この健幸センター整備

事業にかかわってイニシャルはどのぐらいかけて，ランニングはどのぐらいで，使用料は

どのぐらい入ってくるのかということをちょっとお伺いしたんですが，その辺はまだやっ

ていないんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 北澤課長。 

 

北澤スポーツ・国体推進課長 

 詳細につきましてはまだ検討をしていない状況でございます。 

 

坂本委員長 

 油原委員。 

 

油原委員 

 あまり年中いっていることなんできつく言いたくありませんけれども，でも一つの事業

を起こすときには，どれだけ金かかって，どれだけの収入があってというようなことはや

っぱりそういうコスト計算はしないと，じゃ，果たしてその事業としていいのかどうかと

いうことですよね。 

 この跡地利用についてこうするんだというようなことの方向づけをする中では，そうい

うことは十分検討していただきたいなというふうに思いますし，日中は大体，高齢者とか

ちょっと時間のある方ですから，そういう方たちがそこでいろいろトレーニングをすると

いうことですけれども，やはり各コミュニティセンターでシルバーリハビリ体操とか，ヨ

ガとかいろんな教室をやっているわけなんで，そういうものの役割分担はそちらのほうで

いいのかなというような気がします。 

 せっかくあの中にあるんですから，逆に言えば，跡地利用として Match-hakoと言うんで

すか，創業支援でシェアオフィス的なこと。まさしくああいうのは，今の１階に持ってき

たってよかったのかなというような気がするんですね。ですから，商業というか，中心市

街地の真ん中ですので，やっぱりそういう意味では，そこら辺に結びつくような施設をつ
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くってほしいなというふうに思います。 

 いつも言っているところですので，これ以上はやりませんけれども。 

 終わります。 

 

坂本委員長 

 北澤課長。 

 

北澤スポーツ・国体推進課長 

 すみません，使用料も含めまして実施設計を進める中で，詳細については詰めていきた

いと考えております。 

 

坂本委員長 

 松尾部長。 

 

松尾教育部長 

 イニシャルコストとしては，冒頭の説明でも申し上げたとおり今後，機械器具，什器備

品等が必要になってくると思われますので，恐らく 1,000 万台でおさまるかなとは思って

おりますが，そういったものが今後予定されます。 

 そして，ランニングでございますけれども，主に建物の維持管理，光熱水費については

現状と大きく変わらないだろうとは思っておりますが，指導者なり管理をする人的なコス

トがやはり考えられます。人的なコストの一番影響を及ぼすのが営業時間になってくると

思われます。そうしますと，地域の高齢者等を中心の利用時間を想定すれば，比較的人件

費が抑えられるのかなと，逆にフルで考えてしまいますと，非常に人件費もかかりますし，

逆に既存のたつのこアリーナのトレーニング室や民間事業所との役割分担という意味で，

ちょっと難しい問題がありますので，営業時間については比較的高齢者の方々が日中に来

るような時間帯を中心にしていければと思っております。 

 それから，使用料ですけれども，こちらについてはやはりたつのこアリーナのトレーニ

ング室の利用料金等を参考にさせていただいて，今後，検討させていただきたいというふ

うに思っております。 

 

坂本委員長 

 油原委員。 

 

油原委員 

 部長からまた課長からいろいろとお話がありました。一つの事業をやるときに，それは

もう終わっている話なんですよ。今からやろうというようなことの中で，これをやるんだ

なんて話はいかがなものかなというふうに思いますが，今後のご努力にご期待を申し上げ

ます。 

 

坂本委員長 

 それでは，ほかにございませんか。 

 後藤敦志委員。 

 

後藤（敦）委員 

 それでは，私も今のところを続いてお聞きしたいんですけれども，まいんスポーツ健幸

センター整備事業です。 

 部長のご答弁で，小規模短時間なんだというところと，今の油原委員への答弁で，既存

のたつのこアリーナや民間とのすみ分けが難しいというようなお話があったんですけれど
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も，まずそこでお伺いしたんですけれども，市内の民間事業者さんは既にやっているとこ

ろもありますし，これから龍ケ岡のほうにもできるということで，実際に市内のこういっ

たフィットネスジム経営されている事業者さんからのヒアリングというのはしているんで

しょうか。 

 

坂本委員長 

 北澤課長。 

 

北澤スポーツ・国体推進課長 

 民間事業者からのヒアリングは行っておりません。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤（敦）委員 

 ちょっと規模は大きく違うんですけれども，最近話題になっているのは，奈良の橿原市

役所ですよね。市役所庁舎を新築して竣工したんですけれども，140 室のホテルを併設し

て，格安の賃料で出しているわけです。実際問題そこ，民業圧迫だということでかなり問

題になっていまして，考えてみますと，2014 年にその事業動き出したみたいなんですけれ

ども，庁舎とホテル併設するというの。その時点で，市内の民間事業者３事業者が実際に

140 室以上の新規投資を考えていたんですね。リニューアルであるとか，新規にホテルを

開業しようとしていたんですけれども，結果，市役所がホテルを 140 室併設したことによ

って，その全ての事業は頓挫したんですよ。 

 要するに，市がそのホテルを整備しなければ民間がやっていたんですね。ということで，

今テレビなんかでも多分皆さんご存じだと思うんですけれども，すごく小さいことなんで

すけれども，小規模短時間だから既存とのすみ分けだという説明だったんですけれども，

高齢者向け小規模短時間，これって今，名前出しちゃうとカーブスさんてまさにこれです

よね。もう本当，近隣市町村でも各市町村に茨城県の１個ずつあるぐらい，30 分でコンビ

ニフィットネスなんて言って。これ，まさに民間が頑張っていてやっている分野ですよ。

真っ向から当たるわけですよね，今回の。お聞きしているとこのまいんスポーツ健幸セン

ターというのは，カーブスさんの事業と真っ向から当たるわけです。カーブスさんは女性

限定ですから，男性が見られていないというのかもしれないんですけれども，カーブスさ

ん，これ本当にすごく伸びていて，本当千何百事業所が今あって，それに倣ってそれの男

性版をなんていって，中堅のフィットネス業者が全国展開を図ろうとしていたりとか，民

間はそうやっているところなんですよ。 

 だから，本当，完全に僕，民業圧迫といいますか，役割分担できないなと思っているん

です。なので，ちょっとその辺はしっかりと既存の民間の事業者さんの，市民からの要望

もなかったということですし，市民の方の利用意向というのも聞いていただきたいですし，

民間事業者の声というのもまず聞いた上で，事業をするかどうかというのを検討していた

だきたいと思います。 

 あと，次の質問にいくんですけれども，場所が市内の中心部にあっていいというような

お話だったんですけれども，対象としては，市内全域の方に来ていただくようなイメージ

で考えていらっしゃるんでしょうか。 

 

 

坂本委員長 

 松尾部長。 
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松尾教育部長 

 主に龍ケ崎市街地の高齢者など地域の方の利用を想定いたしております。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤（敦）委員 

 地域の方ということですよね，駐車場等々を考えると，やはり市内全域の方を対象には

できないなと思うんですけれども，これまでのまいんというのは，まんが図書館のほうは

市内全域から来ていただいて，その流れで回遊していただくような目的で設置された施設

だったわけですよね。それとは全く考え方は変わってしまうというような理解でよろしい

んしょうか 

 

坂本委員長 

 松尾部長。 

 

松尾教育部長 

 地域の高齢化率の進展等を勘案したものでございます。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤（敦）委員 

 そうしますと，だんだん特に今，龍ケ崎市外部が高齢化が高いということなんですけれ

ども，近い将来各市内全域高齢化率が高くなっていくというと，小さな拠点の話じゃない

ですけれども，各地域にこういった行政がコンビニフィットネスのジムを各地域に整備し

ていくようなイメージを持たれているのでしょうか。 

 

坂本委員長 

 松尾部長。 

 

松尾教育部長 

 先ほども申し上げたとおり，民間との役割分担という観点で考えますと，民間の施設が

ないのがこの龍ケ崎市街地ということになります。そういったことを勘案してのことでご

ざいます。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤（敦）委員 

 ルネサンスがなくなってしまったということもあるとは思うんですけれども，この分野

というのは，やっぱり先ほどもお話ししたようにすごく民間で伸びている分野で，今後，

だって民間の出店意欲があるかもしれない段階だと思うんですよね。まだ，民間ができな

いから行政がやるというような段階ではないと思うんです。 

 だからやっぱり私は，今ここでやるべきなのかということは，もう一歩ちょっと立ちど

まって考えていただきたいと思いますし，やはり完全に役割分担はできていないなとは思

っていますので，再度，検討していただきたい。もう予算出てきてしまっているんですけ

れども，しっかりと民間事業者や市内の高齢者の皆さんの意向の調査などをまずはしてい
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ただきたいなと思います。 

 この件については以上です。 

 次に移ります。 

 ちょっと戻るんですけれども，先ほどからお話のあった 79 ページの 01030900 生活困窮

者自立支援事業です。 

 委託料の学習支援事業の中で，先ほど伊藤委員からご指摘があったように，人件費の部

分見れないのかなというところで，私お聞きしたいんですけれども，これ国のほうの生活

困窮者自立支援法の支援メニューの中で，国庫負担金がある事業ですので，その辺，この

学習を教えてくださっている方に人件費を支払うということは難しいんでしょうか，その

辺わかれば教えていただけますでしょうか。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 こちらの事業は国の補助事業にもなっております。手元に詳しい補助要綱等ございませ

んので，その部分，何とも申し上げられない部分がございますけれども，もし対象となる

ものであれば，要綱等確認の上，検討はしていきたいとは思います。いずれにしましても，

国の交付要綱，その中身を確認していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤（敦）委員 

 そうですよね，国の交付要綱に合致すれば，まずぜひその人件費の部分を見ていただき

たいなと思うんですけれども，私やっぱりお聞きした中で言うと，今年度も教育委員会さ

んのご配慮のおかげで，各学校に募集の紙を出していただけたそうで，30 人ぐらいは希望

があったと。ただ，実際には，ボランティアの方の対応ができないということで，基本高

校受験を控えた中学３年生を優先にして，10 名程度は今待っていただいているような今年

度の状況だということをお聞きしています。 

 そういった中で，ボランティアをしてくださっている方，基本的にはこの委託料の中で

は交通費しか見ていないんですよね。ただ，実際には，高校生とか大学生のボランティア

さんもたくさん来てくださっています。この団体としては，そういった高校生や大学生の

ボランティアの方には，謝礼を出しているわけですよね。その謝礼どこから出しているか

というと，ＮＰＯのスタッフの人件費を削って，そっちに回している状態なんです。 

 あと，お聞きしたのが，ちょっとうろ覚えなんですけれども，阿見町とかでもやってい

ますよね，この団体，学習支援。社協のほうで同じような無料塾をやりだして，そっちは

ボランティア募集で，有償ボランティアで時給しっかり払ってボランティアを募集しだし

たそうで，そうすると，そちらの団体のボランティアが全く集まらないそうなんですよ。

という状況が起きているんですね。 

 だから，やっぱりこんな大事な事業を無償のボランティアさんだけの善意で続けていけ

るわけがないし，それだけで全ての困っている子どもさんたちを助けることは絶対できな

い。今だって足りないわけですよね，先ほどもう１カ所という話もありましたし，２カ所

だって足りないと思います。そういった点で言うと，学習ボランティアといいますけれど

も，しっかりと学習支援をしてくださる方たちには，賃金を払って手当てをして，しっか

りとそういった人材を確保していった上で，やっていく必要があると思っていますので，

ぜひ補正ということもできるのかもしれないですけれども，わからないですけれども，そ
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の人件費の部分をぜひ見ていただけるように検討していただければなと思います。 

 次の質問に移ります。 

 最後なんですけれども，159 ページの，すみません，戻っちゃうんですけれども，

01106800 学校給食運営費です。これ，午前中のご説明の中で，給食費を直接徴収するよう

な形にしていくというようなお話あったんですけれども，具体的にいつからどのような形

で学校給食費の徴収を，私まだ完全な公会計化ということで，質問をさせていただいたん

ですけれども，その辺の詳細を教えていただけますでしょうか。 

 

坂本委員長 

 神永所長。 

 

神永学校給食センター所長 

 お答えします。 

 学校給食につきましては，これまで各学校ごとに学校長が徴収業務を行っておりました。

それを今お話のとおり，市に直接納入していただくということなんですけれども，これに

関しましては，平成 31年度から実施する予定でございます。 

 そのことにより会計の公正，透明性を確保して，厳正な徴収管理を行ってまいりたいと

思っております。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤（敦）委員 

 具体的な徴収には，コンビニ納付とか銀行で納付できるような納付書みたいな，市税と

同じような納付書みたな形とか口座振替とかそういった形になるんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 神永所長。 

 

神永学校給食センター所長 

 現在，先ほども徴収業務については学校長が徴収しているということですので，それに

関しまして，口座振替を優先的に実施したいというふうに考えております。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤（敦）委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 そこでちょっと給食費以外のところで，その辺も大きいわけですよね，その他の学校納

付金みたいなところの徴収の部分というのは検討はどのようになっているんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 松尾部長。 

 

 

松尾教育部長 

 給食費については，給食センターでお答えできるんですが，それ以外のいわゆるクラス

でいろいろ授業で使うもののほかにＰＴＡ会費ですとか，複数あります。そうしますと，
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実は，公金ばかりではなくなってきますので，一体で徴収をするような動きにはなりつつ

あるんですが，実際にやろうとすると，公金と準公金でいろいろあって，非常に管理取り

扱いが難しいものがありますので，これについては研究をさせていただきたというふうに

思っております。 

 

坂本委員長 

 後藤委員。 

 

後藤（敦）委員 

 はい，ありがとうございました。 

 一般質問したときにも，千葉市の事例なんかもご紹介させていただいて，千葉市は準公

金もやっていくんだというような方向で，30 年度からでしょうか，やっていくということ

だったので，そういった先進事例なども研究しながら，ぜひ。 

 本当に教員の皆さんの多忙化改善という点で言えば，給食費のところよりもほかのその

他の学校納付金のところというのが大きいんでしょうから，その辺もぜひ，少し難しいの

かもしれないですけれども，しっかりと検討していっていただければなと思います。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 杉野委員。 

 

杉野委員 

 重ねて申しわけないんですが，159ページのまいんスポーツ健幸センター整備事業，ダ

ブらないようにしたいと思いますけれども，やっぱり民間のやる仕事と行政がやる仕事を

はっきり分けていただきたいなと。 

 それで，アリーナのいわゆる場所については，行政がしっかりと相当お金をつぎ込んで

サービスしているわけですよね，行政サービスとして。その中で，実際にはやっぱり採算

合っていないですよね。合っていれば，合ってるというふうに言っていただきたいと思う

んですけれども。 

 そんな中で，上町のもと常陽銀行，今，商工会ありますけれども，そういう場所で高齢

者対象にと言うけれども，あのまちは市街地，私もあそこに住んでいましたから，今はも

う80前後の人が多いですよ。できないですよ，あんなジムなんて。殺されちゃいますよ。

一番感心あるのは，やっぱりこれから弱っちゃった場合どうするかなと，そっちのほうな

んですよ。 

 

〔「あそこを特老にすれば」と呼ぶ者あり〕 

 

杉野委員 

 特老いいんですよね。それはそれとして。 

 それで，もしこういった事業をなさるんであれば，あの場所を業者にやらせればいいで

しょうよ。賃貸するんですよ。賃貸をすれば何も損することもないし，向こうのリスクで

すから。そんなふうに考えていかないと，こういう施設がどんどんできてきちゃうんです

よ。それの損失が相当出てきちゃうなと。 

 これは何が原因かというと，やっぱりスポーツ健幸日本一と，スポーツのほうに寄っち

ゃっているなと。もっと……，これ以上言いません。特養という話も出ましたので……。 

 

     〔「予算審議だから予算のことを審議しないと」と呼ぶ者あり〕 
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杉野委員 

 ちょっと待って。だから，この事業については慎重にやらないと大変だなと思います。 

 それと，79ページのふれあいまちづくり事業，先ほども一委員から指摘ありましたけれ

ども，これはもう総合的に考えてくださいよ。ぽつんぽつんとやられたんじゃ，何かわか

らないうちにどんどんふえちゃうと。それから，ほかの箇所からも不公平だと，俺のとこ

ろにもつくってくれとかそういう話になりますので，ぜひともその辺の枠ができてから予

算計上してください。 

 以上です。お願いです。 

 

坂本委員長 

 答弁はよろしいですね。 

 それでは，石引委員。 

 

石引委員 

 私もかぶせちゃうんですけれども，よろしくお願いします。 

 まず最初に，79ページのふれあいのまちづくり事業で2,204万6,000円計上されているう

ち，佐貫駅の西口という，先ほど社協でやるといったお話の予算額は1,259万2,000円とい

うところでよかったんですか。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 1,259万円が西口支所にかかわる運営費ということになっております。 

 

坂本委員長 

 石引委員。 

 

石引委員 

 この予算の内訳というのは，どうなっているんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 1,259万円の内訳でございますけれども，人件費や施設管理費などの運営費としまして

約218万円，備品購入費としまして約670万円，用地賃借料として約15万円，施設整備費と

して約347万円となっております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 石引委員。 

 

 

石引委員 

 もう，場所は大体選定されているんですか。 
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坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 現在佐貫駅西口ロータリーそばにある，現在空き店舗となっている場所を候補地として

想定をしております。 

 

石引委員 

 大体そこの候補地はわかるんですけれども，かなり古い建物なんですが，あの建物をそ

のまま活用して今回活用しようとされているんですか。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 空き店舗のほうを直接借りて使用するということではなく，空き店舗の所有者からは，

ことしのゴールデンウイークあけ，その時期をめどに更地に予定すると伺っております。

その土地を社会福祉協議会が借用し，その場所に設置をする，そのような予定となってお

ります。 

 

坂本委員長 

 石引委員。 

 

石引委員 

 そうすると，社会福祉協議会のほうで建物を建設するという感じですか。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 はい。社会福祉協議会のほうで設置をするということになります。 

 

坂本委員長 

 石引委員。 

 

石引委員 

 そうすると市で負担するというのは，大体，今回計上されている1,200万ぐらいが毎年

計上されるということになるんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 下沼課長。 

 

下沼社会福祉課長 

 今回1,259万円計上はしておりますけれども，こちらにつきましては，新年度予算要求

時に想定される最大限度，そちらの試算で計上したものでありまして，今後補助金の支出

を執行する中では内容を精査していきたいとは考えておりますが，先ほど申し上げました

備品購入費，これらにつきましては次年度以降は発生はしない，そのようになっておりま

す。 



80 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 石引委員。 

 

石引委員 

 ありがとうございます。佐貫の方たちも，そこにできるとなると割と喜んでいる声は多

かったので，建設，市でしちゃうのかなとちょっと心配していたものですから，それが社

協のほうで建築するということであれば，さっき副市長が言っていたみたいに道の駅の案

内所の役割ですとか，いろいろ活用はできると思いますので，ぜひよろしくお願いします。 

 またかぶせちゃいますが，次は159ページ，お願いします。 

 まいんスポーツ健幸センターの整備工事です。 

 まず，この4,511万2,000円の内訳をお願いします。 

 

坂本委員長 

 北澤課長。 

 

北澤スポーツ・国体推進課長 

 工事費の内容なんですけれども，これ，実施設計が終わらないとなんですけれども，今

のまんが図書館となっている部分を全て撤去しまして，その中に２から４名が配置できる

事務室とあとトレーニングルームの部屋，それからロッカー室，シャワー室，男女各１部

屋を設置する内容でございます。 

 

坂本委員長 

 石引委員。 

 

石引委員 

 ありがとうございます。 

 先ほどから多くの議員，話していましたけれども，まず市民からの要望がなく，地域の

高齢者の運動，スポーツ日本一を目指すために高齢者のためのスポーツ施設ということだ

ったんですが，私，この話ちょっと聞いたときに，まんが喫茶はもうちょっと10年ぐらい

前から下火になっているので，そこを何か活用したいという話は聞いていまして，スポー

ツ施設にするんだというのもちょっと聞いていたんですけれども，スポーツ器具が入ると

は余り思っていなかったんですね。 

 その理由は，やはり高齢者は，先ほど杉野委員もおっしゃっていましたけれども，使う

方いらっしゃるのかなというのと，あと，そういう小さな施設でスポーツの備品，器具が

入ってトレーニングルームというのは，確か15年か20年ぐらい前に一時はやって，そうい

う施設はすごく多かったんですけれども，やはり半年，１年過ぎると，誰も活用をされて

いないというスペースはすごく多くあったんです。なので，その部分ではどうかなとちょ

っと思っていまして。 

 あと，先ほどのカーブスの話していましたけれども，カーブス，なぜあれが利益が出て

いるかというと，シャワー室つくっていないからなんです。シャワー室つくらないことに

よって人件費も削減しているし，設備費とかも減らしているので，利益があそこは出てい

るんです。なのでカーブスと似たようなという考えなのであれば，シャワー室をあえてつ

くる必要はないかなと話をちょっと聞いていて思いました。 

 そもそも，私，まいんに何の恨みもないんですけれども，あの建物，結構古い建物です

よね。そこにこれだけの工事をかけて，去年はたしか外壁か何かを改修していたと思うん

ですけれども，耐震性の問題も多分あると思うので，そのビルにわざわざ4,500万かけて
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やる必要性があるのか，市民のニーズもあるのかと考えるとどうなのかなと思うんですが，

そこら辺は検討されましたでしょうか。 

 

坂本委員長 

 松尾部長。 

 

松尾教育部長 

 まず，建物ですが，50年以上経過しております。それで確かに老朽化は進んではいるん

ですけれども，一方で長寿命化の対策もしております。特に昨年インキュベーション施設

をつくるに当たってさまざまな取り組みをしておりますので，それとセットで考えると，

まだ使えるのかなというふうに思っております。 

 それから，一つご理解いただきたいと思うことがあります。市民の多様なスポーツの受

け皿を整備するという観点では，総合型地域スポーツクラブの振興，育成というのは非常

に大切だと思っております。そういう総合型のクラブを振興，育成するに当たって，単に

補助金等を出せばいいのかということは，そうではないと思っております。やはり自主性，

主体性を持った事業展開をしてもらう，その財務基盤を築くにも，市の例えば施設を管理

運営していただいたり，そこで市の事業を交付金事業としてやってもらうというものをセ

ットでやはり考えていかないと，なかなかこの総合型のクラブというのは育っていきませ

ん。そういう観点もこの事業の中には含まれているということは，ぜひご理解いただきた

いと思います。 

 

坂本委員長 

 石引委員。 

 

石引委員 

 ぜひ，ご理解いたしました。ご理解したんですが，場所はどうなのかなというところが

クエスチョンはあります。 

 

坂本委員長 

 松尾部長。 

 

松尾教育部長 

 まず，先ほどカーブスに似ているんではないかというお話があったんですけれども，実

は，トレーニングマシーンの話が先に出てしまって誤解を与えてしまっているんですが，

一番広いスペースはいわゆるスタジオ，いわゆる多目的のスペースで，こちらでは，他の

課，他の部の事業と連携をしていきたいと説明を申し上げましたが，その元気アップ体操

ですとか貯筋ですとか，もろもろも含めてそういったものの指導にも活用してもらいたい

なというのと，それからそういうトレーニングマシーンを置きますけれども，そんなにた

くさん置くようなことにはならないと思います。 

 そして，ここはＮＰＯで指定管理をしていただこうということを想定をしておりますけ

れども，当然そのＮＰＯの事務所にもなりまして，ＮＰＯはここだけで事業を展開してい

るわけではなくて，実は流経大の施設や，あるいはたつのこアリーナスタジアム等も含め

ていろいろ展開をしている，そこの事務局の拠点となるということにもなってくると思っ

ております。そうなってくると，市の事業としては比較的短い時間なのかもしれないです

が，あいた時間は自主的な事業の展開も考えられますので，そういったものをトータルで

今回考えていきたいなということで，こういう提案をさせていただいております。 

 

坂本委員長 
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 石引委員。 

 

石引委員 

 ありがとうございます。多分，本当に議員の皆さん，スポーツ器具が一面に敷き詰めら

れたようなイメージをすごく持っていたと思うので，どうなのという，ここら辺も「どう

なの」とずっと言っていたんですけれども，そういうスペースをすごく活用していただく

ということであれば，でも，もうちょっと資金的には予算を抑えてやっていただいたほう

がいいかなと思います。さっき言っていたシャワー室とかも絶対要らないと思いますし，

なぜなら，基本高齢者の方，汗だらだらかくほどやらないし，地域の方がメーンであれば

歩いて帰れるので，シャワー室は要らないと私は思います。 

 なのでなるべく，部長の言っていた趣旨はわかったので，コストがかかり過ぎないよう

にこれちょっと検討していただければなと思います。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 椎塚委員。 

 

椎塚委員 

 かぶせようと思ったんですけれども，石引委員に刺激されまして，ちょっと私も１点だ

け。 

 153ページの図書館管理運営費の中の防犯カメラについてなんですけれども，ちょっと

一言言っておかないと気が済まなかったものですから，すみません。 

 年間2,000冊ぐらいなくなるという話なんですが，１日単純に五，六冊ずつなくなって

いるわけですね。年間で額にすると300万ぐらいの金額になるはずです。そういう意味で

は市の財産ですから，やはりそういう意識をしっかり職員の方にも持っていただいて，ま

ず，これ問題は，表現がわからないんですけれども，もう持っていっているという感覚が

恐らくないんです，当事者。恐らくないんです。当たり前のように自分の持ち物のように

持っていってしまう。これは常習者，一般論ですからね，あくまで皆さん，一般論で言い

ますけれども，恐らく毎日来ているような常習者がいらっしゃるはずなので，犯人を捕ま

えるためのものではないということでおっしゃっていましたけれども，それはそれで当然

だと思うんですけれども，ただ何もしないということであれば，毎年，毎年，数百万ずつ

財産がなくなっているということですので，ちょっとその辺の意識づけはしっかりちょっ

と持っていただきたいなというふうに思います。 

 そして，もう一点，ちょっと参考意見として言わせていただきますと，和室の部分をこ

れから改修工事の実施設計をするということであるんですけれども，例えばレイアウトを

変更することによって死角が減るということで，これは何と言うんですか，万引きとは言

わない，何というんでしょうかね，ちょっとわかりませんけれども，自分の興味がある記

事だけを持っていってしまうというのも同じことだと思うんですけれども，やっている当

事者は本当に多分罪の意識ないと思いますので，だからそれが逆に怖い部分なので，レイ

アウトを変更することによってもその辺が防御できる部分もありますので，実施設計に当

たっては，もし可能であれば，その辺のレイアウトというのも考えてみる価値はあるんだ

と思いますけれども，その辺はいかがですか。 

 

 

坂本委員長 

 大野課長。 
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大野生涯学習課長 

 ありがとうございます。当然のことながら，そういったものも含めて実施設計に臨みた

いと思いますけれども，やはり余り疑いの目だけで見てしまうのも図書館の性質としてい

かがなものかと思います。そこら辺は非常に悩ましい部分でもあります。やはり笑顔で来

て，笑顔で帰っていただくのは一番望ましいことですので，最初からそういった違う目で

見てしまうというのは，ちょっと余り望ましくないのではないか。 

 ただ，実際問題，今おっしゃったように2,000冊以上，2,500冊という話もありますが，

なくなってしまうことも事実ですので，そこら辺のところはきちんと可能な範囲で対応し

て，笑顔で来て，笑顔で帰っていただけるための方式を今後とも検討していきたいと思い

ます。 

 実施設計に当たりましては，検討課題に加えさせていただきたいと思います。 

 

坂本委員長 

 椎塚委員。 

 

椎塚委員 

 課長がおっしゃるとおりで，確かに疑いの目で見てしまうとなかなか難しい部分ありま

すので，目的はもちろんそういうことではないということは重々承知していますけれども，

ただ，図書館の皆さんにも意識づけをしていただけるような作業はしていただきたいなと

いうふうに思います。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 ほかにはございませんか。 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 すみません，１点だけお聞きしたいんですけれども。 

 143ページの教育センター活動費なんですが，先ほど金剛寺委員のほうからも質問あり

ましたが，９名のお子さんが今いらっしゃっているということで，小３，１名，中２が１

名，中学３年生７名ということで，この中学３年生の７名の方。さっき金剛寺委員が，進

路とか聞きたかったとおっしゃっていましたが，この７名の方の進路はどのようになって

いますか。 

 

坂本委員長 

 辻井所長。 

 

辻井教育センター所長 

 現在決定している子は１名です。その子は千葉県の高校のほうに決まりました。それ以

外の子は，今，茨城県の県立高校を今週受験していますので，決まってはおりません。来

週の結果待ちということになっています。 

 

坂本委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 では，その６名の方が全員，茨城県の県立高校を受験されているんですか。 
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坂本委員長 

 辻井所長。 

 

辻井教育センター所長 

 そうです，はい。 

 

坂本委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 それはすごくいいことだなと思います。 

 卒業式も控えていますし，その７名のメンバーは卒業式に出られそうですか。 

 

坂本委員長 

 辻井所長。 

 

辻井教育センター所長 

 今のところ出られるかなとは思うんですが，やっぱりお子さんによっては，会場の中に

は行けるんだけれども檀上で校長先生からもらうところまでは自信がないと，そういうわ

けなので，おうちの方の席のほうでまず見学をして，午後から校長先生に直接別室で受け

取るとか，それも，教育センターの相談員もやっぱり非常に大事な時期だというのは重々

あれなので，学校とも本当に密に連携をとりながら，今日はちょうど予行練習なんかも中

学校のほうはある日なので，そのサポート的についていったりとか，なるべく檀上で校長

先生からいただければ一番いいんですけれども，一応参加の予定ではおります。 

 

坂本委員長 

 山宮委員。 

 

山宮委員 

 ありがとうございます。受験することもできて，ここまで面倒を見てくださって，子ど

もたちを本当に引っ張ってくださって，真心で接していただいたことにすごく感謝申し上

げます。この教育センターで救われている子がたくさんいらっしゃるので，無理のないよ

うに，これから先の人生のほうが長いので，今まで接していただいた，今までの対応して

いただいたままで結構だと思います。本当にありがとうございます。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 すみません，１点だけです。 

 93ページの01035900公立保育所の管理運営費です。報酬が前年度より多くなっているん

ですけれども，その理由についてお伺いします。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 
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服部こども課長 

 すみません，今聞き逃してしまいまして，公立保育所管理運営費の何が多くなっている

と……。 

 

伊藤委員 

 報酬です。１番の報酬。 

 

服部こども課長 

 すみません，失礼しました。 

 こちらにつきましては，嘱託員のまず賃金が100円アップしております。今まで時給

1,000円だったものが1,100円。それから，これは予算的には変わりませんが，144人定員

のうち，さらに待機児童解消のための保育士さん，それから看護師さん，７人分と看護師

さん１人分，こちらのほうが入っております。ですから時給が上がったというのが一番大

きいです。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 それで，保育施設を拡張しましたよね。もとのプレハブのところを拡張しましたよね。

その部分について使用できるようにということで，保育士さんがなかなか集まらないとい

うことだったんですけれども，その辺の計画についてはどんなふうになっていて，４月か

らはちゃんと開設できるのかどうか。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 今，お話がありましたとおり，29年度に多くのお子さんを受け入れたいということで，

渡り廊下の改修とか備品の整備を行ってまいりました。しかしながら，その７人の保育士

さんを募集したんですけれども，いずれの応募もなかったということで，29年度は拡大す

ることができなかったと。 

 30年度，先ほどちょっと触れましたけれども，賃金100円だけ上がったんですね。この

100円で果たして人が集まるのかというのは非常に難しいところはあるんですけれども，

もちろん近隣の状況と比べても決して十分な金額とも言えないかと思います。ですから，

保育士さんが集まらないとお子さんの受け入れ，拡大できないという問題がありますので，

引き続きハローワーク，それから有資格者の方に声かけなんかはしていく必要があると思

っております。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 やはり保育士さんのそういった報酬が低いんだと思うんですよね。それを私も一般質問

で，やっぱり保育士さんそのものの働く給料を上げるしかないというお話もしていたんで

すけれども，やはりこのことについては，せっかく場所があって，しかも待機児童がいる

んですよ。私の近所の人も入れなくて，パートだからとあきらめましたけれども，でもそ

れでも困ると，こういう実情がありますので，もう何というんですか，やっぱり給料を上
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げるところにやはり目を向けてほしいというふうに思いますので，ぜひお願いしたいとい

うところで終わりにします。 

 

坂本委員長 

 ほかにありませんか。 

 札野委員。 

 

札野委員 

 福祉でお願いします。 

 まず，41ページの0061，太陽光発電余剰電力売払収入で，城西中につけた太陽光発電で

60万ぐらい上がっているんですけれども，場所はどこに設置して，何キロぐらいのものが

ついているのか教えていただければと思っています。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 城西中学校のついている場所は屋上でございます。これ何年か前に大規模改修工事をや

ったときにつけたものでございまして，この予算額の算定としましては，売電量は約１万

5,400キロワットアワーを想定しています。単価が38.88円ということで，大体総発電量の

３分の１を売電すると，３分の２は消費しちゃうという形です。 

 

〔「設備」と呼ぶ者あり〕 

 

飯田教育総務課長 

 設備の発電量はちょっとすみません，今，資料がないので。恐らくこの市役所は10キロ

ワットなんで，それより大きいんで20キロワットか30キロワットがついていると思うんで

すけれども。すみません，確定じゃないです。 

 

坂本委員長 

 札野委員。 

 

札野委員 

 おぼろげにコストなんか，わかりますか。その設置コスト。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 すみません，今，資料ないんで，今現在ちょっとわかりません。後でお知らせします。 

 

坂本委員長 

 札野委員。 

 

 

札野委員 

 では，資料がなければいいです。こういった設備がほかのところにもついていけるんで

あれば，もっと期待が持てるかなというふうに思っただけです。 
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 では，続きまして，87ページの自転車なんですけれども，幼児２人乗りの自転車の購入

費で補助金をつけていただけるということで，20万。何台対象で考えているのか教えてく

ださい。 

 

坂本委員長 

 服部課長。 

 

服部こども課長 

 この補助事業につきましては，上限が４万円となっております。ですから予算計上させ

ていただきましたのが４万円掛ける５台という状況でございます。 

 

坂本委員長 

 札野委員。 

 

札野委員 

 ありがとうございます。しっかりとＰＲもお願いします。 

 引き続いて質問させていただきます。 

 147ページの小学校施設整備事業の15番の工事請負費，川原代小学校のキュービクル改

修工事なんですけれども，キュービクルを入れかえるということは，何かほかの続く工事

があるんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 耐用年数が一応過ぎているということで改修するんですが，今後予定されています特別

教室等へのエアコン設置時に改修が必要になりますので，改修というか増量というんです

か，それも関係しまして，今回老朽化とあわせて先行して改修するものでございます。 

 

坂本委員長 

 札野委員。 

 

札野委員 

 わかりました。了解です。 

 それでは，最後に，155ページの図書館管理運営費なんですけれども，先ほど来いろい

ろとお話も出ているんですけれども，まず，この１階の和室改修工事の実施設計で86万

4,000円と上がっているんですけれども，そんなに図面たくさん書くのかなというのがま

ず不思議でしようがないんです。基本的に改修なので，直すだけで，構造もさわらないと

思うんですけれども，どうでしょうか。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 一応予算はこれで計上させていただいておりますので，この範囲内でおさまると思いま

すけれども，見積もり等もきちんといただいた上での設計になっておりますので，適正な

予算措置じゃないかなとは考えております。 
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坂本委員長 

 札野委員。 

 

札野委員 

 最後に，小言だけ少し。やっぱり，基本この工事実施設計費というので計上されると，

大きな事業だと大体何百万かかってもしようがないのかなと思うんですけれども，でも私

ども民間でいろいろと建築のほうとか見ますと，本当にすごく緩やかな予算になるんだな

と。これだけかかるよと言われたら出すのかというふうにもう見えてしまうところもある

んですね。実際にちょっとしたこうした小さな工事になって，設計費が浮かび上がっちゃ

うと，もう，実際には80万ぐらいで和室からフロアに変えるぐらいだけだったらできるん

じゃないのというふうにも思ってしまうぐらいなので，ぜひとも市民からそんなようなこ

とも突かれないように，予算組みをよろしくお願いします。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 久米原委員。 

 

久米原委員 

 では，すぐに終わります。 

 155ページの文化会館管理運営費で，大ホールの工事が，2019年の１月から９月まで大

ホールが使えなくなるというお話で，その期間はほかのところは使えるんですよね。 

 

坂本委員長 

 大野課長。 

 

大野生涯学習課長 

 はい。あくまでも天井の改修工事ですので，大ホールの中は立ち入り禁止になりますけ

れども，そのほかの部分，例えば小ホールとか和室とか，そこら辺のところはできるだけ

使えるように対応して，ただ工事上，例えば資材の搬入とか，そういった部分，部分でも

しかするとご迷惑をおかけしてしまうケースはあるかもしれませんけれども，大ホール以

外のところは使えるようには手配したいと考えております。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 久米原委員。 

 

久米原委員 

 １月から９月，年間を通して多分この時期だったら若干利用量とかと，こうバランスを

見て１月から９月と考えたのかなという思いもあるんですけれども，３月なんかも，つい

この前，福祉大会をやったりとか，あと５月とか６月ぐらいも何かイベント的なものも結

構大きいものがあったりとかというイメージがあったんですけれども，その辺はできなく

てしようがないんですよね。 

 

 

坂本委員長 

 大野課長。 
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大野生涯学習課長 

 大変悩ましい部分ではございました。文化会館の場合，おかげさまを持ちまして，土日

を中心に年間を通じて非常に利用率，高うございます。平日などであいている部分もあり

ますけれども，やはり年間を通じた，この時期，この季節はあまり利用はないよというと

ころがほぼないものですので，取捨選択になりますけれども，やはり秋口には文化芸術フ

ェスティバルとかも行われます。それに合わせるような形で逆算をすると，どうしても１

月の半ばぐらいから改修に入るのが最もいい時期なのではないかなという，そういう判断

のもとで工期を設定させていただいたものでございます。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 久米原委員。 

 

久米原委員 

 わかりました。きちっと危険のないようにするための工事なので，いたし方ないとは思

うんですけれども，多分計画でこの時期に何やるという人たちもいっぱいいらっしゃると

思うので，早目にお知らせはしたほうがいいのかなという思いもありますので，あわせて

よろしくお願いします。 

 最後に，もう一つ。やっぱり，まいんスポーツ健幸センターは，ごめんなさい，私，も

う本当にこの予算書が出たときからすごく気になってしまって，何でこの場所にこれをつ

くるのかしらというすごく思いがあって，でも部長も熱心にいろいろご説明していただい

て，そういう事情があるんであればいたし方ないのかなとは思うんですけれども，私，マ

シーンも要らないんじゃないかなと思うんです，ぶっちゃけた話。高齢者の方は，地域の

よりどころの場所に行って，体一つで体操しているんですね。皆さん，行ったことありま

すか。本当に上手に体操をいろいろやっているんです。だからそういうスペースをつくる

だけでも，例えばコミセンなんかも借りられなくてという人たちにも多少はできるのかな

という思いがあるので，シャワールームも要らないし，マシーンも要らないんじゃないか

ななんて私はちょっと思ったりもするので，こういう憩いの場をつくるのはとても大事な

ことだとは思うんですけれども，やっぱりしっかりとニーズを考えていただいて，確かに

本当におっしゃったとおり，ご高齢の方があの重いのをやるかといったら，じゃ，若い人

は来るのかなといったときに，あの場所に車もとめられない，じゃ，どうやって行くのと

いう話になってしまうので，つくること自体は憩いの場でいいと思うんですけれども，必

要のないものは削除していただきながらしっかりつくっていただければなと，これは要望

として言わせていただきます。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 飯田課長。 

 

飯田教育総務課長 

 すみません。先ほどの札野委員の城西中の太陽光の発電で，数字わかりましたので。発

電量は50キロワットがついております。大規模改修工事と一緒にやったんですけれども，

その太陽光発電に係る工事費が2,280万円。 

 以上です。 

坂本委員長 

 それでは，ほかによろしいですか。よろしいですかね。 
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〔発言する者なし〕 

 

坂本委員長 

 それでは，質疑なしと認めます。 

 この後，特別会計の審査に入りますが，教育委員会につきましては関連がございません

ので，退席していただこうと思いますが，よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

坂本委員長 

 それでは，異議なしということで，異議がありませんので，教育委員会の皆様は退席し

ていただいて結構です。 

 というところで，ここで休憩をいたします。午後４時45分再開の予定であります。 

 では，教育委員の皆様，お疲れさまでございました。 

 

【休 憩】 

 

坂本委員長 

 それでは，休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 本日の会議時間を延長いたします。 

 続きまして，議案第 29 号 平成 30 年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算につい

てご説明願います。 

 足立健康福祉部長。 

 

足立健康福祉部長 

 予算書の 189ページをお願いいたします。 

 議案第 29 号 平成 30 年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算についてご説明いた

します。 

 事業勘定の歳入歳出予算の総額，歳入歳出それぞれ 76億 5,500万円と定めるものでござ

います。 

 それでは，196，197ページをお願いいたします。 

 まず，国民健康保険の被保険者の状況を申し上げます。 

 ３年前にさかのぼって申し上げます。26 年度３月末は２万 2,143 人でした。27 年３月

末，２万 1,639 人でした。28 年度３月末は２万 36 人でした。そして 29 年度２月末現在の

被保険者数です。１万 9,509 人となっておりまして，毎年 500 人から 600 人ぐらいが減っ

ている状況でございます。 

 それでは，歳入のほうからご説明いたします。 

 まず，国民健康保険税税収でございます。 

 一般被験者現年課税分につきましては収納率 93.7％で見ています。前年度は 92.9％でし

た。一般被保険者滞納繰越分は 45.0％で見ています。前年度は 30％でした。退職被保険者

現年度課税分は 97.4％で見ています。前年度は 98.7％でした。退職被保険者滞納繰越分は

45.0％で見ています。前年度は収納率 30％です。総額 17億 1,463万 5,000円を計上し，前

年度 6.5％の減となっております。 

 次に，一部負担金です。これは医療機関で徴収できないものを保険者が徴収権をもって

徴収するもので，ここは科目設定をいたしました。 

 使用料及び手数料につきましては，国民健康保険税督促手数料 150万円の計上です。 

 次に，国庫支出金，国庫負担金です。災害臨時特例補助金は，福島原発事故により避難

区域からの転入者に係る保険税及び一部負担金の減免措置に対する補助金です。 
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 その下の２件，左の欄では財政調整交付金と国民健康保険制度関係業務準備事務費につ

きましては，広域化に伴い排除科目となっております。 

 一番下の国庫支出金，国庫負担金です。左側の欄で療養給付費等国庫負担金ですが，こ

ちらも広域化に伴い排除科目となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 左側の欄で高額医療費共同事業国庫負担金，その下の特定健康診査等事業国庫負担金に

つきましても同様に広域化に伴い排除科目となっております。 

 次に，県支出金，県補助金です。左側の欄の保険給付費等交付金，右側の欄では普通交

付金です。これは療養給付費等に対する県の交付金で，平成 30年度から新たに科目設定し

たものです。 

 次に，保健所努力支援分は，保健所としての努力を行う市町村に対して交付金が交付さ

れるもので，特定健診，特定保健指導の実施状況，ジェネリック医薬品の使用割合や収納

率について客観的な指標に基づき算定されるものです。 

 その下の特別調整交付金分（市町村分）は，画一的な測定方法では措置できない特別な

事情があると場合に，財政難の不均衡を調整するために交付をされるもので，従来は国庫

補助金として歳入されておりました。新国保制度により県より交付される形となります。 

 その下の都道府県繰入金（２号分）は，都道府県レベルで行うべき医療費，所得等の格

差の調整や災害等に交付されるものです。 

 その下の特定健康診査等負担金は，市町村が行う特定健康診査及び特定保健指導に要す

る費用の３分の２の相当分の額となっております。 

 その下，排除項目となっておりますのは，今年度まで県財政調整交付金でしたが，先ほ

どの都道府県繰入金（２号分）として交付されますことから科目排除としております。 

 続きまして，財政安定化基金交付金です。これは市町村において災害等のやむを得ない

事情により収納不足が生じて，都道府県から示された国保事業費納付金を支出できない場

合，都道府県に設置されます財政安定化基金からの貸し付け，交付を受けるために新たに

科目を設定するものです。 

 続きまして，２件の排除科目ですが，左側をごらんください。 

 高額医療費共同事業県負担金は，広域化に伴い共同事業を廃止されることから科目を排

除しております。 

 その下の特定健康診査等事業費県負担金は，先ほどの特定健康診査等負担金として交付

されることから科目を排除しております。 

 次に，財産収入の国民健康保険支払準備基金利子は 15万 1,000円でございます。平成 28

年度末残高基金は１億 6,146万 9,273円です。 

 次に，繰入金です。一般会計繰入金ということで，保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

につきましては，低所得者の軽減としまして，７割，５割，２割の軽減措置を行っており

ますが，それに対して，県が４分の３，市が４分の１を一般会計で措置をしまして，４分

の４の形で一般会計から繰り入れをするものです。 

 その下の保険基盤安定繰入金（保険者支援分）につきましても，税軽減の被保険者の数

に応じて，国が２分の１，県・市が４分の１ずつを一般会計から措置し，繰り入れをする

ものです。 

 その下の国民健康保険事業職員給与費等繰入金は，総務費相当分の繰り入れでございま

す。 

 その下の出産育児一時金繰入金につきましては，３分の２相当分を市が負担するという

ルール分でございます。 

 その下の財政安定化支援事業繰入金は，低所得者が多い，もしくは高齢被保険者が多い

など，保険者の責めに帰すことができないような特別な事情に対し，交付税の措置がされ

るものです。 

 その下のその他，一般会計繰入金につきましては，マル福波及分，保険税負担激変緩和
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分及び予備費等としまして一般会計から繰り入れをするものです。 

 次のページをお願いいたします。 

 一番上，基金繰入金の国民健康保険支払準備基金繰入金です。これは国保事業費納付金

を納付するに当たり，税収入不足が見込まれますが，被保険の負担緩和のため，税率等は

据え置きとして，その不足分を基金取り崩しにより対応するものです。 

 次の国民健康保険事業繰越金は科目設定です。 

 続きまして諸収入です。まず，一般被保険者延滞金，そしてその他につきましても科目

設定でございます。また，広域化に伴いまして科目構成の変更も行っております。 

 次の枠，貯金利子の国民健康保険事業歳計現金運用利子につきましても科目設定でござ

います。 

 続きまして，一般被保険者第三者納付金，以下４件ですが，これは交通事故に係る保険

給付の賠償金です。一般被保険者分及び退職被保険者分を計上しております。 

 次に，下から数えて３件と，次のページの一番上の１件の計４件の一般被保険者返納金

及び退職被保険者等返納金です。返納金につきましては，資格喪失後に国保で受診した際

など，ほかの保険で支払うべき治療費を返納していただくものでございます。 

 次のページをお願いします。 

 202ページ，203ページです。 

 左側のページをごらんください。５番，療養給付費等負担金，以下６番，７番，科目設

定でございます。 

 続きまして，右側のページに移りまして，上から５行目の前期高齢者指定公費です。こ

れは 72 歳から 74 歳の方の医療費の本人負担が，本来２割を１割負担とするための国の負

担分です。 

 次に，雑入の特定健康診査受診者負担金です。基本健診自己負担金，１人 1,180 円の約

2,700人分です。 

 その下の生活習慣病健康診査受診者負担金は，18 歳から 39 歳までの被保険者の基本健

診自己負担金です。 

 その下の特定保健指導教室受講者等負担金は，調理実習材料代，１人当たり 250 円の自

己負担分す。 

 その下の排除科目，左側の欄の団体支出金ですが，昨年まで老人保健医療費拠出金還付

金及び超高額医療費共同事業余剰金として科目設定しておりましたが，老人保健関係の精

算事務は後期高齢者医療広域連合に移管され，一方，超高額医療関係は広域化に伴い県に

算入されることになるため，科目を排除しております。 

 引き続き，左側の以降，療養給付費等交付金，前期高齢者交付金，共同事業交付金は，

やはり広域化に伴い，平成 30年度からは県に交付されることとなるために科目を排除して

おります。 

 以上が歳入でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 まず，職員給与費（国民健康保険総務管理），これは保険年金課職員 12人分の人件費で

す。 

 次に，国民健康保険事務費です。報酬は，国保運営協議会委員の報酬及びレセプト点検

員，一般職非常勤職員の報酬です。役務費は，保険証の発送経費の郵送料等です。委託費

につきましては，システムの保守業務のほか，レセプト電算処理は医療機関からのレセプ

トのデータ管理システムの保守経費です。国保連のほうに委託をしております。制度改正

対応国民健康保険システム修正は，平成 30年度からの広域化に対応するため，システム改

修の委託業務です。使用料及び賃借料は，国民健康保険システムの賃借料でございます。 

 次の国民健康保険団体連合会負担金は，連合会の事務，共通経費の市負担分です。 

 次に，徴税費の国民健康保険賦課事務費です。こちらは納税通知書の印刷，郵送料等の
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経費でございます。 

 次の国民健康保険徴収事務費につきましては，総務部収納課にて所管しておりますが，

主な内容は，督促状，催告等の作成，発送の経費，そして役務費や手数料で，口座振替手

数料，コンビニ収納手数料等です。 

 一番下の国民健康保険運営協議会費です。報酬は運営協議会委員の報酬です。 

 次のページをお願いいたします。 

 19の負担金の県国民健康保険運営協議会長会は，同会への年間負担金です。 

 次は排除した科目でありますが，趣旨普及費という科目がありました。広域化に伴い科

目を排除し，国民健康保険事務費に含めております。 

 次に，保険給付費，療養諸費です。全体の支出は 44億 6,208万 2,000円でございます。

前年度比で約 5,800万円の減となっております。 

 はじめに，療養給付費につきましては，保険証を持って医療機関にかかった際に窓口負

担分以外の医療費部分です。 

 まず，一般被保険者療養給付費は前年度比 0.75％の減です。その下の退職被保険者等療

養給付費は前年度比で 17.9％の減です。 

 その下の２件は療養費ですが，療養費は，医師の指示に基づいたコルセット，ギプス，

はり，きゅう，マッサージなどの費用で，自己負担分を除いた部分です。 

 まず，一般被保険者療養費は前年度比で 7.53％の減です。退職につきましては前年度比

で約 51.48％の減という状況でございます。 

 その下の国民健康保険診査支払手数料は，診療報酬の診査手数料といたしまして国保連

に支払うものでございます。 

 次に，高額療養費です。高額療養費は，医療費の自己負担分が一定額を超えた場合に，

その超えた分が支給されるものです。 

 まず，一般被保険者高額療養費は前年度比で 1.4％の増です。退職につきましては前年

度比で 18.0％の減を見込んでおります。 

 次のページをお願いいたします。 

 高額介護合算療養費です。一番上の一般被保険者高額介護合算療養費及び退職被保険者

等高額介護合算療養費でございますが，これは同一世帯の中で介護保険，国保のそれぞれ

の自己負担分の合算額が一定額を超えた場合，その超えた分が支給されるものです。 

 次に，移送費です。移送費は療養の給付を受けるために，医師の指示のもと，緊急やむ

を得ない理由により病院等に移送された際の費用を支給するものです。一般・退職それぞ

れ１名分を計上しております。 

 次に，出産育児一時金です。１人 42 万円，90 件分を想定して計上しております。今年

度は 100件分計上しております。 

 その下の出産育児一時金支払い手数料は，直接払い制度の手数料で，国保連への支出で

ございます。 

 一番下の葬祭費につきましては，１件５万円，105件を想定し，計上しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 医療費給付費分です。一番上の一般被保険者医療給費分，そしてその下の退職者分，こ

れが平成 30年度からの県に納付する国保事業費納付金の医療給費費です。 

 次の枠の後期高齢者支援金です。一般被保険者後期高齢者支援金等分，その下の退職者

分，これは平成 30年度から県に納付する国保事業費納付金の後期高齢者支援金等です。 

 次の介護納付金分です。やはりこの負担金は，県に納付することになる国保事業費納付

金のうち介護納付金分です。 

 次の共同事業拠出金です。こちらは年金記録により退職者医療制度に該当する方をリス

トアップする事務経費です。これまであった科目の高額医療費共同事業拠出金等は，広域

化に伴い事業が廃止となっているため，科目を排除しております。 

 次のページをお願いいたします。 
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 保健事業費です。医療費通知費につきましては，年に６回の通知にかかる経費でござい

ます。 

 次の人間ドック助成費は，市と契約している医療機関の検診額の２分の１，上限２万円

を補助をしようとするものです。 

 次に，特定健康診査等事業費です。主なものとしまして，13 委託料の医療情報データ化

及び対象者リスト作成は，データヘルス計画に基づく保健事業を実施するための委託費で

す。 

 その下の特定健康診査は，集団健診及び医師会加盟の医療機関による医療機関健診にか

かる委託費でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 次に，基金積立金です。国民健康保険支払準備基金費は預金利子の積み立てです。平成

28年度末基金座高は１億6,153万681円です。 

 次に，一般被保険者保険税還付金，そしてその下の退職被保険者等保険税還付金につき

ましては，遡及して国保資格を喪失したことによる保険税の還付でございます。 

 次の一般被保険者保険税還付加算金，そしてその下の退職者等は，過誤納付となった国

保税を還付する際に，一定の割合を乗じて加算するものです。 

 その下の国庫支出金と返還金は国庫負担金，支払基金からの交付金等の精算に対応する

ための科目設定をしております。 

 次に，指定公費です。前期高齢者指定交付につきましては歳入で申し上げましたとおり，

74歳から自己負担１割凍結による公費負担です。 

 次の国民健康保険事業予備費につきましては，年度末の臨時的な支出に対応するために

計上しております。 

 これ以降，次のページの科目につきましても広域化に伴い排除した科目となっておりま

す。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは質疑ありませんか。 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 よろしくお願いいたします。 

 この新国保制度への移行に伴い，算定方法の見直しなどについて県のほうに要望書を提

出した自治体，新聞によりますとつくば市さんがありますけれども，当市のほうの考え方

というのはどういうことでしょうか。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 今年１月に入りまして国民健康保険制度の広域化に伴う国保事業費納付金について，そ

の納付金の算定方法などの見直しを求める要望書等が１月 15日，つくば市から県に提出さ

れたという記事が掲載されましたことは記憶に新しいことと思います。後日，要望書の写

しを拝見しますと，主に５項目にわたっております。具体には，１点目が納付金に対する

算定方法の精査及び明確な説明，２点目が算定方法の見直し，３点目が国への算定方法の

見直し，４点目が国や県の財政措置，５点目が県の補助金制度の新設でございます。この
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５項目のうち，つくば市では２点目及び３点目の算定方法の見直しについて強く要請して

いるようでございます。 

 納付金の算定におきましては，これまで４回に及ぶ試算を行い，昨年年末にようやく国

から確定係数が示され，年明け後，各都道府県で計算され，当市へは１月 15日に一般分が，

１月 24日には退職分を含めた算定結果が示されたところでございます。最終的には３月に

入りまして国から告示行為として正式に周知されることとなっております。 

 このような中，今回つくば市が問題としています算定方法の見直しでございますが，こ

の算定方法につきましては，県内の市町村でも意見が分かれたところでございます。 

 具体に申し上げますと，算定方法には実際には三つの方法があります。一つは国のガイ

ドラインに示された基本的な算定方法，いわゆる市町村ごとの医療費水準と所得水準を考

慮する方法，二つには都道府県内統一の保険料水準とする方法，そして三つ目には２次医

療圏ごと統一の保険料水準とする方法の三つでございます。茨城県では２年間にも及ぶ県

と市町村との間での事務レベルの協議，そして平成 29年１月に実施しました県内全市町村

長への意見照会を行ってまいりました。 

 市町村長への意見照会でも意見が分かれておりまして，１点目の国のガイドラインに示

された基本的な算定方法，いわゆる医療費水準や所得水準を納付金額に反映させる，これ

をアルファ１，アルファというのは医療費指数をどの程度反映させるかを調整する係数で，

０以上１以下の範囲で決まりますが，アルファ１を選択した市町村長が 27，当市はこのグ

ループになります。２点目の県内統一方法，アルファイコール０，これは医療費水準を納

付金額に全く反映させないものですが，アルファ０を選択した市町村長が 13，つくば市が

このグループになります。２次医療圏方法を選択した市町村長が４という結果になりまし

た。最終的には茨城県ではアルファイコール１，国のガイドラインに示されました基本的

な算定方法，いわゆる市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮した算定方法になったと

ころでございます。 

 なお，全国的に見ますと，アルファイコール１を選択しました都道府県が 47都道府県中

40 都道府県，アルファイコール０が４府県，具体には大阪府，滋賀県，奈良県，広島県，

このほか例外的にアルファイコール 0.7 を設定した三重県，アルファイコール 0.5 を設定

した北海道といった状況となっております。このように全国的に見ましても，アルファイ

コール１を設定した都道府県がほとんどとなっております。 

 今回報道されましたように，つくば市では算定方法の見直しなどを要請し，県で算定し

ました納付金を現在とは違う方法で再計算し，改めて納付金額を算定してほしいとのこと

と思われます。 

 これまで県と市町村との間でおおよそ２年間協議を重ね，市町村からもご意見等をいた

だき，最終的に茨城県ではアルファイコール１と決定した中で，もちろん細かな点では制

度自体もさらに精査分析をする箇所があろうかと思いますが，現時点ではアルファイコー

ル１に異を唱え，見直しすることには正直抵抗感がございます。 

 したがいまして，当市といたしましては，今回県より示されました国保事業費納付金を

どのように納付したらよいか。いわば財源をどのように工面するのかをそれぞれの議会で

ご協議をいただくことのほうが建設的であると考えておりますことから，あえて県への要

望の提出までの考えには至っていないところでございます。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 そもそもこの国保制度の改革というのはどのようなもので，どのような効果が期待でき
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るんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 今回の医療保険制度改革の目的は，国民医療費が毎年約１兆円規模で増加し，今や国全

体で約 40兆円にも上るといった状況や，少子高齢化の進展による現役世代の負担増，国保

が抱えている構造的な問題，特に被保険者の年齢構成が高く，医療費水準も高いといった

中で，医療保険制度の安定化，世代間，世代内の負担の公平化，そして医療費の適正化を

図り，特に国民健康保険を国民皆保険として将来にわたって堅持していくことにあります。 

 平成 27 年５月 27 日に成立しました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康

保険法等の一部を改正する法律におきまして，平成 30年度より都道府県が国保保険者とし

て財政運営の責任主体となり，安定的な財政運営や効率的な事業の確保等，国保運営に中

心的な役割を担うことで，制度の安定化を図ることとなり，一方，市町村は地域住民と身

近な関係の中，資格管理，保険給付，保険料税率の決定，賦課徴収，保健事業と，地域に

おけるきめ細かな事業を引き続き担うこととなります。 

 そのような中，今回の国保改革の効果について改めて整理してみますと，主に４点あろ

うかと思います。１点目は，国保の財政運営が市町村から都道府県に拡大したことにより，

多様なリスクを都道府県全体で分散できますこと，さらに都道府県が医療保険と医療提供

体制の両面を見ながら，地域の医療の充実を図り，効率的かつ質の高い医療を提供できる

ようになりますこと，２点目は，医療費の支払いは実質的には都道府県が担うことで，年

度末に繰り入れの必要性が減少し，市町村の国保財政が安定しますこと，３点目は，国保

実務の効率化，平準化を都道府県が後押しし，市町村の事務遂行の効率化，コスト削減，

標準化が図られますこと，そして４点目としましては，健康づくりの推進により医療費の

適正化につながりますことが挙げられます。確かに以上のような点で効果はあるものと理

解しております。 

 一方で，被保険者にとっての効果はと考えますと，高額療養費の多数回該当が通算とな

る以外，被保険者さんへのメリットは感じられないことは否めないものと思います。 

 したがいまして，今回の改革の大きな４つの効果といったことの方向性は見失うことな

く，今回の改革が誰のために，何のためにといった視点も常に念頭に置きながら，時間を

かけて丁寧に取り組んでいかなければならないものと考えております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 吉田課長，思いはわかるんですが，簡潔明瞭にお願いいたします。 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 確かに国民皆保険，この日本が唯一誇れる保険だと思います。これを守っていくという

ことはとても大事なことじゃないかなと思いますので，その点私は理解をしたいと思いま

す。 

 県内の税率改正の状況等を教えてもらえますか。改正するところ，それから据え置きす

るところ，また市町村の主な改正する，しないと決めているようなそんな状況がありまし

たら教えてください。 
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坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 県内の税率の改正状況でございます。平成 30年２月末現在での検討状況を申し上げます。

据え置きを検討している市町村数は，当市を含め 44 市町村中 26 市町村で，約６割となっ

ております。このような中，県内の地区の状況を申し上げますと，据え置きを検討してい

るのが石岡市，取手市，牛久市，守谷市，かすみがうら市，稲敷市，利根町，河内町の６

市２町の８団体，引き上げを検討しているのが土浦市，つくば市，つくばみらい市，阿見

町，美浦村の３市１町１村の５団体となっております。税率改正の決定におきましては，

当然ながら各市町村での平成 30年第１回市町村議会でのご審議を経てのことになりますこ

とから，最終的には３月下旬頃にならないと明確なところまでは把握できないところでご

ざいます。 

 なお，据え置きする団体につきましては，当市と同様に一般会計からの繰り入れや基金

の取り崩しでの対応ということでございます。 

 続きまして，税率を改正する，改正しないといった理由でございます。最初に，税率の

引き上げを検討している団体の理由としましては，従来より国保税収納額の不足に伴い，

毎年度一般会計から繰り入れしているような状況をどう解消していくかなどの課題があり，

そのような団体ではこの機に乗じてといいますか，税率を引き上げることで解消を行い，

国保財政の安定を図っていくといった狙いがあるようでございます。 

 一方，据え置きとした団体は，県より示された納付金額には特別調整交付金等の県交付

金が一部しか算入されていないなど，不確実な要素があるため，新制度開始年度において

は実際の収支の動向を見きわめてから検討したい。また，税率の改正に当たっては，被保

険者への説明が十分に行われていないなど，時間をかけて丁寧に取り組む必要がある。お

およそこのような理由をもって据え置きとしたようでございます。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございます。 

 私としては据え置いていただいてありがたいなと。これ以上上がるのは周りの方たちも

大変かなと思いますので，そんなふうに思っています。 

 最後に，205 ページの国民健康保険事務費のところの 13 の委託料，ジェネリック医薬品

差額通知書作成及び封入封緘です。ジェネリック医薬品が高血圧等に連続して飲む薬など

で大分知られてきました。周りの方たちもジェネリックに変えて大分安くなった，助かっ

たと，そのように言っていらっしゃることが多いです。まだ多くの方に伝わるまでにはい

ってないと思いますが，現状はどうでしょうか。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 ジェネリック医薬品差額通知につきましては，医療費適正化の取り組みの一環であり，
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国民健康保険に加入している方の医療費負担の軽減と市の保険財政の健全化を図ることを

目的に実施しております。当市では差額通知発送の基準としまして，40 歳から 74 歳の方

のうち，生活習慣病との関連性が強いと思われる血圧降下剤，高脂血症用剤及び糖尿病用

剤の３種類のいずれかの薬剤が処方されており，かつジェネリック医薬品に切りかえた場

合に 200円の以上の差額がある方としております。平成 29年度におきましては２回発送い

たしまして，８月には 829人の方へ，平成 30年１月には 919人の方へ発送いたしました。 

 具体の効果についてでございます。１月分につきましては現在分析中でございますので，

８月分についてご説明いたします。１回目に通知を発送しました 829 名の方がその後どの

ような薬剤が処方されたかで検証いたしました。検証の視点といたしまして，切りかえた

方の人数と金額の２点でご説明いたします。最初に１点目の切りかえた方の人数です。

829 名の方を対象に，平成 29 年４月から６月に処方された薬剤と同一薬効薬剤のものを平

成 29 年８月にも処方された 406 名の方を効果測定の対象人数といたしました。結果，406

名の方のうちジェネリック医薬品に切りかえた方が 39 名，割合にして 9.6％となっており

ます。 

 続きまして，２点目の金額についてでございます。切りかえた方 39名の方の合計で一月

当たり２万 6,616 円の削減，保険者，市の負担額といたしましては６万 8,351 円の削減と

いった結果となっております。 

 今回の対象薬剤は生活習慣病に関連した薬剤ですので，継続的に処方されることが見込

まれます。仮に今後もジェネリック医薬品を服用し続けると仮定しますと，39 名で１年間

で自己負担が約 32 万円，１人当たり平均で約 8,000 円，保険者負担が約 82 万円の削減と

なる見込みとなります。 

 今回の分析は８月と月を限定し，かつこれまで切りかえていない方の検証でございます

が，ジェネリック医薬品も多種多様なものもありますことから，国保全体で見ますと利用

割合は平成 29 年 10 月時点で 70％，７割の方が何らかのジェネリック医薬品を利用されて

いる状況であり，当市は茨城県内での利用率が 44市町村中 16位となっております。 

 なお，参考までに申し上げますと，１位は利根町で利用率 75.5％となっております。 

 今後はジェネリック医薬品の切りかえをさらに促進していくといった観点から，現在対

象としている薬剤以外にもアレルギー関連における薬剤を加えたり，200 円以上の差額基

準をこれまでより低く設定するなどを検討しながら，医療費負担の軽減はもとより，医療

費の適正化も引き続き進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 深沢委員。 

 

深沢委員 

 ありがとうございました。 

 ジェネリック医薬品，龍ケ崎市が 70％ということですので，利根町 75.5，抜けないこと

はありません。何としてもこのジェネリックを広めていただいて，今課長がおっしゃるよ

うに，他の薬品等々にも広めていただいて，ぜひ進めていただきたいと思いますので，よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 
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 それでは，質疑をさせていただきます。 

 国民健康保険は４月より，今言われたように財政運営が県に移行することになります。

それで新たな国保制度の施行に当たって予算編成を行うということになるわけですけれど

も，その主な留意点について，歳入歳出ごとに教えてください。よろしくお願いします。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 ご答弁少し長くなるかもしれません。 

 それでは，少し省略いたしまして，早速歳入のほうから主なものをご説明いたします。 

 説明に当たりましては，途中予算書のページをお開きいただきますときに前後すること

がありますので，ご了承願いたいと思います。お願いいたします。 

 まず，予算書 198，199ページをお開きください。 

 上から２段目の枠の款５県支出金でございます。目の１保険給付費等交付金，199 ペー

ジの節１普通交付金及び節２特別交付金でございます。先ほど冒頭に部長からもご説明し

て重なるところがありますが，今回の節１の普通交付金でございますが，これは療養給付

費等に必要な費用を全額市町村に支払われる仕組みの中で申請されたもので，従来からの

療養給付費，療養費，高額療養費などといった保険給付に要する費用で，予算額につきま

しては前年度の実績等を勘案しまして県より交付される額 50億 2,559万 5,000円を計上し

ております。 

 206ページをお開きください。 

 この普通交付金の額につきましては，206 ページの上から３段目の枠に記載があります

款２保険給付費，項１療養諸費から 208 ページをお開きください。208 ページの上から２

段目の枠の款２保険給付費，項３移送費までの合計額と原則同額となります。 

 199ページにお戻りください。 

 上から２段目の枠の特別交付金でございます。ここは特に保険者努力支援制度でござい

ます。これは今般の医療制度改革においてインセンティブのある仕組みが重視されたこと

で，保険者努力支援制度が創設されたことに伴い，県より通知されました額 4,244万 8,000

円を計上しております。 

 194ページにお戻りください。 

 総括表でございます。総括表の歳入の予算の表の比較欄にありますとおり，新国保制度

により，款５県支出金，款６財産収入で，前年度より合計額 46億 6,527万 5,000円の増額

となります一方，それ以外の款の合計で 60億 3,327万 5,000円減額となり，結果的に前年

度比で 13 億 6,800 万円の減額となりますことから，歳入予算額 76 億 5,500 万円となった

ところでございます。 

 続きまして，歳出でございます。主なものをご説明いたします。 

 210ページをお開きください。 

 款３国民健康保険事業費納付金についてでございます。これは新たな制度で設定された

科目となっております。この納付金につきましては，都道府県が医療給費の見込みを立て

た上で公費等の拠出で賄われる分を除いた額を市町村ごとに決定し，この納付金をもって

保険給付の財源とするもので，当初予算では県が仮係数に基づき試算しました医療分，支

援金分及び介護分の合計額 23億 4,716万 2,000円を計上しております。 

 主な部分で新しいものが納付金でございますが，先ほど部長からありましたように，廃

止される科目があります。 

 したがいまして，恐れ入ります，195ページにお戻りください。 

 総括表の歳出予算の比較欄にありますとおり，新国保制度により款１総務費，款３国民

健康保険事業納付金，款５保健事業費，款６基金積立金で，前年度より合計で 23 億 5,380
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万 7,000円の増額となります一方，それ以外の款の合計で 37億 2,180万 7,000円減額とな

り，結果的に前年度比で 13 億 6,800 万円の減額となりますことから，歳出予算額 76 億

5,500万円となったところでございます。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 ありがとうございます。 

 なかなか，何か複雑で，ちょっと私も大変だなと思いました。 

 それでは，これに基づいて行われるということがわかりました。全体的なことなんです

けれども，まず短期保険証の発行数を教えてください。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 短期保険者証の交付状況についてでございます。平成 30年２月末現在の数字で申し上げ

ます。短期被保険者証の交付状況でございますが，588世帯，950人となっております。な

お，前年度同時期と比較しまして，世帯数で 151 世帯，人数としまして 322 人の減少とな

っております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 短期保険証が減少しているということはいいことだなというふうに私は思っています。

資格証明書については一般質問でしましたので，割愛をいたしました。 

 それでは，予算の細かいところに入らせていただきます。 

 まず，197 ページです。国保税の全体的なことなので言いますけれども，前年度より国

保税全体的には減額になっているんですけれども，収納率は前年度よりも 93.7％で上がっ

ているんですが，国保税が減額となっている理由について教えてください。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 前年度比で１億 1,903 万 7,000 円の減額となっております。これは主に被保険者数の減

少が影響していると思われます。平成 29 年３月末現在の被保険者数が２万 36 人であった

のに対し，平成 30年２月末の人数になりますが，１万 9,509人となっており，今現在でも

527人の減となっております。 

 この被保険者数の減少を分析してみますと，転入転出に伴うものとして，転入が転出を

上回ったことで 163 人の増，社会保険離脱，加入に伴うものとして，加入が離脱を上回っ

たことで 191人の増がある一方，平成 29年４月から平成 30年１月までの 10カ月余りの期
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間で国保から後期高齢者医療保険へ 768 人の方が移行しております。このように被保険者

の減少といたしましては，国保から後期高齢者への移行に伴います減少が大きく影響して

いるのかなというふうに思っております。 

 そのようなことから，被保険者数の減少に伴いまして調定額も減額となっており，結果

的には前年度より１億 1,903 万 7,000 円の減額というふうになっているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 わかりました。ただ，これから後期高齢者に移っていくということを考えると，なかな

か運営もますます大変になるのかなというような感じがしないでもないです。 

 次，199 ページです。普通交付金についてです。結局これは県のほうからこれだけ医療

費として払いますよということだと思うんですけれども，この内容を歳出予算の関連とあ

わせて説明をお願いします。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 歳出予算との関連でご説明いたします。 

 予算書の 206ページをお開きください。 

 先ほど療養給付費等に必要な費用と申しましたけれども，上から３段目の枠に記載があ

ります款の２保険給付費，項の１療養諸費の本年度欄の計 44億 6,208万 2,000円，その下

の項２高額療養費，そして 208 ページをお開きください。こちらは上段の本年度の計５億

6,898万 3,000円，その下の項３移送費の本年度の欄，計６万 4,000円，これらの合計額が

50 億 3,112 万 9,000 円，この額が原則普通交付金として歳入されることになっております。 

 ただ，この 50億 3,112万 9,000円と 199ページにお戻りいただきまして，普通交付金と

して入ってくるのが 50 億 2,559 万 5,000 円でございますので，誤差が生じております。

553 万 4,000 円の誤差ということでございますけれども，これは実際には一部負担金とか

第三者納付金といったものが直接被保険者の方から納入されることの額をあわせると歳出

歳入が同額ということになるというような仕組みになっております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 わかりました。普通交付金というのは，県が決めた療養費ということだから，私は歳出

の医療費のところで同じかなと思ったんですけれども，その下がったものですからお聞き

しました。 

 次です。199 ページの保険者努力支援金，先ほどちょっと説明があったんですけれども，

もう少し具体的に教えてください。 

 

坂本委員長 
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 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 こちらのほうはいわゆる医療費適正化の取り組み，国保固有の構造的な問題の対応等に

ついて，保険者としての努力を行う都道府県とか市町村に対して支援金を交付するという

もので，平成 30年度より約 800億円の規模で実施されることとなります。交付に当たりま

しては，評価指数に基づき算出した点数を基準として，予算の範囲内で交付されることに

なるわけでございます。その評価指数でございますが，先ほど部長がお話がありましたよ

うに，特定健診とかジェネリック医薬品の利用促進とか，そういったものを勘案いたしま

して，今回は 4,244 万 8,000 円という予算計上額になっておりますが，点数にいたします

と龍ケ崎の場合，850 点満点中 612 点を獲得いたしまして，今回細かいんですけれども，

県内 44市町村の中では第１位の結果の評価をいただきまして，その額が 4,244万 8,000円

と，これが県より交付されております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 健診を進めるとかジェネリック薬品にするとかというところについては皆さんそれぞれ

努力のところで理解もできるところはあるんですけれども，保険税の納付の収納率にも関

してあるというところでは，私はやはり収納を競わせるというところをちょっと感じるの

で，ここのところについてはちょっと納得がいかないなという意見だけは言わせていただ

きます。 

 次です。国民健康保険事業納付金の算定方法について教えてください。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 当市の国民健康保険事業費納付金の金額が 23億 5,247万 1,136円となっております。こ

の算定方法でございますが，４つの段階，４つのステップを踏むこととなります。ステッ

プ１としましては，県全体の医療費等を求めます。そして，その医療費からステップ２と

いたしまして，県全体の納付金基礎額を求めます。そしてステップ３といたしましては，

そのステップ２で求めました県全体の納付金基礎額から市町村ごとの先ほど申し上げまし

た医療費支出及び所得係数により案分いたしまして，市町村ごとの納付金基礎額を求めま

す。その納付金基礎額が 28 億 4,701 万 6,031 円，そして最後にステップ４といたしまし

て，この額から激変緩和措置額３億 612 万 7,000 円などをはじめとする公費を加減算，加

えたり減算したりで得られました額が今回の納付金額というふうになっております。この

ような段階を経て納付金が決められていくというような状況となっております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

伊藤委員 

 すごく細かい指数のところがあってよくわからないんですけれども，この決めるに当た

って，市の医療費水準とか所得の水準とかというところが出てきたと思うんですけれども，
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当市の位置的なものがわかれば教えてください。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 龍ケ崎の医療費指数ということですが，ちょっと細かいんですが，医療費指数は 0.8489，

かなり細かいです。これは県内 44 の市町村の中でも下のほうに 38 位に位置しておりまし

て，県平均が 0.8934，所得係数でございます。龍ケ崎の場合は 0.0268，こちらのほうは県

の中でも上位に占めまして，県で 12 位と。県平均が 0.0227 ということになっております。

医療費の指数は少ないんですけれども，所得の係数が高いというような状況にあるところ

でございます。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 今の指数を見ましても，医療費水準が低いのに所得水準が高いということでは私たちが

皆さんの大変なところを負っているのかなというふうに思いますけれども，今まで市町村

の龍ケ崎市の頑張ってきた部分というのがあるので，私はこのところが，今回据え置いて

くれたんですけれども，やっぱり加入者の負担が多くなるのかなというふうに思いますの

で，その件についてはやっぱり今回のことは県に移行することがいいのかなということに

ついては疑問に思いますので，その点だけ指摘をさせていただきます。 

 次なんですけれども，213 ページの 02050300 人間ドックの助成について，前年より増え

ているんですけれども，受診者が増えたのかなと思いますので，人数だけ教えてください。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 今回は前年度より 120 人多い 1,030 人を見込んで予算立てをしております。脳ドックに

つきましては前年度同様 70人を見込んでおります。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 わかりました。やはりこういうのは受診者が増えればいいかなというふうに思っている

ので，数字を聞きました。 

 213 ページ，これで最後です。02050400 特定健康診査等事業についてです。この受診者

数を 30年度はどんなふうに見ているのかお伺いします。 

坂本委員長 

 吉田課長。 
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吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 平成 30年度予算では集団健診につきましては，前年度より 250人多い 2,700人，医療機

関健診では前年度より 70人多い 400人を予定して予算計上をさせていただいております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 伊藤委員。 

 

伊藤委員 

 ありがとうございます。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

 

坂本委員長 

 ほかにありませんので，質疑なしと認めます。 

 それでは，続きまして，議案第 32 号 平成 30 年度龍ケ崎市介護保険特別会計予算につ

いてご説明願います。 

  足立健康福祉部長。 

 

足立健康福祉部長 

 予算書 281ページをお願いいたします。 

 議案第 32 号 平成 30 年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計の歳入歳出予算についてご説

明いたします。 

 事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億3,000万円と定めるものでござ

います。 

 それでは，288，289ページをお願いいたします。 

 はじめに，第１号被保険者の加入数について申し上げます。 

 ３年前にさかのぼって申し上げます。平成27年10月末で約１万9,300人です。平成28年

10月末で約２万人です。そして平成29年10月末で約２万600人です。ということで，年々

600人から700人第１号被保険者ですから，65歳以上が当市では600人から700人毎年増えて

いるという状況でございます。歳出全体決算で見ますと，平成28年度が46億4,000万円，

27年度が45億8,000万円，約１％の増です。 

 それでは，歳入をご説明いたします。 

 一番上の保険料第１号被保険者の介護保険料でございます。滞納繰越分とあわせまして

全体額は13億335万4,000円です。前年度比で8.1％の増で計上しております。 

 現年賦課分普通徴収につきましては，収納率92％を見込んでおります。前年度は86.4％

でした。滞納繰越分につきましては，収納率15％で計上しております。前年度も15％でし

た。 

 その下の使用料及び手数料です。介護保険料督促手数料を22万円計上しております。 

 その下の国庫支出金の介護給付費負担金です。介護給付費現年度分約８億1,000万円で

すが，前年度比で７％の増でございます。介護給付費に対しまして施設で15％，それ以外

20％という国の負担割合により交付されます。 

 一番下の過年度分1,000円については科目設定です。 

 次に，普通調整交付金です。4,944万円，前年度比7.3％の増です。これは市町村の責め
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によらない保険料収入不足と給付費増を調整するために交付されます。 

 次に，地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分です。前年度比

138.5％の増です。これは介護予防生活支援サービス事業分及び一般介護予防事業に対し

て25％という国の負担割合により交付されます。 

 その下の地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金です。前年度比で7.8％

の増です。現年度分は総合事業を含む地域支援事業のうち，包括的支援事業及び任意事業

に対して38.5％という国の負担割合により交付されます。 

 その下の過年度分は科目設定です。 

 一番下の介護保険制度改正支援事業費は，平成30年度の制度改正対応システム改修分と

して国の補助率２分の１として交付されます。 

 次のページをお願いいたします。 

 左側の大きなくくりで，支払基金交付金です。これは２号被保険者相当分で，社会保険

診療報酬支払基金からの交付でございます。 

 まず，介護給付費現年度分につきましては，介護給付費の27％という負担割合により交

付されます。 

 その下の0002介護給付費過年度分については科目設定です。 

 次に，地域支援事業支援交付金現年度分です。これはに介護予防・生活支援サービス事

業分及び一般介護予防事業分に対して対象経費の27％という負担割合で交付されます。 

 その下の同過年度分は科目設定でございます。 

 次に，県支出金，公費負担の県負担分です。まず，介護給付費現年度分は介護給付費に

対して施設が17.5％，それ以外が12.5％という県の負担割合により交付されます。 

 一番下の過年度分については同様に科目設定でございます。 

 次に，地域支援介護予防・日常生活支援総合事業費交付金現年度分です。これは介護予

防・生活支援サービス事業分及び一般介護予防事業費分に対して12.5％という県の負担割

合により交付されます。 

 その下の地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分は，総合事業に

おける訪問介護と通所介護以外の包括的支援任意事業に対して19.25％という県の負担割

合により交付されます。 

 その下の過年度分については，同様に科目設定でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 一番上の財産収入ですが，介護保険支払準備基金に係る利子分を27万5,000円計上して

おります。 

 次に，一般会計繰入金です。 

 介護給付費繰入金は，介護給付費に対して市の負担割合分12.5％繰り入れとなります。

前年度比で約3,800万円の増です。 

 次に，地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年分です。これは介護予防・

生活支援サービス事業分及び一般介護予防事業分に対して市の負担割合12.5％分の繰り入

れとなります。 

 次の地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分は，包括的支援任意

事業分に対して市の負担割合19.25％分繰り入れとなります。 

 次に，低所得者保険料軽減負担繰入金です。これは所得段階が第１段階の方の基準額

0.5のところを0.45に軽減される部分に対する0.05分の軽減分の繰り入れとなります。 

 以下の４件はその他一般会計繰入金でございます。介護保険事業職員給与費繰入金，総

務費相当分の繰り入れです。 

 その下の認定審査会事務費繰入金は，介護認定審査会事務費分の繰り入れです。 

 次の認定調査会事務費繰入金は，認定調査等事務費分の繰り入れでございます。 

 次のその他，一般会計繰入金につきましては，介護保険事務費，賦課徴収事務費，趣旨

普及費などの経費の繰り入れです。 
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 次の介護保険事業繰越金につきましては科目設定でございます。 

 次に，諸収入です。第１号被保険者延滞金は18万円を計上しております。 

 以下３件の加算金及び過料につきましては科目設定でございます。 

 次の介護保険事業歳計現金運用利子につきましても科目設定でございます。 

 次に，介護保険事業第三者納付金です。これは交通事故等に係る保険給付分の賠償金と

して計上しております。 

 その下の介護保険事業返納金，介護保険被保険者返納金，成年後見申し立て手数料返納

金につきましては，それぞれ科目設定でございます。 

 次に，雑入です。情報公開文書複写料は，ケアマネージャーに対するケアプラン作成を

目的とした介護保険認定審査会の資料として，主治医意見書等の情報提供に係る複写料で

す 

 次の健康教室等参加負担金は，元気アップ体操講座の参加者負担金です。 

 次のページをお願いいたします。 

 294，295ページです。 

 徘回高齢者家族支援サービス事業利用者負担金です。こちらはＧＰＳ端末機です。 

 続きまして，歳出です。 

 次のページをお願いいたします。 

 296，297ページのまず，総務費です。職員給与費（介護保険総務管理）は，高齢福祉課

３人分の人件費です。 

 次に，介護保険事務費です。保険証等の交付をはじめ，システム改修及び保守，使用料

など介護保険業務全般の共通経費でございます。報酬は高齢者福祉・介護保険事業運営協

議会の委員への報酬です。委託料はシステム保守です。使用料及び賃借料につきましては，

介護保険システムのリース料です。 

 続きまして，徴収費です。職員給与費(介護保険徴収)，これは高齢福祉課２人分の人件

費です。 

 次に，介護保険賦課徴収事務費です。介護保険料の賦課徴収に要する経費で，納入通知

の発行，送付などの経費です。役務費は特別徴収に係る国保連への手数料，口座振替に係

る銀行への手数料です。 

 次に，介護認定審査会事務費です。こちらは認定審査会開催に係る事務経費です。審査

会については，３合議体で行われ，委員数は合計21人です。報酬は当審査会の委員報酬で

す。 

 次の職員給与費（介護認定調査）は，高齢福祉課３名分の人件費です。 

 次に，認定調査等事務費です。これは認定調査会開催に係る事務経費でございます。報

酬は認定調査委員，嘱託員４人分の報酬です。一番下の役務費は主治医意見書の作成手数

料が主なものです。 

 次のページをお願いいたします。 

 この委託料の２件につきましては，要介護認定調査の外部委託費でございます。 

 次の介護保険趣旨普及費は，介護保険制度周知のためのパンフレットの作成，印刷に係

る経費です。 

 続きまして，保険給付費です。介護サービス等諸費，全体額は41億1,050万3,000円で，

対前年度比で7.5％の増です。要介護１から５の方へ各種介護サービスに係る給付でござ

います。 

 まず，居宅介護サービス給付費です。これはホームヘルプサービス，デイサービス，シ

ョートステイ等の居宅サービスに係る給付です。 

 次の地域密着型介護サービス給付費は，認知症高齢者グループホーム，看護小規模多機

能型，地域密着型通所介護への給付です。 

 次の施設介護サービス給付費は，特別養護老人ホーム，介護老人保健施設，介護療養型

医療施設への給付です。 
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 次の居宅介護福祉用具購入費は，ポータブルトイレや入浴補助用具などの購入に対する

助成です。 

 次の居宅介護住宅改修費は，手すり設置，段差解消など住宅改修費に対する助成です。 

 次の居宅介護サービス計画給付費は，ケアプラン作成費の給付です。 

 続きまして，介護予防サービス等諸費です。全体額は9,433万8,000円で，対前年度比

18.6％の減となっております。こちらは要支援１，２の方への各種介護予防サービスに係

る給付です。 

 まず，一番下の介護予防サービス給付費です。これはホームヘルプサービス，デイサー

ビス，ショートステイ等の居宅サービスに係る給付です。 

 次のページをお願いいたします。 

 300，301ページです。 

 地域密着型介護予防サービス給付費です。こちらは認知症高齢者グループホーム利用者

に対する給付です。 

 次に，介護予防福祉用具購入費です。これはポータブルトイレ，入浴補助用具など購入

に対する助成です。 

 次に，介護予防住宅改修費です。こちらは手すり設置，段差解消等の住宅改修費に対す

る助成です。 

 次の介護予防サービス計画給付費につきましては，要支援１，２の方のケアプラン作成

費の給付です。 

 続きまして，介護保険審査支払手数料です。これは介護報酬の審査手数料で，国保連へ

の支払いです。 

 次に，介護サービスです。まず，高額介護サービス費につきましては，要介護１から５

の方，そして，その下の高額介護予防サービス費につきましては，要支援１，２の方のそ

れぞれ１カ月当たりの利用者負担額が所定の限度額を超えたときに，その超えた分につい

て給付するものでございます。 

 続きまして，高額医療サービス費です。一番下の高額医療合算介護サービス費につきま

しては，要介護１から５の方，次のページをお願いいたします。そして一番上の高額医療

合算介護予防サービス費につきましては，要支援１，２の方のそれぞれ１年分の自己負担

分の合計が国の定める限度額を超えたときに，その超えた分について給付をするものです。 

 次の特定入所者介護サービス，その下の特定入所者介護予防サービス費につきましても

同様に，要介護，要支援それぞれの介護保険施設，ショートステイ利用者の居住費，食費

について，所得に応じて自己負担額の限度額が設けられております。その限度額を超えた

部分について給付するものです。 

 続きまして，地域支援事業費です。第１号事業支給費につきましては，総合事業に係る

訪問型サービス，通所サービスに対する支給費です。 

 次の介護予防ケアマネジメント事業は，総合事業に係るサービス利用の前提となるケア

プラン作成のための委託料等の計上です。 

 次に，通所型介護予防事業です。主なものとしまして，13委託料の通所型介護予防事業

は，運動機能向上，口腔機能向上のための複合講座，認知症予防のための講座を実施する

ものです。 

 一番下の介護予防普及啓発事業につきましては，次のページでご説明いたします。 

 一番上の報償費はシルバーリハビリ体操指導士，自主活動費，健康ウオーキング講座等

の講師謝礼です。委託料の高齢者いきいき活動支援事業は，元気サロン松葉館の運営につ

いて，社会福祉協議会へ委託しようとするものです。 

 次に，地域介護予防活動支援事業です。報償費はシルバーリハビリ体操３級指導士の養

成講座等の講師謝礼です。 

 委託料の生活管理指導，短期宿泊事業は，認定を受けていない方を対象に，一時的に特

養施設へショートステイ的に対応するもので，特別養護老人ホーム３カ所への委託です。
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負担金補助及び交付金，補助金の高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業は，平成29年度

からの新規事業であり，住民主体の居場所的自主活動について支援するものです。 

 次に，元気アップ応援事業です。報償費は健康運動指導士による指導員の研修，新規指

導員の養成活動に対する報償金及び各地区の指導員の活動費です。 

 委託料につきましては，元気アップ体操，スポーツ大会，また食生活改善推進事業に係

るものでございます。 

 続きまして，包括的支援任意事業費です。職員給与費介護包括支援は，これにつきまし

ては高齢福祉課職員９人分の人件費です。 

 次の地域包括支援センター運営費です。報酬は介護予防計画作成嘱託員，一般非常勤職

員の報酬です。 

 需用費は元気サロン松葉館に係る臨時的修繕料を計上しております。 

 使用料及び賃借料につきましては，訪問用車両及び地域包括支援センターシステムのリ

ース料です。 

 次に，総合相談事業です。こちらは在宅介護支援センター運営事業を３法人，竜成園，

涼風苑，牛尾病院に委託しており，地域の在宅高齢者及び家族から総合的な相談に応じる

とともに，高齢者の実態把握調査を行っております。 

 次に，権利擁護事業です。これは市長申し立てによる成年後見人選任に係る申請，登記

のための経費及び後見人選任後の受任費用の計上でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 一番上の成年後見制度支援事業は，後見人の報酬を計上しております。 

 次に，家族介護支援事業です。この事業は，在宅で要介護者を介護する方に対し支援す

るものです。報償費は，介護慰労金として２名分を想定しております。 

 委託料の徘回高齢者家族支援サービス事業は，ＧＰＳ端末を利用した徘徊高齢者家族支

援サービスの事業に係る委託料です。 

 扶助費の介護用品購入費助成金は，紙おむつなどの介護用品購入に対する助成金です。 

 次に，自立生活支援事業です。委託料の食の自立支援事業は，食生活改善に係る健康保

持や定期訪問による安否確認を目的として配食サービスを実施するもので，調理配達業務

を委託しようとするものです。 

 補助金の住宅改修支援事業費につきましては，利用者の住宅改修に係る理由書をケアマ

ネージャーによらず，自ら作成した事業者に対し補助をするものです。 

 次に，介護給付費等費用適正化事業です。介護給付費の適正化に向けたシステム活用で，

この３件の委託料では，そのシステムの保守，運用支援のための経費を計上しております。 

 次に，在宅医療・介護連携費です。この事業は，医療・介護関係者の他職種連携を図る

ため，推進協議会の開催のための経費を計上しております。 

 委託料の在宅医療連携相談室運営は，介護面の相談窓口である地域包括支援センターと

医療面の相談窓口として連携をする医師会の協力を得て，平成28年度から設置しているも

のです。 

 次に，生活支援体制整備事業です。こちらは地域包括ケア構築に当たり，住民を含めた

地域のあらゆる社会資源や，そのあり方を協議する場の運営に係る経費及び生活支援サポ

ーター養成のための経費を計上しております。 

 次に，認知症総合支援事業です。報償費は講演会講師謝礼，認知症初期集中支援チーム

医師及び専門職の報償金です。 

 需用費は，認知症ケアパス，パンフレット印刷等に係る経費でございます。 

 委託料の認知症カフェ運営は，一般的にオレンジカフェと呼ばれていますが，池田病院

に運営を委託しております。毎月開催しております。 

 続きまして，一番下の介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料です。こちらは

総合事業第１号支援費に係る審査手数料，国保連への支払いでございます。 

 次のページをお願いいたします。 
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 基金積立金として一番上の介護保険支払準備基金費です。これは第１号被保険者保険料

歳入の余剰金として介護保険支払準備基金に積み増しをするものです。 

 次に，諸支出金です。第１号被保険者保険料還付金は，死亡，転出，所得更正等による

還付金です。 

 その下の国庫支出金等返還金は，平成28年度概算交付されていた補助金について，精算

による返還金に対応するものでございます。 

 次の介護保険事業一般会計繰出金につきましては，科目設定でございます。 

 次の介護保険事業予備費につきましては，不測の事態に対応して計上したものでござい

ます。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 ありがとうございました。 

 説明が終わりましたので，それでは質疑ありませんか。 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 要点を絞って３点だけお聞きしたいと思います。 

 288 ページの第１号被保険者介護保険料についてですけれども，今議会で介護保険条例

改正の議案が別途出されています。30 年度予算では当然この条例改正の中身を反映された

ものだと思いますけれども，そうすれば，この保険料の金額の中にその改定による保険料

の増額分を幾ら見込んでいますか。 

 

坂本委員長 

 中嶋課長。 

 

中嶋高齢福祉課長 

 龍ケ崎市介護保険事業特別会計の平成 30年度当初予算の歳入におけます第１号被保険者

介護保険料のうち，値上げ相当分は幾らかというようなご質問かと思います。 

 最初に結論から申し上げさせていただきますと，正確な試算は困難な状況でございます。

その理由といたしまして２点ほど挙げさせていただきます。 

 まず，１点目でございます。第１号被保険者介護保険料決定の前提となる第１号被保険

者数が３年前となる第６期介護保険事業計画策定当時と今回では変動しているため，今回

の介護保険料改定による年額上昇分のみを切り分けて比較対照とした正確な数値をお答え

することが困難な状況でございます。 

 続きまして，２点目でございます。第１号被保険者介護保険料は，第１号被保険者ご本

人や，その属する世帯の市民税課税状況や所得などに応じまして，該当する所得段階が個

人ごとに異なり，保険料の年額も個々に異なるため，それぞれの保険料上昇分のみを切り

分けることもまた困難な状況でございます。 

 なお，あくまでも参考的な概算数値として捉えていただく前提となりますが，単純に第

１号被保険者にかかわります保険料収入の比較として，第６期期間中の所得段階別保険料

年額をもとに，今回の平成 30 年度から 32 年度の所得段階別第１号被保険者数の推計値か

ら算出した金額と，第７期期間の予定の所得段階別の保険料年額をもとに，同様の第１号

被保険者数の推計値から算出した金額の差で考えますと，保険料歳入といたしましては，

３年間の合計で約 7,400万円の増加となります。 

 ただし，繰り返しさせていただきますが，この 7,400 万円という数字はあくまでも参考

比較としてお示ししたものでございますので，平成 30年度当初予算内での保険料上昇分相

当の金額とは必ずしも一致しないものであることをご承知いただきたいとお願いいたしま
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す。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 はい，わかりました。正確には出ないということですけれども，さっき概算で出された

7,400万については私も自主的には計算してみました。第７期計画にある保険者数２万 995

人で掛けていくと，2,000 万がアップに対する保険料の 30 年度の増加分で単純計算はでき

ます。それを置いて，次の 308 ページのこの基金積立金のところなんですけれども，介護

給付費準備基金積立金で，今年度で 4,096 万積み立てることになっていますけれども，こ

れは本会議質疑の中でも今回介護保険の改定に当たっては，現在約５億 1,000 万ほど残る

予定の準備基金のうち，70％相当の３億 5,700 万を取り崩して，その保険料値上げを抑え

るんだという説明をされているわけですけれども，この 30年度予算案では，その基金繰り

入れ項目はないわけですね，そもそも項目に。そうすると，基金繰り入れは 30年度ではし

ないということですかね。 

 

坂本委員長 

 中嶋課長。 

 

中嶋高齢福祉課長 

 第７期介護保険事業計画にて記載している基金取り崩し額につきましては，平成 30年度

当初予算からその額を取り崩すというものではございません。したがいまして，平成 30年

度当初予算に基金繰入金の項目がなく，歳出での調整も行っておりません。計画の中の基

金取り崩し額は第７期の第１号被保険者介護保険料を算定するに当たって設定した計画上

の数値でございます。事業計画の中で保険料の額を算定するに当たっては，はじめに平成

30 年度から 32 年度の３年間の介護給付費を見込み，そこから必要な保険料額を算定しま

すが，給付費の増加を全て保険料に反映させると，その額が急激に上昇してしまいます。

その上昇を抑制するために，万一介護保険料の想定外の急増があったときに取り崩す分を

確保しつつ，平成 30 年度から 32 年度の３年間で基金を幾ら取り崩したら第７期の保険料

はどれくらいになるかを考えながら設定した計画上の数値が計画の中の基金取り崩しの額

でございます。 

 これを言いかえますと，計画の中の基金取り崩し額は第７期の保険料を設定するために

算定した計画上のものであり，実際の基金取り崩し額は平成 30年度からの現実の給付費の

動向により，その都度検討し，財源が不足する見込みとなたっときに，その都度必要な額

を基金繰入金として予算計上することとなります。30 年度当初予算においては，今年度第

７期計画期間の初年度なので，第７期全体で見込んでいる介護保険給付費の増加がまだ顕

著にならないであろうという想定で基金繰入金を予算計上しておりません。 

 逆に今後も 31 年度，32 年度と年度を追うごとに介護保険サービス基盤も整備され，介

護給付費も増えていくという推計に基づき，保険料歳入とのバランスを見ながら基金の取

り崩しについて検討することになると考えております。 

 そして，１点つけ加えさせていただきますと，最初算定作業の中では一旦３億 5,700 万

円というようなことで試算しておりましたが，さらに精査を積み重ねた上で最終的に３億

6,500万円になったというようなところでございます。 

 以上です。 

 

坂本委員長 
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 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 第７期，３年間の計画ですので，30 年度より 31，32 年のほうが第１号保険者も増える

し，給付費も増えるということは事実なわけですけれども，しかし，今の計算を見てみる

と，そもそも取り崩す予定の基金も 30 年度は一切取り崩さないと。しかし，2,000 万の値

上げがあって，4,000 万を積み立てると。そうすると，準備基金はもう５億 5,000 万ぐら

いになるわけですから，果たしてこの値上げが私は必要だったのかどうかということは思

っているところです。 

 それはそれとして，ちょっと最後の質問だけいきます。昨年の介護保険法の改正で，利

用料が現在も２割となっている人が，さらに年金収入額 340 万以上の人について，今度は

２割から３割になるという改定があるわけですけれども，これは実際に施行されるのはい

つからですか。 

 

坂本委員長 

 中嶋課長。 

 

中嶋高齢福祉課長 

 2017 年４月に介護保険法の改正案が可決され，本年８月から現役並み所得者の介護保険

料３割負担の導入が決定されたところでございます。これは 2015年８月に一定所得以上を

２割負担に引き上げたことから，３年での導入となることでございます。この３割に該当

する方につきましては，年金収入等が 280 万円以上の方は，これまでの２割負担となりま

す。また，３割負担の対象者数として，全体の約３％の方が見込まれておりますが，高額

介護サービスが適用されますことから，現役並み所得相当の方で月額４万 4,400 円の自己

負担となり，サービスを多く利用しているものを中心に一律の負担が 1.5 倍になるわけで

はないことをつけ加えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 私の質問は以上です。ありがとうございました。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 油原委員。 

 

油原委員 

 １点だけ。305 ページの地域介護予防活動支援事業の中で，高齢者地域ふれあいサロン

活動支援事業，要するに居場所づくり事業ですね。これは昨年度からいろいろと実施をさ

れた中で，まだ，余りに何ですか，何カ所かしかまだできていない。基本的にやっぱり地

域の集会所なり空き家なり，高齢者の独居でいるところの一部を開放していただいてと，

そんな場所の中でそういう居場所づくりをしていくというようなこと。余りにもちょっと

普及していない。テーマ型デイサービスというようなことも頭に入れながら普及をしてい

くということなんで，これをもう少しやると認知予防なり地域コミュニティーの一つの形

になってくるわけですから，これをどんどん増やしていくということがやっぱり大切なん

だろうと。やっぱり力を入れて少し普及してないんじゃないかなというふうに思うんです
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が，どうなんでしょうか。 

 

坂本委員長 

 中嶋課長。 

 

中嶋高齢福祉課長 

 すみません，ただいま高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業についてご質問かと思い

ますが，この事業につきましては昨年途中から始まりまして，実績といたしましては５件

の地区から申請がありまして，現在活動している状況でございます。この団体につきまし

ては，長山地区がコミセンを活用いたしまして，２カ所の団体があります。それと大徳の

ほうでも１カ所あって，そのほか浅間ケ浦とか城ノ内の５件になります。 

 油原議員ご指摘のように，なかなかちょっと制約もありまして，普及しないところがあ

ります。こちらにつきましては，30 年度の予算で新たに５カ所の追加をいたしました。

様々な機会ではこういったものがあるから活用してくれよというようなことで，一例では

ございますが，長寿会のほうにも出向いて，こういった事業があるからぜひやってくださ

いというようなことでお願いしているところでございます。しかしながら，まだまだ満足

している状況ではなくて，周知のほうも足りないと考えておりますので，頑張っていきた

いと思います。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 ほかにございませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

坂本委員長 

 それでは，ないようですので，質疑なしと認めます。 

 続きまして，議案第 33 号 平成 30 年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予

算についてご説明願います。 

 足立健康福祉部長。 

 

足立健康福祉部長 

 予算書の321ページです。 

 議案第33号 平成30年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計の歳入歳出予算に

ついてご説明いたします。 

 事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,300万円と定めるものでございま

す。 

 それでは，歳入からご説明いたします。 

 328，329ページをお願いいたします。 

 はじめに，当事業の会計は障がい児通所支援事業所つぼみ園の運営に関する特別会計で

す。まず，つぼみ園の現況です。登録児童数の推移を３年間にさかのぼり順に申し上げま

す。平成23年３月時点で108人，平成28年３月１日で126人，平成29年３月１日で138人，

そして本年３月１日，昨年と偶然同じなんですが，138人在籍しており，徐々に増えてい

る状況にございます。 

 それでは，まず，サービス事業収入の障がい児通所支援事業収入です。当事業につきま

しては，１割が自己負担，９割が公費負担です。その公費負担分でございます。 

 次に，障がい児通所支援事業自己負担金現年度分につきましては，１割負担でございま

す。 
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 その下の過年度分については科目設定です。 

 次に，障がい児支援サービス事業給与費等繰入金です。こちらは歳入と歳出の差額，主

に人件費への充当でございます。 

 次の障がい児支援サービス事業繰越金及びその下の歳計現金運用利子につきましては，

科目設定です。 

 次の障がい児園外活動負担金，これはスポーツ安全保険への加入負担金です。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。職員給与費（障がい児支援サービス総務管理）は，つぼみ園職員３人分の人

件費です。 

 次に，障がい児通所支援事業です。主なものとして，報酬は療育指導員，作業療法士，

理学療法士，言語聴覚士など非常勤職員の報酬及び嘱託医師の報酬，そして保育指導員の

報酬です。その他の費目につきましては，つぼみ園の運営に係る事務的経費でございます。 

 最後の障がい児支援サービス事業予備費につきましては，不測の事態の対応として計上

したものでございます。 

 以上です。 

 

坂本委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは，質疑ありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

坂本委員長 

 質疑なしと認めます。 

 続きまして，議案第34号 平成30年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算につい

てご説明願います。 

 足立健康福祉部長。 

 

足立健康福祉部長 

 予算書の341ページです。 

 議案第34号 平成30年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算です。 

 歳入歳出予算の総額，歳入歳出それぞれ13億5,980万円と定めるものでございます。 

 348，349ページをお願いします。 

 75歳以上の医療に係る後期高齢者医療につきましては，県単位で広域連合が保険者とな

り，医療保険事業を行っております。 

 まず，被保険者の状況について申し上げます。平成27年３月末で7,768人でした。平成

28年３月末で8,187人でした。平成29年３月末で8,692人でした。そして，平成29年12月末

で8,968人ということで，増化傾向が続いております。 

 それでは，歳入です。 

 後期高齢者医療保険料ですが，全体で前年度比14.7％の増となっております。普通徴収

現年度分につきましては，収納率99.4％，滞納繰越分につきましては，収納率30％で計上

しております。以降，この特別会計の各事業名につきましては，共通している名称がたび

重なりますので，後期高齢者医療という文言を省略させていただきます。 

 次に，二つ目の枠の使用料及び手数料として，督促手数料を計上しております。 

 次に，国庫支出金の高齢者医療制度円滑運営事業費です。こちらは平成31年度から２年

間被保険者の扶養となっていた方が後期高齢者の資格を取得した際に，均等割額を５割軽

減する特例制度に伴うシステム改修費用です。 

 次に，繰入金です。事務費等繰入金は，療養給付費の12分の１分が市の負担分となって
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おりますので，この額及び人件費，事務費の繰り入れでございます。 

 その下の保険基盤安定繰入金は，一般会計で触れましたが，低所得者に対する保険料軽

減に対する県補助４分の３の補助率を一般会計で受け入れまして，これに市の負担分４分

の１を加えた額を繰り入れるものです。 

 次の繰越金につきましては，科目設定でございます。 

 次に，諸収入，延滞金としまして４万5,000円を計上し，その下の過料につきましては

科目設定でございます。 

 一番下の枠の還付金につきましては，保険料の更正に伴う広域連合からの歳入です。 

 その下の還付加算金は科目設定でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳計現金の利子につきましても科目設定でございます。 

 次の健康診査受託料です。こちらは75歳以上の健診実施について広域連合から委託され

ているもので，集団健診，医療機関健診に係る経費及び事務費について広域連合からの歳

入です。 

 次に，雑入の広域連合特別対策補助金です。これは人間ドック，脳ドックに対しての補

助分でございます。 

 その下の広域連合納付金精算金及び最後の事業雑入につきましては，いずれも科目設定

でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。職員給与費（総務管理）は，保険年金課職員２人分の人件費です。 

 次に，事務費です。主なものとしまして，役務費は保険証等の郵送費が主なものです。

委託料，そして使用料及び賃借料につきましては，システムの保守及びシステムのリース

料でございます。 

 次の職員給与費（保険料徴収）は，保険年金課職員１名分の人件費です。 

 次の保険料徴収事務費です。主なものとしまして，役務費は納付書郵送料及び口座振替

の手数料です。 

 次に，広域連合納付金です。負担金の事務費納付金は，広域連合事務局の共通経費に係

る市負担分です。 

 その下の保険料等納付金は，歳入の保険料延滞金，保険基盤安定の部分です。 

 その下の療養給付費納付金は，市が負担する療養給付費の12分の１の分でございます。 

 次に，健康診査事業です。これは広域連合からの受託事業です。委託料の後期高齢者健

康診査は，集団健診及び医師会加盟の医療機関健診に係る委託料です。 

 次のページをお願いします。 

 人間ドック助成費につきましては，市と契約しております医療機関の検診額２分の１，

上限２万円を補助するものでございます。 

 次に，保険料還付金です。これは各被保険者へ広域連合から市を経由して還付するもの

でございます。 

 その下の還付加算金は科目設定です。 

 最後に，予備費につきましては83万4,000円を計上しております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは，質疑ありませんか。 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 すみません，これも要約して３点だけお願いをしたいと思います。 
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 はじめに，348 ページの後期高齢者医療保険料のところですけれども，これは後期高齢

者の保険は２年ごとに保険料を見直すことになっていますけれども，ちょうど 30年度が見

直しが改定年ですけれども，30年の広域連合の今の状況はいかがでしょうか。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 結論から申し上げますと，30年度，31年度の２カ年の保険料率につきましては据え置き

と決定されたところでございます。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 それはまずよかったと思います。 

 次に，353 ページのところの 07010200 委託料の後期高齢者医療システム修正についてで

すけれども，これについては後期高齢者保険ができる以前に扶養者となっていた方が保険

料ゼロだったわけですけれども，それが後期高齢者保険ができたことによって保険料が取

られることになったんですけれども，その時点では９割軽減という制度が使われていたわ

けですけれども，平成 29年度から漸次軽減率を下げていくということになっているわけで

すね。これについて 30年度，その他についてちょっと説明をお願いします。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 二，三年かけまして段階的に本来の軽減措置の水準に戻すということになりますが，平

成 29 年，昨年の 12 月末現在で９割該当だった方が 328 人で，７割の該当だった方が 650

人いらっしゃいました。30 年度におきましては，この７割該当の 651 人の方が制度改正で

196 人になり，残りの 455 人の方が５割となります。31 年度におきましては，この５割の

該当者の方の 455人のうち制度改正で 25人となり，残りの 430人の方が２割あるいは軽減

対象から外れるということになります。なお，世帯の所得が低い方と被扶養者の方には引

き続き均等割の軽減措置，９割軽減が適用されるという状況になっております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

 

金剛寺委員 

 そうしますと，平成 30 年度では 29 年度で既に９割から７割になった人が 651 人いて，

平成 30年度ではこの 651人中 455人が５割軽減になってしまうということだと思うんです

ね。そうすると，この７割軽減と５割軽減との差は 7,900 円あるんですよね。だから，こ

の 455人については 7,900円値上げになるということになると思います。 
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 最後，１点だけです。短期保険証の交付状況についてお聞きします。 

 

坂本委員長 

 吉田課長。 

 

吉田保険年金課長 

 お答えいたします。 

 30年１月末現在についてでございます。29人となっております。同年度同月と比較しま

して５人増加している状況となっております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 金剛寺委員。 

 

金剛寺委員 

 以上です。ありがとうございます。 

 

坂本委員長 

 ほかにありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

坂本委員長 

 それでは，質疑なしと認めます。 

 続きまして，議案第 35 号 平成 30 年度龍ケ崎市介護サービス事業特別会計予算につい

てご説明願います。 

 足立健康福祉部長。 

 

足立健康福祉部長 

 予算書の365ページをお願いいたします。 

 議案第35号 平成30年度龍ケ崎市介護サービス事業特別会計予算です。 

 歳入歳出それぞれ1,570万円と定めるものでございます。 

 それでは，372，373ページをお願いいたします。 

 この特別会計は地域包括支援センターが要支援認定を受けた方の予防給付サービスを提

供するための介護予防支援サービス計画作成に係る経費です。地域包括支援センターは居

宅介護予防支援サービス事業所の指定を受けて事業を実施していることから，介護保険に

おけるサービス事業の位置づけとなり，別会計の処理となります。 

 それでは，歳入です。 

 まず，介護予防サービス計画費収入です。これは介護保険給付を財源としております。

介護保険事業特別会計の介護予防サービス計画給付費からの歳入です。 

 次の介護サービス事務費等繰入金は，歳入歳出の差額分の繰り入れです。 

 次の介護サービス事業繰越金，そして最後の介護サービス事業歳計現金運用利子につき

ましては科目設定でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出です。 

 居宅介護予防支援サービス費です。報酬は，ケアプラン作成嘱託員１名分の人件費です。

委託料のケアプラン作成につきましては，地域包括支援センター，直接ケアプランを作成

するほかに，一部を居宅介護支援事業所に委託しようとするものです。 
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 最後に，介護サービス事業予備費としまして11万1,000円を計上しております。 

 以上でございます。 

 

坂本委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは，質疑ありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

坂本委員長 

 それでは，質疑なしと認めます。 

 以上をもちまして，文教福祉委員会所管事項について説明と質疑を終了いたします。 

 本日の予算審査特別委員会はこの程度にとどめ，３月12日午前10時に予算審査特別委員

会を再開し，環境生活委員会所管事項の説明と質疑を行いまして，環境生活委員会所管質

疑終結後，討論，採決を行います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

 


